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1. 工事計画添付書類に係る補足説明資料 

添付書類の記載内容を補足するための資料を以下に示す。 

 

資料 

No. 
添付説明書名 補足説明資料（内容） 備考 

1 

計測装置の構成に関

する説明書並びに計

測範囲及び警報動作

範囲に関する説明書 

  

2 

工学的安全施設等の

起動（作動）信号の設

定値の根拠に関する

説明書 

 

 

3 

発電用原子炉の運転を

管理するための制御装

置に係る制御方法に関

する説明書 

  

4 

4-1 

(1)中央制御室の機能

に関する説明書（中央

制御室の有毒ガス防

護について除く。） 

設計基準

事故時の

中央制御

室の機能 

1. 環境条件 

今回提出 

範囲 

2. 誤操作防止対策 

3. 中央制御室から外の状況を

把握する設備 

4. 酸素濃度及び二酸化炭素濃

度計について 

重大事故

等時の中

央制御室

の機能 

1. 重大事故等時の中央制御室

の機能について 

2. 重大事故等時の監視操作設

備に係る設計上の考慮事項

の補足について 

4-2 

(2)中央制御室の機能

に関する説明書（中央

制御室の有毒ガス防

護について） 

(2)緊急時対策所の機

能に関する説明書（緊

急時対策所の有毒ガ

ス防護について） 

1. 「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」

への適合状況について 

2. 固定源及び可動源の特定について 

3. 他の有毒化学物質等との反応により発

生する有毒ガスについて 

4. 受動的に機能を発揮する設備について 

5. 有毒ガス影響評価に使用する気象条件

について 

6. 原子炉施設周辺の建物影響による拡散

の影響について 

7. 可動源に対する防護措置の詳細につい

て 

5 
通信連絡設備に関す

る説明書 
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資料 No.4-1 

 

 

 

 

中央制御室の機能に関する説明書に係る補足説明資料 

設計基準事故時の中央制御室の機能 
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設計基準事故時の中央制御室の機能 
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1 

1. 環境条件

 1.1 現場操作が必要となる操作の抽出 

 安全施設のうち，中央制御室での操作のみならず，中央制御室以外の設計基準対象  

施設の現場操作を抽出し，現場操作場所を特定する。 

具体的には，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故（以下「設計基準事故等」と

いう。）時に必要な操作（事象発生から冷温停止まで）のうち，事象の拡大防止，ある

いは，事象を収束させるために必要な操作を抽出する。また，新規制基準適合性に係る

審査において必要な現場操作についても，安全施設が安全機能を損なわないために必要

な操作を抽出する。 

抽出結果は以下のとおり。 

・中央制御室における操作

・火災防護対策における現場操作

・溢水防護対策における現場操作

・全交流動力電源喪失時における現場操作

・中央制御室外原子炉停止装置における操作

1.2 環境条件の抽出 

 前節で抽出した現場操作が必要となる起因事象及び起因事象と同時にもたらされる環  

境条件について，抽出する。 

現場操作が必要となる起因事象として，地震，津波，設置許可基準規則第六条に示す設

計基準事象，内部火災，内部溢水，運転時の異常な過渡変化，設計基準事故等を想定す

る。 

これらの起因事象と同時にもたらされる環境条件について，中央制御室における環境条

件を表 1－1に，中央制御室以外の場所における環境条件を表 1－2に示す。 
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表 1－1 中央制御室に同時にもたらされる環境条件への対応(1/2) 

起因事象 
同時にもたらされる 

中央制御室の環境条件 

中央制御室での操作性（操作の容易性）を 

確保するための設計方針 

内部火災 

（地震起因含む） 

火災による中央制御室

内設備の機能喪失 

中央制御室にて火災が発生しても速やかに消火

できるよう，「運転員が火災状況を確認し，粉末消

火器又は二酸化炭素消火器にて初期消火を行う」

ことを社内規程類で定めることとし，中央制御室

の機能を維持する。 

内部溢水 

（地震起因含む） 

溢水による中央制御室

内設備の機能喪失 

中央制御室には溢水源がない設計とする。 

火災が発生したとしても，「運転員が火災状況を

確認し，粉末消火器又は二酸化炭素消火器にて初

期消火を行う」ことを社内規程類に定めることと

し，消火水による溢水の影響がない設計とする。 

蒸気配管破断が発生した場合も，漏えいした蒸気

の影響がない設計とする。 

地震 
余震 

地震発生時の対応として「運転員は地震が発生し

た場合，制御盤から離れて操作器への誤接触を防

止するとともに，制御盤の手摺にて身体の安全確

保に努める」ことを社内規程類に定める。 

外部電源喪失（全交流

動力電源喪失含む） 

外部電源喪失時においても，中央制御室の照明
は，ディーゼル発電機から給電され＊，蓄電池から
の給電により点灯する直流非常灯も備え，機能が
喪失しない設計とする。 

地震：設計基準地震動に対して，耐震Ｓクラス設
計とする。 

竜巻：設計基準の竜巻風速による複合荷重（風圧
力による荷重，気圧差による荷重，飛来物
による衝撃荷重）に対して，外殻その他に
よる防護で健全性を確保する。 

風（台風）：設計基準の風速による風圧に対して，
外殻その他による防護で健全性を確
保する。 

積雪：設計基準の積雪による堆積荷重に対して，
外殻その他による防護で健全性を確保す
る。 

落雷：設計基準の雷撃電流値に対して，避雷針や
保安器等による防護で健全性を確保する。 

森林火災：防火帯の内側に設置することにより延
焼を防止し，熱影響に対して健全性を
確保する。また，ばい煙に対してもフ
ィルタにより健全性を確保する。 

火山：設計基準の火山灰の堆積荷重に対して，外

殻その他による防護で健全性を確保する。

また，給気系はフィルタ交換等により閉塞

せず健全性を確保する。 

竜巻・風（台風） 

積雪 

落雷 

外部火災 

（森林火災） 

火山 

外部火災 

（森林火災） 

ばい煙や有毒ガスの発

生による中央制御室内

環境への影響 

中央制御室空調換気系について，給気隔離弁及び

排気隔離弁を閉止し，系統隔離運転を行うことで

外気を遮断することから，中央制御室内環境への

影響はない。 火山 
降下火砕物による中央

制御室内環境への影響 
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表 1－1 中央制御室に同時にもたらされる環境条件への対応(2/2) 

起因事象 
同時にもたらされる 

中央制御室の環境条件 

中央制御室での操作性（操作の容易性）を 

確保するための設計方針 

凍結 
凍結による中央制御室

内環境への影響 

中央制御室空調換気系により環境温度が維持さ

れるため，中央制御室内環境への影響はない。 

降水 影響なし ― 

地滑り・土石流 影響なし ― 

生物学的事象 影響なし ― 

有毒ガス 影響なし ― 

船舶の衝突 影響なし ― 

電磁的障害 影響なし ― 

津波 影響なし ― 
注記＊：ディーゼル発電機は各自然現象に対して健全性が確保される設計とする。 
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表 1－2 中央制御室以外に同時にもたらされる環境条件への対応 

起因事象 
同時にもたらされる 

中央制御室以外の環境条件 

中央制御室以外での操作性（操作の容易

性）を確保するための設計方針 

内部火災 

（地震起因含む） 

火災による現場設備の機能

喪失 

現場操作が必要となる状況において，内部

火災の影響はない。当該区画へのアクセス

ルートは複数あることから問題ない。 

内部溢水 

（地震起因含む） 

溢水による現場設備の機能

喪失 

現場操作が必要となる状況において，内部

溢水の影響はない。当該区画へのアクセス

ルートは複数あることから問題ない。 

地震 
余震 

地震発生時の対応として「運転員は地震が

発生した場合，操作を中止し安全確保に努

める」ことを社内規程類に定める。 

外部電源喪失による照明等

の所内電源の喪失 

外部電源喪失時においても，現場の照明は，

ディーゼル発電機から給電され＊，機能が喪

失しない設計とする。 

竜巻・風（台風） 

積雪 

落雷 

外部火災 

（森林火災） 

火山 

外部火災 

（森林火災） 

ばい煙や燃焼ガスの発生に

よる建物内環境への影響 

外気取入運転を行っている換気空調設備

は，外気取入口にフィルタを設置している

ため，ばい煙や降下火砕物による建物内環

境への影響はない。また，空調ファンを停止

し，外気取り入れを遮断することから建物

内環境への影響はない。 
火山 

降下火砕物による建物内環

境への影響 

凍結 
凍結による建物内環境への

影響 

換気空調設備により環境温度が維持される

ため，建物内環境への影響はない。 

降水 影響なし ― 

地滑り・土石流 影響なし ― 

生物学的事象 影響なし ― 

有毒ガス 影響なし ― 

船舶の衝突 影響なし ― 

電磁的障害 影響なし ― 

津波 影響なし ― 

注記＊：各自然現象に対するディーゼル発電機の健全性確保状況については，表 1－1と同様。 
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1.3 環境条件下における操作の容易性 

(1) 中央制御室における操作の容易性（環境条件に対する考慮） 

a. 中央制御室の通常時の環境 

中央制御室は，運転員の居住性，監視操作性等に鑑み，以下を考慮した設計とす

る。 

(a) 温湿度 

中央制御室換気系により，運転操作に適した室温（21～26℃），湿度（50%RH程

度）に調整可能な設計とする。 

 

(b) 照度 

中央制御室の照明設備については，運転監視業務に加え，机上業務も考慮してベ

ンチ盤操作部エリアは通常 700ルクス＊を確保可能な設計とする。 

注記＊：日本産業規格（ＪＩＳ Ｚ ９１１０：500ルクス（制御室などの計器

盤及び制御盤などの監視））を下回らない値として設定 

なお，不快なグレア（ディスプレイに照明が映り込むことによる見えづらさ）の

軽減及び視認性を高めるため非常用照明については，照明器具にルーバ等が付属し

て一体となっており，耐震性を有した照明設備とすることで地震時における照明設

備の落下を防止している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－1 中央制御室照明の落下防止措置 

 

(c) 騒音 

運転員間のコミュニケーションが適切に行えるような騒音レベルを維持できる設

計（60dB(Ａ) 以下の設計＊）とする。 

注記＊：室内の定常的騒音に対する推奨許容値として，発電所の制御室は 56～

66dB(Ａ)（出典：空気調和・衛生工学便覧）。  

躯体 

  

ダクト等 

中央制御室照明（参考：取付前） 

照明用ルーバ 

 
      

照明 

照明用ルーバ等 
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b. 中央制御室の環境に影響を与える可能性のある事象に対する考慮 

中央制御室における環境条件に対し，以下のとおり設計する。 

(a) 火災による中央制御室内設備の機能喪失 

中央制御室に粉末消火器又は二酸化炭素消火器を設置するとともに，常駐する運

転員によって火災感知器による早期の火災感知を可能とし，火災が発生した場合の

運転員の対応を社内規程類に定め，運転員による速やかな消火を行うことで運転操

作に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。 

中央制御室における消火器及び手摺の設置状況を図 1－2に示す。 

 

(b) 地震 

中央制御室及び制御盤は，耐震性を有する制御室建物に設置し，基準地震動によ

る地震力に対し必要となる機能が喪失しない設計とする。また，制御盤は床等に固

定することにより，地震発生時においても運転操作に影響を与えない設計とする。

さらに，制御盤に手摺を設置するとともに天井照明設備は耐震性を有した設備とす

ることにより，地震発生時における運転員の安全確保及び制御盤上の操作器への誤

接触を防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－2 中央制御室における消火器及び手摺の設置状況 

 

(c) 外部電源喪失による照明等の所内電源の喪失 

中央制御室における運転操作に必要な照明は，地震，竜巻，風（台風），積雪，

落雷，外部火災，降下火砕物に伴い外部電源が喪失した場合には，非常用ディーゼ

ル発電機が起動することにより，操作に必要な照明用電源を確保し，容易に操作が

できる設計とする。 

 

手摺設置状況 

消火器設置状況 

：手摺 

：消火器 

 
 

 

執
務

机
 

執
務

机
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中央制御室の照明設備については，非常用照明とし，外部電源が喪失しても照明

（ベンチ盤操作部エリア：700ルクス）を確保する設計とする。 

なお，シミュレータ訓練において，直流非常灯のみの状態で運転操作が可能なこ

とを確認している。 

中央制御室の照明配置概要図を図 1－3 に，中央制御室照明のイメージを図 1－4

に示す。 

 

図 1－3 中央制御室の照明配置概要図＊3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－4 中央制御室照明のイメージ（シミュレータの点灯例） 

  

注記＊1：ＪＩＳ Ｚ ９１１０（2010） 

制御室などの計器盤及び制御盤などの 

監視：500ルクスを下回らない値 

＊2：ＪＥＡＧ ４６２４－2009 

制御盤面：300ルクス 

＊3：工事進捗により，照明配置が変更となる可

能性がある 

（凡例） 

：２号機非常用照明 

：２号機直流非常灯 

 

照明の仕様（設計値） 

・非常用照明 

ベンチ盤操作部エリア：700ルクス＊１ 

鉛直にある計器面：300ルクス＊2 

・直流非常灯  

ベンチ盤操作部エリア：50ルクス 

非常用照明点灯時 

（通常時及び外部電源喪失時） 

 直流非常灯点灯時 

１号機２号機

11



 

8 

(d) ばい煙や有毒ガスの発生による中央制御室内環境への影響 

外部火災により発生するばい煙や有毒ガス並びに降下火砕物による中央制御室内

の操作雰囲気の悪化に対しては，中央制御室空調換気系の給気隔離弁及び排気隔離

弁を閉止し，系統隔離運転を行うことで外気を遮断することから，運転操作に影響

を与えず容易に操作ができる設計とする。 

 

・中央制御室空調換気系について，通常時は，中央制御室外気処理装置，中央制

御室給気隔離弁，中央制御室空気調和装置，中央制御室送風機，中央制御室排

風機及び中央制御室排気隔離弁により中央制御室の換気を行う。外気及び再循

環空気は，中央制御室空気調和装置を介して中央制御室送風機により中央制御

室に供給し，中央制御室排風機により建物外に直接排気する設計とする。 

中央制御室換気空調系の概要図（通常運転時）を図 1－5に示す。 

 

図 1－5 中央制御室換気空調系の概要図（通常運転時） 

 

・事故時は，中央制御室給気隔離弁及び中央制御室排気隔離弁を閉操作すること

で，外気から隔離し，室内空気を中央制御室空気調和装置に通して再循環する

設計とする。この時，再循環空気の一部を中央制御室非常用再循環処理装置フ

ィルタにより浄化することで，運転員を放射線被ばくから防護する設計とす

る。外気取り入れ時には，中央制御室給気隔離弁を開操作することで，外気を

浄化して中央制御室内に取り入れることが可能な設計とする。 

中央制御室換気空調系の概要図（系統隔離運転時）を図 1－6に示す。  

中央制御室 
外気処理装置 

外気 

中央制御室非常用再循環 

処理装置フィルタ 

中央制御室非常用 

再循環送風機 

中央制御室 

空気調和装置 

中央制御室送風機 

中央制御室 

排気 

中央制御室排風機 

フィルタ 

フィルタ 

中央制御室給気 
隔離弁 

中央制御室排気 
隔離弁  
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図 1－6 中央制御室換気空調系の概要図（系統隔離運転時） 

 

・外部火災によるばい煙や有毒ガス，降下火砕物に対しては，手動で中央制御室

給気隔離弁及び中央制御室排気隔離弁を閉操作し，系統隔離運転へ切り替える

ことで外気を遮断する設計とする。 

 

中央制御室空調換気系仕様 

中央制御室外気処理装置         基数：1基  

中央制御室送風機             台数：2台 容量：120000m3/h/台 

中央制御室排風機            台数：2台 容量：21000m3/h/台 

中央制御室空気調和装置          基数：2基 

中央制御室非常用再循環送風機      台数：2台 容量： 32000m3/h/台 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 基数：1基  

    よう素除去効率 95％以上（相対湿度 70％以下，温度 30℃以下） 

    粒子除去効率  99.9％以上（0.5μm粒子） 

 

(e) 内部溢水による中央制御室内環境への影響 

中央制御室には，溢水源となる機器を設けない設計とする。また，火災が発生し

たとしても，運転員が火災状況を確認し，粉末消火器又は二酸化炭素消火器にて初

期消火を行うことで，消火水の放水による溢水により運転操作に影響を与えず容易

に操作ができる設計とする。 

 

(f) 凍結による中央制御室内環境への影響 

中央制御室空調換気系により環境温度が維持されることで，運転操作に影響を与

えず容易に操作ができる設計とする。  

中央制御室 
外気処理装置 

外気 

中央制御室非常用再循環 

処理装置フィルタ 

中央制御室非常用 

再循環送風機 

中央制御室 

空気調和装置 

中央制御室送風機 

中央制御室 

排気 

中央制御室排風機 

フィルタ 

フィルタ 

  

  

中央制御室給気 
隔離弁 

中央制御室排気 
隔離弁 
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 (2) 中央制御室以外における操作の容易性（環境条件に対する考慮） 

a. 設計基準事象において求められる現場操作 

(a) 内部火災対策による現場操作 

内部火災により原子炉保護系の論理回路が励磁状態を維持した状態において，原

子炉スクラムを実施させる必要がある場合には，現場での電源切操作が必要となる。 

 

(b) 溢水防護対策における現場操作 

溢水等の要因により，燃料プール冷却系，燃料プール補給水系が機能喪失した場

合，残留熱除去系により燃料プールの冷却・給水機能を維持する必要があり，その

際に現場での手動弁の開操作が必要となる。 

現場操作が必要な手動弁について表 1－3 に，残留熱除去系による燃料プール冷

却時の系統を図 1－7に示す。 

 

図 1－7 残留熱除去系による燃料プール冷却時の系統  
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表 1－3 現場操作が必要な手動弁 

 

また，上記以外において，想定破損発生時の現場での隔離操作も必要となる。 

 

(c) 全交流動力電源喪失時における現場操作 

全交流動力電源喪失時に，非常用ディーゼル発電機又は外部電源復旧が不可能な

場合は，以下の現場操作を実施する。 

①非常用ディーゼル発電機の起動失敗確認。 

②全交流動力電源喪失時の A-計装用電気室（廃棄物処理建物１階）における負

荷切り離し操作。 

 

(d) 中央制御室外原子炉停止装置における操作 

中央制御室内での操作が火災等の何らかの要因により困難な場合，中央制御室外

原子炉停止盤室において，原子炉スクラム後の高温停止状態から低温停止状態に移

行させる操作が必要となる。 

なお，中央制御室から避難する必要がある場合，中央制御室を出る前に原子炉ス

クラム操作を実施するが，スクラム操作が不可能な場合は，中央制御室外において

原子炉保護系の電源を遮断すること等により行うことができる設計とする。 

 

操作 使用する系統 
操作対象機器 

設置区画 
機器番号 機器名称 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却 

残留熱除去系(A) 

V222-10 RHR・FPC系入口第 1止め弁 
R-M2F-03N 
R-M2F-04N 
R-M2F-05N 

V222-11A A-FPC系入口第 2止め弁 R-B2F-02N 

V222-12A A-RHR・FPC系戻り第 1止め弁 R-2F-10N 

V222-13 RHR・FPC系戻り第 2止め弁 R-2F-10N 

残留熱除去系(B) 

V222-10 RHR・FPC系入口第１止め弁 
R-M2F-03N 
R-M2F-04N 
R-M2F-05N 

V222-11B B-FPC系入口第 2止め弁 R-B2F-15N 

V222-12B B-RHR・FPC系戻り第 1止め弁 R-2F-10N 

V222-13 RHR・FPC系戻り第 2止め弁 R-2F-10N 

燃
料
プ
ー
ル
給
水 

残留熱除去系(A) 
V222-12A A-RHR・FPC系戻り第 1止め弁 R-2F-10N 

V222-13 RHR・FPC系戻り第 2止め弁 R-2F-10N 

残留熱除去系(B) 
V222-12B B-RHR・FPC系戻り第 1止め弁 R-2F-10N 

V222-13 RHR・FPC系戻り第 2止め弁 R-2F-10N 
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b. 中央制御室以外の環境に影響を与える可能性のある事象に対する考慮 

(a) 内部火災対策における現場操作 

火災による原子炉保護系論理回路の励磁状態維持を想定するため，想定火災とし

ては原子炉制御盤，原子炉保護継電器盤を発火箇所とする。 

それに対し，操作場所である A，B-計装用電気室は，発火箇所である中央制御室

と位置的に分散され，アクセス性を確保し，操作可能な設計とする。 

現場において操作を行う盤に付設された機器名称・機器番号が記載された銘板と

使用する手順書に記載されている機器名称・機器番号を照合し，操作対象であるこ

とを確認してから操作を行うことで，誤操作防止を図る。また，電源切操作を行う

原子炉保護系ＭＧ盤は,当該盤で電源切状態を確認できることにより，操作が実施

されたことの確認は現場にて容易に可能な設計とする。 

 

(b) 溢水防護対策における現場操作 

溢水事象発生後の環境条件（没水，被水，温度（蒸気），線量，薬品，照明，感

電，漂流物）の観点から評価し，アクセス性を確保し，操作可能な設計とする。 

現場弁等を操作する際に使用する工具については，各種弁の仕様や構造に応じた

適正な工具を中央制御室近傍及び管理区域内に配備し，現場弁の操作が容易に実施

可能とする。 

 

(c) 全交流動力電源喪失時における現場操作 

全交流動力電源喪失時から重大事故等時に対処するために必要な電力の供給が交

流動力電源設備から開始されるまでの間においても操作できるように，非常用系の

蓄電池から受電する直流非常灯もしくは蓄電池内蔵型照明を設置しており，更に現

場作業を行う運転員はヘッドライトまたは懐中電灯を持って移動することで，アク

セス性を確保し，操作可能な設計とする。 

全交流動力電源喪失時に負荷切り離し操作を実施する際は，当該配線用遮断器で

電源切状態を確認できることにより，操作が実施されたことの確認は現場にて容易

に可能な設計とする。 

 

(d) 中央制御室外原子炉停止装置における操作 

中央制御室が火災等の何らかの要因で被害を受けた場合，中央制御室外原子炉停

止盤室は中央制御室とは位置的に分散され，アクセス性を確保し，操作可能な設計

とする。 

中央制御室外原子炉停止盤室の制御盤は，発電用原子炉を安全に停止させるため

に必要な系統のポンプや弁の操作器，監視計器等から構成しており，使用する手順

書を確認しながら操作を行うことで，誤操作を防止する。系統ごとに関連する監視

計器，状態表示を極力近接配置することにより，操作が実施されたことの確認も容

易な設計とする。 
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2. 誤操作防止対策 

2.1 中央制御室の誤操作防止対策 

発電用原子炉の運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の対応操作に必要な各種指

示の確認並びに発電用原子炉を安全に停止するために必要な安全保護回路及び工学的安

全施設関係の操作盤は，中央制御室から操作が可能な設計とする。 

また，中央制御室の制御盤は，盤面機器（操作器，指示計，警報表示，記録計，表示

装置）を系統ごとにグループ化して配置し，操作方法に統一性を持たせ，中央監視操作

盤により運転員同士の情報共有及びプラント設備全体の情報把握を行うことで，通常運

転，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時において運転員の誤操作を防止すると

ともに，容易に操作ができる設計とする。 

 

(1) 視認性 

a. 中央制御室の制御盤の配置 

中央制御室の制御盤は，中央監視操作盤及びその他制御盤から構成されており，プ

ラントの起動，停止及び通常運転時の監視・操作が必要なものに加え，監視・操作頻

度が高いもの，また，プラントの異常時にプラントを安全に保つために必要なものに

ついては，中央監視操作盤に配置する。中央監視操作盤は，左側から安全系，原子炉

系，タービン・所内電源系の順で配置し，それぞれの盤面器具を集約して配列する。

上記以外で中央制御室に配置することで運転上のメリットが高いものについては，そ

の他制御盤に配置する。 

中央制御室の制御盤配置を図 2－1に示す。 

 

図 2－1 中央制御室の制御盤配置  

運転員① 当直長，当直副長 

運転員② オペレータ 

 

 

 

運
転
員
②
 

共
通
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炉
補

機
 

制
御

盤
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全

設
備
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御
盤
 

タービン補機制御盤・ 

タービン発電機制御盤 

所内 

電気盤 

 

 

原子炉制御系

非常用炉心冷却系 

原子炉補機冷却系等 

タービン・発電機系等 所内電気設備系等 

空調換気系等 
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全
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備

 

補
助
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①
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通常運転時及び事故時の操作性を考慮し，重要度の高い非常用炉心冷却系等は系統

区分に従ったグループにまとめて配置している。 

盤面器具配列を図 2－2に示す。 

図 2－2 盤面器具配列 

盤面器具の配列は可能な限り，以下の方針に従って配列している。 

・警報，状態表示灯は，中央制御室の監視・操作エリアから監視できるよう配置し

ている。操作頻度の高い操作器及び緊急時に操作を必要とする操作器は，容易に

手の届く範囲に配置している。

・操作に関連する指示計，記録計及び表示装置は，操作を行う位置から監視できる

よう配置している。

制御盤の盤面器具配列を図 2－3に示す。 

図 2－3 制御盤の盤面器具配列 

区分Ⅰ：A－残留熱除去系，低圧炉心スプレイ系等 

区分Ⅱ：B，C－残留熱除去系等 

区分Ⅲ：高圧炉心スプレイ系等 

区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ 

警報・状態 

表示灯 

指示計 

記録計 

表示装置 

操作器 

制御器 

操作器 
約 900mm 

約 1000mm 

約 2400mm 

約 500mm 
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・指示計，記録計，表示装置，操作器及び制御器は，系統区分に従ったグループ

にまとめられている。

・運転操作の複雑な箇所，緊急性を要する箇所については，誤操作防止の観点から

ミミック化（プロセスの流れに沿って機器の機能的な関係を系統線図で表したも

の）を実施している。 

系統区分による配置例を図 2－4に，系統ミミック配置例を図 2－5に示す。 

 

・多重化された指示計及び操作器は向かって左又は上から A，B，Cの順に配列して

いる。

指示計及び操作器の配置例を図 2－6に示す。 

図 2－6 指示計及び操作器の配置例 

原子炉水位等の重要な指示計，記録計については，識別表示を行い，容易に識別可

能な設計とする。 

指示計・記録計の識別表示例を図 2－7に示す。 

図 2－4 系統区分による配置例 

低圧炉心スプレイ系 残留熱除去系 

図 2－5 系統ミミック配置例 

系統の流れは 

矢印により表示 

(A) (B)  (C)

(A) (B)   (C) 

(A) 

(B)
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図 2－7 指示計・記録計の識別表示例 

警報の重要度・緊急度を色分け等による識別をすることで，確実かつ容易に識別・

判断できる設計とする。特に，事故時のように短時間に多数の警報発報がある場合で

も，重要度の高い警報は赤色に色分けするとともに二重枠とすることで，運転員が瞬

時にプラント及び系統の状態を把握可能な設計とする。 

警報表示灯の識別例を図 2－8に示す。 

図 2－8 警報表示灯の識別例 

運転員に通常運転時や異常発生時の原子炉施設のプラント情報を提供するため，デ

ィスプレイを設置している。ディスプレイにより，系統の状態やパラメータの指示及

びトレンドを監視できる設計とする。 

ディスプレイの配列を図 2－9に示す。 

指示計，記録計のコーディング（色分け） 

a.事故時監視計器：赤

b.一般監視計器 ：色無

警報表示灯（重要警報） 警報表示灯（一般） 

赤 色：プラントトリップ等に関する警報（スクラム，タービントリップ等） 

乳白色：上記以外の警報 
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図 2－9 ディスプレイの配列 

 

中央制御室の操作器は，基本的にはハードスイッチで構成されているが，一部の操

作はソフトスイッチを適用し，運転員が容易に操作可能なよう操作器を配置している。  

系統の状態監視例 

パラメータのトレンド表示例 

 

 

  

 

 

 

 

：ディスプレイ 
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(2) 操作性

運転員の負荷軽減化あるいは誤操作防止対策として，盤面器具に視覚的要素での識別

を行っている。 

a. ソフトスイッチ

ソフトスイッチを使用した基本的な操作は，画面横に設置されたキースイッチで機

器モードを選択し，画面上で操作を行う。ソフトスイッチの操作については，以下の

項目を考慮した設計としている。 

・タッチ領域は枠を表示することにより，その領域がタッチ領域であることを区別し

て表示する。

・タッチ領域には，大きさ及び間隔を確保する。

・運転員にタッチしている場所を画面上にマーキング表示することで認識させ，指を

タッチ対象に移動し，タッチオフで受け付ける方式とする（タッチ操作の命中率を

向上させる設計とする）。 

なお，設定値変更時は，キースイッチを“OP”位置から“TEST－CAL”位置にする

必要があり，キーの引き抜きは“OP”位置でのみ可能としている。 

ソフトスイッチを使用した操作例を図 2－10に示す。

図 2－10 ソフトスイッチを使用した操作例 

①機器モード選択（キースイッチ） ③平均出力領域計装監視画面

②メニュー選択画面
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b. ハードスイッチ 

操作器は，大きさ，形状等，操作性を考慮して選定し，操作器の色，形状，操作方

法は一貫性を持ち，用途に応じて統一性を持たせた設計とする。また，安全上の重要

な操作器は他の操作器と識別可能な設計とする。 

その他に，不安全な操作や運転員の意図しない操作を防止するよう，保護カバーの

設置，キー付きスイッチの設置，押釦スイッチを設置している。 

操作器の例を図 2－11に，操作器の識別例を図 2－12に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－11 操作器の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－12 操作器の識別例 

  

＜ハンドル色＞ 

赤色：工学的安全施設  

黒色：工学的安全施設以外 
 

時計回り方向  ：起動・開弁 
 
反時計回り方向 ：停止・閉弁 
 
引き抜き方向   ：ロック 

操作器の操作方法 

【ステッキ形】 

(ポンプ等） 
【ステッキ形】 

(ポンプ等） 

【楕円形】 

(電動弁等） 
【楕円形】 

(電動弁等） 

【菊丸形】 

(電磁弁等） 

保護カバー キー付きスイッチ 押釦スイッチ 

（選択＋押し込み） 
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2.2 中央制御室以外の誤操作防止対策 

発電用原子炉の運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時における中央制御室以外

の場所における運転員等の誤操作を防止するため，発電用原子炉施設の安全上重要な機能

を損なうおそれのある機器の盤及び手動弁の施錠管理，人身安全・プラント外部の環境に

影響を与えるおそれのある手動弁の施錠管理，現場盤及び計装ラックの識別管理，配管の

色分けによる識別管理を行う設計とする。 

また，この対策により現場操作の容易性も確保する。 

(1) 施錠管理

誤操作によりプラントの安全上重要な機能に支障をきたす可能性のある機器や弁等に

対して施錠管理を行う。 

上記設備は，施錠を解除しないと操作できないようにすることで，誤操作防止を図

る。 

現場機器の施錠管理例を図 2－13に示す。 

図 2－13 現場機器の施錠管理例 

(2) 識別管理

入域時に号機の取り違えによる誤操作を防止するため，号機番号等の掲示により識別

管理を実施している。 

また，１，２号機を区別するため，２号機の制御盤の盤番号には“２－”を付けるよ

う定めている。 

号機の識別例を図 2－14に，制御盤の識別例を図 2－15に示す。 

チェーンによる施錠

操作器の施錠 

現場盤の施錠 
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誤操作により，プラントの安全上重要な機能に支障をきたす可能性のある盤，計装ラ

ック及び弁等について，銘板取付けや色分けにより識別を行っている。 

現場機器の識別管理例を図 2－16に示す。 

現場操作時はこれら銘板と使用する手順書・操作タグに記載されている機器名称・機

器番号を照合し，操作対象であることを確認してから操作を行うことで，誤操作防止を

図る。 

 

図 2－16 現場機器の識別管理例 

(3) 操作補助掲示

開度調整時の補助（目安）として，試運転時の実績等を使用手順書，操作タグ，現場

表示銘板へ記載することにより，弁操作時における開度調整の視認性を向上させる。 

なお，開度調整が必要な弁（流量，圧力，温度調整弁）については，開度調整後に関

連するパラメータ（流量，圧力，温度）確認を行い，その弁が適切な開度に調整されて

図 2－14 号機の識別例 図 2－15 制御盤の識別例 

“２－”を付番 

黄色 

銀色 

盤 計装ラック 

黄色：原子炉保護系，工学的安全施設等 

銀色：上記以外 

弁 

弁の銘板（上）とぶら下がり銘板（下）の確認に

より誤操作を防止 

計器弁 

赤色：差圧計の高圧側 

青色：テスト弁 

配管 

赤色：主蒸気系配管 

水色：給水系配管 等 
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いることを確認する。 

弁開度表示例を図 2－17に示す。 

図 2－17 弁開度表示例 

(4) 工具・可搬型照明の配備

現場機器及びこれらのアクセスルートには，非常用電源から給電される照明を設置し

ている。また，中央制御室には可搬型照明を配備しており，必要に応じてこれらを使用

できるようにしている。 

現場操作の頻度が多い各種弁の操作について，各種弁の仕様や構造に応じた適正な工

具を中央制御室近傍及び現場に配備するとともに，操作台を配備し，現場での弁開閉操

作を容易に行えるようにしている。 

弁操作工具の保管場所を図 2－18 に，現場操作用工具類例を図 2－19 に，可搬型照明

例を図 2－20に示す。 

図 2－18 弁操作工具の保管場所 

図 2－19 現場操作用工具類例 

弁操作工具 操作台 

：保管場所 

：アクセスルート 
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図 2－20 可搬型照明例 

(5) 現場機器付番への配慮

現場機器に付番をする際には，系統内の流体の流れや機器の配置等を考慮して規則性

を持たせた付番を行うことで，操作対象機器の把握等を容易にしている。 

例：同一系統内において，その系統の流れ方向に従い，上流から下流に向かって付番 

同一機器が並列に配置される場合は北から南，もしくは東から西に向かって付番 

(6) 機器配置への配慮

系統の水張りや水抜きに使用するベント弁，ドレン弁は，排出先のファンネルへの排

出状況を見ながら操作が可能な位置に配置する。 

現場弁やファンネルの配置例を図 2－21に示す。 

図 2－21 現場弁やファンネルの配置例 

ファンネル

主配管 

ドレン弁 ベント弁 
主配管 

ベント弁 

ドレン弁 

ファンネル

排水状況を監

視しながら操

作が可能な位

置に配置 

懐中電灯 ヘッドライトLEDライト 

（ランタンタイプ）
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2.3 その他の誤操作防止対策 

(1) 制御盤の保守点検 

対象盤の銘板，対象操作器の機器名称・機器番号が記載された銘板により識別できる

ようにする。 

制御盤の銘板管理例を図 2－22に示す。 

 

 

 

 

 

 

図 2－22 制御盤の銘板管理例 

 

(2) 操作禁止タグによる識別 

点検，補修等の対象設備及び関連する設備について，操作を禁止するものには「操作

禁止タグ」を取り付け，誤操作を防止している。 

操作禁止タグ例を図 2－23に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－23 操作禁止タグ例 

 

a. 『操作禁止タグ』の運用について 

中央制御室又は現場において安全処置を実施する場合は，操作禁止タグと対象

機器を照合し，停電隔離操作を行った後操作禁止タグを取り付ける。 

中央制御室におけるタグ運用を図 2－24に，現場におけるタグ運用を図 2－25

に示す。 

  

白色：一般作業用 

青色：第一種機器供用期間中検査（漏えい）用 

黄色：原子炉格納容器漏えい率検査用  

安全区分を表示 
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図 2－24 中央制御室におけるタグ運用 

図 2－25 現場におけるタグ運用 

(3) 定期事業者検査時の識別

定期事業者検査中において，中央制御室では各系統の状態を表示し，系統の「運転

中」，「停止中」，「作業中」等を識別している。 

系統状態の識別例を図 2－26に示す。 

図 2－26 系統状態の識別例 

系統名称 

系統状態 
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(4) 運転中試験時の誤操作防止 

プラント運転中の非常用炉心冷却系等の設備の定期試験では，中央制御室・現場の試

験対象設備周辺に運転員を配置し，試験中は中央制御室と現場で適宜連絡・確認を取り

合いながら手順に従い試験を進めることで，誤操作防止を図っている。 

定期試験例を図 2－27に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－27 定期試験例 
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3.中央制御室から外の状況を把握する設備

3.1 中央制御室から外の状況を把握する設備の概要

以下の設備等を用いることで，中央制御室内にて発電用原子炉施設の外の状況の把握が

可能な設計とする。概略を図 3－1に，配置を図 3－2に示す。 

(1) 監視カメラ

発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等（風（台風），竜巻，降水，

積雪，落雷，地滑り・土石流，火山の影響，生物学的事象，森林火災，近隣工場等の火

災，船舶の衝突，地震及び津波）及び発電所構内の状況を，２号機排気筒，３号機北側

防波壁上部（東）及び３号機北側防波壁上部（西）に設置する津波監視カメラ並びに２

号機原子炉建物屋上，３号機原子炉建物屋上，通信用無線鉄塔，固体廃棄物貯蔵所Ｃ棟

屋上，一矢谷及びガスタービン発電機建物屋上に設置する構内監視カメラの映像により，

昼夜にわたり監視できる設計とする。 

(2) 取水槽水位計

津波の来襲及び津波挙動の把握が可能な設計とする。

(3) 気象観測設備

発電所構内に設置している気象観測設備により，風向・風速等の気象状況を常時監視

できる設計とする。 

また，周辺モニタリング設備により，発電所周辺監視区域境界付近の外部放射線量率

を把握できる設計とする。 

(4) 公的機関等の情報を入手するための設備

公的機関からの地震，津波，竜巻情報等を入手するために，中央制御室に電話，FAX等

を設置している。また，社内ネットワークに接続されたパソコンを使用することで，雷・

降雨予報，天気図等の公的機関からの情報を入手することが可能な設計とする。 
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図 3－1 中央制御室における外部状況把握のイメージ
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図 3－2 中央制御室から外の状況を把握する設備の配置図 

 

3.2 監視カメラについて 

監視カメラは，津波監視カメラ及び構内監視カメラにて構成する。 

津波監視カメラは，遠方からの津波の接近を適切に監視できる位置及び方向に設置する

とともに，敷地前面における津波の来襲状況を適切に監視できる位置及び方向に設置する。

また，津波監視カメラは基準津波の影響を受けることがない高所に３台（２号機排気筒，

３号機北側防波壁上部（東）及び３号機北側防波壁上部（西））設置するとともに，監視

に必要な要件を満足する仕様とする。 

表 3－1に津波監視カメラの概要を示す。 

また，構内監視カメラは，自然現象等の監視強化のため２号機原子炉建物屋上，３号機

原子炉建物屋上，通信用無線鉄塔，固体廃棄物貯蔵所Ｃ棟屋上，一矢谷及びガスタービン

発電機建物屋上に設置し，津波監視カメラの監視可能範囲を補足する。表 3－2 及び表 3

－3 に構内監視カメラの概要を示す。 

監視カメラは，取付け部材，周辺の建物，設備等で死角となるエリアをカバーすること

ができるように配慮して配置する。ただし，一部死角となるエリアがあるが，監視可能な

領域の監視により，発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等を十分把握

 

 

 

構内監視カメラ 

（３号機原子炉建物屋上） 

EL 約＋42.2m 

構内監視カメラ 

（２号機原子炉建物屋上） 

EL 約＋63.5m 

２号機 １号機 

３号機 

緊急時対策所 

津波監視カメラ 

（２号機排気筒） 

EL 約＋64.0m 

構内監視カメラ 

（ガスタービン発電機建物屋上） 

EL 約＋61.5m 

津波監視カメラ 

（３号機北側防波壁上部（西）） 

EL 約＋15.0m 

 

津波監視カメラ 

（３号機北側防波壁上部（東）） 

EL 約＋15.0m 
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可能である。監視カメラが監視可能な発電用原子炉施設及び周辺の構内範囲を図 3－3 に

示す。 

なお，可視光カメラによる監視が期待できない夜間の濃霧発生時や強雨時においては，

赤外線カメラによる監視機能についても期待できない状況となることが考えられる。その

場合は，監視カメラ以外で中央制御室にて監視可能なパラメータを監視することで，外部

状況の把握に努めつつ，気象等に関する公的機関からの情報も参考とし，原子炉施設に影

響を及ぼす可能性がある自然現象等を把握する。 

表 3－1 津波監視カメラの概要 

津波監視カメラ 

外観 

（イメージ）

カメラ構成 可視光と赤外線のデュアルカメラ 

ズーム 赤外線カメラ：デジタルズーム 2倍以上 

遠隔可動 水平可動：360°，垂直可動：±90° 

暗視機能 可能（赤外線カメラ） 

耐震設計 Ｓクラス 

供給電源 
非常用電源（無停電交流電源） 

代替交流電源設備 

風荷重 風速（30m/s）による荷重を考慮 

積雪荷重 積雪（100cm）による荷重を考慮 

台数 

２号機排気筒 １台 

３号機北側防波壁上部（東） １台 

３号機北側防波壁上部（西） １台 
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表 3－2 構内監視カメラの概要 

構内監視カメラ 

外観 

（イメージ）

カメラ構成 可視光と赤外線のデュアルカメラ 

ズーム 
可視光カメラ：2倍以上 

赤外線カメラ：デジタルズーム 2倍以上 

遠隔可動 水平可動：360°，垂直可動：±90° 

暗視機能 可能（赤外線カメラ） 

耐震設計 Ｃクラス 

供給電源 非常用電源 

台数 

通信用無線鉄塔  １台 

２号機原子炉建物屋上  １台 

３号機原子炉建物屋上  １台 

固体廃棄物貯蔵所Ｃ棟屋上 １台 

一矢谷 １台 
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表 3－3 構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）の概要 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

外観 

（イメージ）

カメラ構成 可視光と赤外線のデュアルカメラ 

ズーム 
可視光カメラ：2 倍以上 

赤外線カメラ：デジタルズーム 2 倍以上 

遠隔可動 水平可動：360°，垂直可動：±90° 

暗視機能 可能（赤外線カメラ） 

耐震設計 Ｃクラス（Ｓｓ機能維持） 

供給電源 
非常用電源（無停電交流電源） 

代替交流電源設備 

風荷重 風速（30m/s）による荷重を考慮 

積雪荷重 積雪（100cm）による荷重を考慮 

台数 ガスタービン発電機建物屋上 １台 
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図 3－3 監視カメラの監視可能な範囲 

サイトバンカ建物

消火タンク

固体廃棄物貯蔵所(Ａ棟)

66kV鹿島支線No.2-1鉄塔

固体廃棄物貯蔵所(B棟)

44ｍ盤

消火ポンプ

44ｍ盤

消火タンク

220kV第二島根原子力幹線

No.1鉄塔

サイトバンカ建物

消火ポンプ

土石流危険区域⑦

土石流危険区域⑥

土石流危険区域⑤

土石流危険区域④土石流危険区域③土石流危険区域②土石流危険区域①

凡例

：土石流危険区域（国土交通省国土政策局発行）

：カメラ監視不可範囲

：津波監視カメラ設置場所

：構内監視カメラ設置場所

：構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）設置場所

気象観測設備

第2-66kV開閉所

ガスタービン発電機建物

一矢谷

固体廃棄物貯蔵所（Ｃ棟）
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3.3 監視カメラ映像サンプル 

中央制御室において，監視カメラにより監視できる映像のサンプルを図 3－4，図 3－5

及び図 3－6に示す。また，監視カメラの撮影方向を図 3－7に示す 

図 3－4 中央制御室からの外部の状況把握イメージ 

（津波監視カメラの映像サンプル）（１／２） 
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図 3－4 中央制御室からの外部の状況把握イメージ 

（津波監視カメラの映像サンプル）（２／２） 
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図 3－5 中央制御室からの外部の状況把握イメージ 

（構内監視カメラの映像サンプル）（１／２） 
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図 3－5 中央制御室からの外部の状況把握イメージ 

（構内監視カメラの映像サンプル）（２／２） 
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（例）構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）にて 

輪谷貯水槽（西 1／西 2）の南側方向 

（例）構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）にて 

輪谷貯水槽（西 1／西 2）の北側方向 

図 3－6 中央制御室からの外部の状況把握イメージ 

(構内監視カメラ(ガスタービン発電機建物屋上)の映像サンプル) 
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図 3－7 監視カメラの撮影方向 
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3.4 監視カメラにより把握可能な自然現象等 

地震，津波並びに設置許可基準規則の解釈第 6条に記載されている「想定される自然現

象」及び「発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって

人為によるもの（故意によるものを除く。）」のうち，監視カメラにより把握可能な自然現

象等を表 3－4に示す。 

表 3－4 監視カメラにより中央制御室で把握可能な自然現象等 

自然現象等 
監視カメラにより把握できる 

発電用原子炉施設の外の状況 

（参考）監視カメラ以外の設備等

による把握手段 

地震 
地震発生後の発電所構内及び原子炉施設

への影響の有無 
公的機関（地震速報） 

津波 
津波来襲の状況や発電所構内及び原子炉

施設への影響の有無 

取水槽水位計 

公的機関（津波警報・注意報） 

風（台風） 風（台風）・竜巻（飛来物含む）による発電

所及び原子炉施設への被害状況や設備周

辺における影響の有無 

気象観測設備（風向，風速） 

公的機関（台風，竜巻注意報） 竜巻 

降水 
発電所構内の排水状況や原子炉施設への

影響の有無 

気象観測設備（降水量） 

公的機関（大雨警報） 

積雪 
積雪の有無や発電所構内及び屋外施設へ

の積雪状況 

気象観測設備（降水量） 

公的機関（大雪警報） 

落雷 
発電所構内及び原子炉施設周辺の落雷の

有無 
公的機関（雷注意報） 

地滑り・ 

土石流 

豪雨や地下水の浸透に伴う地滑り及び土

石流の有無や原子炉施設への影響の有無 
目視確認*1 

火山 降下火砕物の有無や堆積状況 公的機関（噴火警報） 

生物学的 

事象 

海生生物（クラゲ等）の襲来による原子炉

施設への影響 
取水槽水位計*2 

外部火災*3 
火災状況，ばい煙の方向確認や発電所構内

及び原子炉施設への影響 
目視確認*1 

船舶の衝突 
発電所港湾施設等に衝突した船舶の状況

確認及び原子炉施設への影響の有無 
目視確認*1 

*1: 建物外での状況確認

*2: 取水口が閉塞した場合，取水槽水位が下がるため把握可能

*3: 外部火災は「森林火災」及び「近隣工場等の火災」を含む。
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3.5 中央制御室にて把握可能なパラメータ 

監視カメラ以外に中央制御室内にて状況把握が可能なパラメータを表 3－5に示す。 

表 3－5 監視カメラ以外で中央制御室にて監視可能なパラメータ 

パラメータ 測定レンジ 測定レンジの考え方 

気温 －10～40℃ 
設計基準温度（低外気温）である－

8.7℃が把握できる設計としている。 

雨量 0～80 ㎜ 
設計基準降水量である 77.9 ㎜（１時

間値）を把握できる設計としている。 

風向 

（EL28.5m,EL65m，EL130m） 

全方位 

（0～540°） 

台風等の影響の接近と離散を把握で

きる設計としている。 

風速 

（EL28.5m,EL65m，EL130m） 

0～60m/s(EL28.5m) 

（10分間平均値） 

0～30m/s 

(EL65m,EL130m) 

（10分間平均値） 

設計基準風速である 30m/s（10 分間

平均値）を把握できるものとする。 

日射量 0～1.429kW/m2 大気安定度を識別できる設計とす

る。 放射収支量 －0.257～0.1kW/m2 

取水槽水位 EL－9.3～10.7m 

基準津波による津波高さ（下降側）で

ある EL－6.5mを把握可能な設計とし

ている。なお，設計基準を超える津波

による原子炉施設への影響を把握す

るための設備としては監視カメラを

用いる設計とする。 

空間線量率 

（モニタリングポス

ト No.1～6）

低レンジ 10～105nGy/h 
「発電用軽水型原子炉施設における

事故時の放射線計測に関する審査指

針」に定める測定上限値（108nGy/h）

を満足する設計とする。 
高レンジ 10～108nGy/h 
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4 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計について 

4.1 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の設備概要 

外気から中央制御室への空気の取り込みを停止した場合に，酸素濃度及び二酸化炭素濃

度が事故対策のための活動に支障がない範囲にあることを正確に把握するため，中央制御

室に酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を配備する。酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の概

要を表 4－1に示す。 

表 4－1 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の概要 

機器名称及び外観 仕様等 

酸素濃度計 検知原理 ガルバニ式 

検知範囲 0.0～25.0vol％ 

表示精度 ±0.5vol％ 

電源 

電源：乾電池（単三×２本） 

測定可能時間：約 15,000 時間 

（乾電池切れの場合，乾電池交換を実施する。） 

個数 
１個（故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として予備１個を保有する。） 

二酸化炭素濃度計 検知原理 ＮＤＩＲ（非分散型赤外線） 

検知範囲 0～10,000ppm 

表示精度 ±500ppm 

電源 

電源：乾電池（単四×２本） 

測定可能時間：約７時間 

（乾電池切れの場合，乾電池交換を実施する。） 

個数 
１個（故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として予備１個を保有する。） 
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4.2 酸素濃度及び二酸化炭素濃度の管理 

中央制御室における酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計による室内酸素濃度及び二酸化

炭素濃度管理は，労働安全衛生法及び JEAC4622-2009「原子力発電所中央制御室運転員の

事故時被ばくに関する規程」に基づき，酸素濃度が 18％を下回るおそれがある場合，又

は二酸化炭素濃度が 0.5％を上回るおそれがある場合に，外気をフィルタにて浄化しなが

ら取り入れる運用としている。 

なお，法令要求等における酸素濃度及び二酸化炭素濃度の基準値は以下のとおりである。 

酸素濃度の人体への影響についてを表 4－2に，二酸化炭素濃度の人体への影響を表 4

－3 に示す。 

(1) 酸素濃度

酸素欠乏症等防止規則 （一部抜粋） 

（定義） 

第二条 この省令において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

一 酸素欠乏空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満である状態をいう。 

（換気） 

第五条 事業者は，酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は，当該作業を行う

場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上（第二種酸素欠乏危険作

業に係る場所にあっては，空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上，か

つ，硫化水素の濃度を百万分の十以下）に保つように換気しなければならな

い。ただし，爆発，酸化等を防止するため換気することができない場合又は

作業の性質上換気することが著しく困難な場合は，この限りでない。 

表 4－2 酸素濃度の人体への影響について 

（［出典］厚生労働省ホームページ抜粋） 

酸素濃度 症状等 

21％ 通常の空気状態 

18％ 安全限界だが連続換気が必要 

16％ 頭痛，吐き気 

12％ 目まい，筋力低下 

8％ 失神昏倒，7～8分以内に死亡 

6％ 瞬時に昏倒，呼吸停止，死亡 
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(2)二酸化炭素濃度

JEAC4622-2009「原子力発電所中央制御室運転員の事故時被ばくに関する規程」 

（一部抜粋） 

【付属書解説 2.5.2】事故時の外気の取り込み 

中央制御室換気空調設備の隔離が長期に亘る場合には，中央制御室内の CO2濃度の上

昇による運転員の操作環境の劣化防止のために外気を取り込む場合がある。 

(1) 許容 CO2濃度

事務所衛生基準規則（昭和 47 年労働省令第 43 号，最終改正平成 16 年 3 月 30 日

厚生労働省令第 70号）により，事務室内の CO2濃度は 100万分の 5000（0.5％）以下

と定められており，中央制御室の CO2濃度もこれに準拠する。 

したがって，中央制御室居住性の評価にあたっては，上記濃度（0.5％）を許容濃

度とする。 

表 4－3 二酸化炭素濃度の人体への影響について 

（[出典]消防庁 二酸化炭素設備の安全対策について（通知）平成 8年 9月 20日） 

二酸化炭素濃度 症状等 

<2％ はっきりした影響は認められない 

2％～3％ 呼吸深度の増加，呼吸数の増加 

3～4％ 頭痛，めまい，悪心，知覚低下 

4～6％ 上記症状，過呼吸による不快感 

6～10％ 
意識レベルの低下，その後意識喪失へ進む，ふるえ，け

いれんなどの付随運動を伴うこともある 

10％< 意識喪失，その後短時間で生命の危険あり 
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1. 重大事故等時の中央制御室の機能について 

島根原子力発電所第２号機では，重大事故等時の中央制御室における監視操作設備として，

重大事故等対処設備として兼用する設計基準事故対処設備（以下，「DB兼 SA設備」とする。）

の制御盤と新たに設置する重大事故等対処設備（以下，「SA設備」とする）の制御盤（以下，

「SA用制御盤」とする。）を用いる設計とする。 

また，中央制御室の制御盤に係る設計基準事故対処設備としての要求事項及び設計方針に

準じて，誤操作防止，電源の確保，試験・検査，信頼性及び環境条件等を考慮した設計とす

ることで，重大事故等を収束するために中央制御室で必要な監視及び操作が可能な設計とす

る。 

本資料では，重大事故等時に運転員が中央制御室にて監視及び操作するための各設備の機

能及び設計等について説明する。 

 

1.1 重大事故等時の監視操作設備 

1.1.1 設計方針 

重大事故等時においては，原則として中央制御室における監視及び操作が可能な設

計とする。 

中央制御室の制御盤のうち，DB 兼 SA 設備の制御盤である中央監視操作盤及びその

他制御盤は，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時においても

使用しており，重大事故等時においても引き続き使用する。SA設備の制御盤である重

大事故操作盤及び重大事故監視盤は，通常運転時，異常な過渡変化時及び設計基準事

故時においては使用せず，重大事故等時においてのみ使用する。ただし，重大事故等

発生時において，発生初期の監視操作を速やかに実施する観点から，通常運転時より

起動しておく設計とする。 

重大事故操作盤には，デジタル制御装置を適用し，耐震性を有した VDU＊を使用した

タッチオペレーション方式による監視及び操作が可能な設計とする。 

また，重大事故等のうち全交流動力電源喪失（以下，SBO という）を考慮し，SA 用

制御盤への給電は直流電源とすることで SBO 時においても重大事故操作盤にて必要な

監視及び操作を中央制御室で継続可能な設計とする。 

 

注記＊：ビジュアルディスプレイユニット（Visual Display Unit） 

 

1.1.2 構成と機能分担 

1.1.2.1 構成 

中央監視操作盤及びその他制御盤は，DB兼 SA設備のパラメータ及び補機類をハ

ードウェア器具により監視及び操作が可能な設計とする。  

重大事故操作盤は，原則として，重大事故等時に対処するために監視することが

必要なパラメータ及び補機類（ただし，中央監視操作盤で監視するパラメータ及び

操作する補機を除く）を VDUにより監視及び操作が可能な設計とし，VDUは重大事

故操作盤に 2台設置する。重大事故制御盤はデジタル制御装置により構成し，重大
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事故変換器盤等を経由した SA 設備のパラメータ，プロセス計装盤を経由しアイソ

レータにより電気的に分離された DB 兼 SA 設備のパラメータ等を入力し，重大事

故等時の監視及び操作に必要な処理を行う。 

重大事故監視盤は，重大事故等時に対処するために監視することが必要な SA 設

備のパラメータをハードウェア器具により監視が可能な設計とする。 

重大事故等時における中央制御室の監視操作設備の構成概略を図 1－1に示す。 

1.1.2.2 機能分担 

重大事故等時における中央監視操作盤，その他制御盤，重大事故操作盤及び重大

事故監視盤の機能分担について，(1)パラメータ監視及び(2)補機操作の 2つの観点

で述べる。 

(1) パラメータ監視

中央監視操作盤及びその他制御盤では，DB 兼 SA 設備のパラメータを監視

可能な設計とする。 

重大事故操作盤では，重大事故等時に対処するために監視することが必要

な DB 兼 SA 設備のパラメータ及び SA 設備のパラメータの双方を監視可能な

設計とする。 

重大事故監視盤では，重大事故等時に対処するために監視することが必要

な SA設備のパラメータを監視可能な設計とする。 

なお，重大事故等時に対処するために必要な情報は，安全パラメータ表示

システム（ＳＰＤＳ）でも監視可能とする。

(2) 補機操作

中央監視操作盤及びその他制御盤では，DB 兼 SA 設備の補機操作が可能な

設計とする。 

重大事故操作盤では，SA設備の補機操作および DB兼 SA設備の補機操作が

可能な設計とする。 

上記を踏まえ，重大事故等時における中央制御室の監視操作設備の機能分

担を表 1－1に整理する。 
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図 1－1 重大事故等時における中央制御室の監視操作設備の構成概略 

表 1－1 重大事故等時における中央制御室の監視操作設備の機能分担 

盤名称 監視 操作 

中央監視

操作盤 

DB兼SA設備のパラメータ 

【例】 ・残留熱除去ポンプ出口流量 

・低圧炉心スプレイポンプ出

口圧力

DB兼SA設備の補機 

（ハードウェア操作器）

【例】 ・残留熱除去ポンプ 

・主蒸気系逃がし安全弁

その他制

御盤 

DB兼SA設備のパラメータ 

【例】 ・出力領域計装 

DB兼SA設備の補機 

（ハードウェア操作器）

【例】 ・非常用ガス処理系排風機 

重大事故

操作盤 

DB兼SA設備及びSA設備のパラメータ 

【例】 ・残留熱除去ポンプ出口圧力 

・高圧原子炉代替注水流量

DB兼SA設備及びSA設備の補機 

（タッチオペレーション）

【例】 ・残留熱除去系注水弁 

・高圧原子炉代替注水弁

重大事故

監視盤 

SA設備のパラメータ 

【例】 ・燃料プールエリア放射線 

モニタ（高レンジ）（ＳＡ）

― 

1.1.3 設計上の考慮事項 

中央監視操作盤，その他制御盤，重大事故操作盤及び重大事故監視盤については，

次の各条件を考慮した設計とする。その他に考慮した事項については，「2. 重大事

重大事故監視盤 その他制御盤 

プロセス 

計装盤 

現場 

中央制御室 

DB兼 SA補機 DB兼 SA計器 DB兼 SA補機

凡例） 

白色：DB 兼 SA 設備 

灰色：SA 設備 

SA計器

補助盤室 

切替盤 

SA計器 SA補機

中央監視操作盤

アイソ

レータ

アイソ

レータ

重大事故 

変換器盤 

重大事故 

制御盤 

VDU1 VDU2 

重大事故操作盤 
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故等時の監視操作設備に係る設計上の考慮事項の補足について」に示す。 

(1) 誤操作防止に対する考慮

中央監視操作盤，その他制御盤，重大事故操作盤及び重大事故監視盤は，誤操作防

止を考慮した設計とする。 

特に，重大事故操作盤においては，タッチオペレーションを行ううえでの人間工学

的観点を考慮し運転員の誤操作を防止する設計とする。タッチオペレーションに対す

る誤操作防止の詳細については，「1.2 誤操作防止」で述べる。 

(2) 電源に関する考慮

中央監視操作盤，その他制御盤，重大事故操作盤及び重大事故監視盤は，常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備の交流電源及び常設直流電源設備，常設代

替直流電源設備又は可搬型直流電源設備の直流電源から給電され，重大事故等時にお

いても機能を喪失しない設計とする。 

重大事故等時に常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電に失

敗しSBOが継続した場合には，負荷低減のため不要な直流負荷を切離し，常設直流電

源設備及び常設代替直流電源設備から給電することにより，中央制御室で必要な監視

及び操作を継続可能な設計とする。常設直流電源設備又は常設代替直流電源設備の蓄

電池の枯渇により直流設備への給電ができない場合は，可搬型直流電源設備から給電

する。 

また，重大事故操作盤及び重大事故監視盤は重大事故等時にのみ使用するが，重大

事故等が発生した初期において運転員による監視及び操作を速やかに実施する観点か

ら，常時起動とし通常運転時から給電する設計とする。 

設計基準事故及び重大事故等の各運転状態で使用する設備については，「2.1 各運

転状態で使用する中央制御室の監視操作設備」に示す。常時起動とする設計について

は，「2.2 常時起動とする設計について」に示す。 

(3) 試験及び検査に関する考慮

中央監視操作盤，その他制御盤，重大事故操作盤及び重大事故監視盤は，各盤で監

視又は操作を行う器具及び機器等の試験及び検査が行える設計とする。 

(4) 信頼性に関する考慮

中央監視操作盤，その他制御盤，重大事故操作盤及び重大事故監視盤は，高い信頼

性を有する設計とする。なお，更なる信頼性向上に資する自主対策として，重大事故

操作盤には，ソフトウェアの機能喪失時にハードウェア器具により補機操作回路に信

号を入力可能な設計を採用するとともに，必要な手順を整備することとする。詳細な

手順は「1.2.5 ソフトウェア故障の考慮について」に示す。 

また，自己診断機能によりデジタル制御装置やネットワークの異常を検知可能な設

計とする。 
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(5) 環境条件に関する考慮

環境条件については，下記の各条件を考慮した設計とする。

a. 耐震性に対する考慮

添付書類 Ⅵ-2-6-7-2「計測装置の盤の耐震性についての計算書」による。

b. 耐サージ性に対する考慮

添付書類 Ⅵ-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下にお

ける健全性に関する説明書」の「2.3 環境条件等 (3) 電磁的障害」による。 

c. 温度，湿度に対する考慮

添付書類 Ⅵ-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下にお

ける健全性に関する説明書」の「2.3 環境条件等 (1) 環境圧力，環境温度及び湿度

による影響，放射線による影響，屋外の天候による影響（凍結及び降水）並びに荷

重」による。 

d. 火災に対する考慮

添付書類 Ⅵ-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下にお

ける健全性に関する説明書」の「2.3 環境条件等 (4) 周辺機器等からの悪影響」に

よる。 

e. 放射線に対する考慮

添付書類 Ⅵ-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下にお

ける健全性に関する説明書」の「2.3 環境条件等 (1) 環境圧力，環境温度及び湿度

による影響，放射線による影響，屋外の天候による影響（凍結及び降水）並びに荷

重，(5) 設置場所における放射線の影響」による。 

1.1.4 その他の中央制御室設計について 

(1) 制御盤配置

・中央制御室の監視操作エリアは，すべての運転状態において運転員がそれぞれの運転

タスクを行えるよう区分等を考慮する。

・中央制御室の監視操作エリアは，運転員相互の視認性及び運転員間のコミュニケーシ

ョンを考慮して配置する。 

(2) 照明設備及び換気設備

中央制御室には，重大事故等が発生した場合においても運転員がとどまるために必

要な設備として照明設備及び換気設備を設置する。これらの設備については，重大事

故等が発生した場合においても，常設代替交流電源設備であるガスタービン発電機又

は可搬型代替交流電源設備からの給電を可能とする。 
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ガスタービン発電機の容量は，重大事故等対策の有効性評価で考慮している事象の

うち，最大負荷を要求される事象に対して，十分な容量を確保している。 

照明については，全交流動力電源喪失発生からガスタービン発電機による給電が開

始されるまでの間，直流非常灯に加え，満充電から4.5時間無充電で点灯するLEDライ

ト（三脚タイプ）を配備しており，ガスタービン発電機から給電を再開するまでの間

（事故発生後約70分以内）の照明は確保できる。 

ガスタービン発電機による給電が開始された後については，中央制御室内の非常用

照明にて照明は確保できる。 

・非常用照明 照度：700ルクス（ベンチ盤操作部エリア設計値）

300ルクス（鉛直にある計器面設計値） 

・直流非常灯 照度：20ルクス以上（「ＪＩＳ Ｚ９１２５（２００７）屋内作業

場の照度基準」において，通常の照明状態における人の顔を

識別できる照度 

中央制御室の全照明が消灯した場合には，ガスタービン発電機又は可搬型代替交流

電源設備から給電できるLEDライト（三脚タイプ）により必要な照度を確保する。仮に，

これらの照明が活用できない場合においても必要な照度を確保できるよう，ヘッドラ

イト等の資機材を中央制御室に配備する。

表1－2に中央制御室に配備しているLEDライト（三脚タイプ）及び資機材の概要を示

す。 

中央制御室の全照明が消灯した場合に使用するLEDライト（三脚タイプ）は，2個使

用する。個数はシミュレーション施設を用いて監視操作に必要な照度を確保できるこ

とを確認しているとともに，操作箇所に応じてLEDライト（三脚タイプ）の向きを変更

することにより，照度を確保できることを確認している。（図1－2 参照） 

LEDライト（三脚タイプ）の照度は，シミュレーション施設を用いて，中央制御室に

て制御盤から約6ｍの位置に設置した場合を想定した実測値として，中央制御室の全照

明が消灯した状態の制御盤にて，平均で20ルクス以上の照度を確認している。 

また，中央制御室待避室にて使用するLEDライト（ランタンタイプ）は，2個使用す

る。個数は，シミュレーションにて監視及び中央制御室空気供給系流量調節弁の操作

に必要な照度を確保できることを確認しているとともに，操作箇所に応じてLEDライト

（ランタンタイプ）を移動することにより，照度を確保できることを確認している。

（図1－3参照） 

LEDライト（ランタンタイプ）の照度は，シミュレーションにて，中央制御室待避室

の中央制御室空気供給系流量調節弁から約3mの位置に設置した場合を想定した実測値

として，室内照明全消灯状態にて，平均で20ルクス以上の照度を確認している。 

また，換気設備は，ガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備が起動するま

での間は起動しないが，居住性に係る被ばく評価においては，保守的に，全交流動力

電源喪失後，2時間後に起動することを条件として評価しており，必要な居住環境が確
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保されていることを確認している。(図1－4～図1－8参照) 

図 1－2 シミュレーション施設における LEDライト（三脚タイプ）確認状況 

図 1－3 シミュレーションにおける LEDライト（ランタンタイプ）確認状況 

中央制御室空気 
供給系流量調節弁 

約 3m 

撮影方向 

LED ライト（ランタンタイプ） 
（シミュレーション）

LEDライト（三脚タイプ） 

約 6ｍ 約 4ｍ 

撮影方向
約 4ｍ
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表 1－2 中央制御室に配備している LEDライト（三脚タイプ）及び資機材の概要 

機器名称及び外観 数量 仕様 

LEDライト（三脚タイプ） 

2 個 

（予備 1 個） 

電源：交流 100V＊ 

点灯可能時間：4.5 時間（蓄電

池） 

懐中電灯 

（写真はイメージ） 

11 個 

（予備 2 個） 

電源：乾電池（単三） 

点灯可能時間：約 11時間 

ヘッドライト

（写真はイメージ） 

11 個 

（予備 2 個） 

電源：乾電池 

（単四×3） 

点灯可能時間：約 20時間 

LEDライト 

（ランタンタイプ）

（写真はイメージ） 

12 個 

（予備 4 個） 

電源：乾電池（単一×4） 

点灯可能時間：約 7時間 

注記＊： 常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電可能 

58



9 

・通常時，中央制御室送風機により中央制御室の換気を行う。

図1－4 中央制御室空調換気系の概要図 （通常時） 

 

中 央 制 御 室他 

FC FC 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用 

再循環処理装置フィルタ 

給気 

排気 

中央制御室非常用 

再循環送風機 

中央制御室 

外気処理装置 

FC FC 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

中央制御室排風機 

中央制御室 

空気調和装置 

FO FO 

中央制御室 

待避室 

フィルタ 

フィルタ 

チャコール 

フィルタ 

粒子用高効率 

フィルタ 

：空気の流れ 

：弁全閉 

プラント 
パラメータ 
監視装置 

酸素 

濃度計 

二酸化炭素 

濃度計 

待避室差圧計 

中央制御室 

差圧計 
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・設計基準事故時等には外気との連絡口を遮断し，中央制御室送風機により，中央

制御室非常用再循環処理装置フィルタを通る系統隔離運転とし，運転員等を放射

線被ばくから防護する。

・また，外気との遮断が長期にわたり室内の環境が悪くなった場合には，外気を浄

化しながら取り入れる外気連続少量取入モードとすることが可能である。

図1－5 中央制御室空調換気系の概要図（系統隔離運転） 

図1－6 中央制御室空調換気系の概要図（外気連続少量取入モード） 

 

中 央 制 御 室他 

FC FC 

中央制御室送風機 

給気 

排気 

中央制御室 

外気処理装置 

FC FC 

中央制御室非常用 

再循環処理装置フィルタ 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

中央制御室非常用 

再循環送風機 

中央制御室排風機 

中央制御室 

空気調和装置 

FO FO 

中央制御室 

待避室 

フィルタ 

フィルタ 

チャコール 

フィルタ 

粒子用高効率 

フィルタ 

：空気の流れ 

：弁全閉 

プラント 
パラメータ 
監視装置 

酸素 

濃度計 

二酸化炭素 

濃度計 

：中央制御室 

バウンダリ 

待避室差圧計 

中央制御室 

差圧計 

 

FC FC 

中央制御室送風機 

給気 

排気 

中央制御室 

外気処理装置 

FC FC 

中央制御室非常用 

再循環処理装置フィルタ 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

中央制御室非常用 

再循環送風機 

中央制御室 

空気調和装置 

FO FO 

中央制御室 

待避室 

フィルタ 

フィルタ 

チャコール 

フィルタ 

粒子用高効率 

フィルタ 

：空気の流れ 

プラント 
パラメータ 
監視装置 

酸素 

濃度計 

二酸化炭素 

濃度計 

中 央 制 御 室他 
中央制御室排風機 

待避室差圧計 

中央制御室 

差圧計 
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・炉心の著しい損傷が発生した場合には，中央制御室非常用再循環処理装置フィル

タにより浄化した外気を，中央制御室バウンダリ内に給気し中央制御室バウンダ

リを正圧化することで，運転員を放射線被ばくから防護する。

図1－7 中央制御室空調換気系の概要図（加圧運転（プルーム通過前及びプルーム通過

後）） 

 

中 央 制 御 室他 

FC FC 

中央制御室送風機 

給気 

排気 

中央制御室 

外気処理装置 

FC FC 

中央制御室非常用 

再循環処理装置フィルタ 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

中央制御室非常用 

再循環送風機 

中央制御室排風機 

中央制御室 

空気調和装置 

FO FO 

中央制御室 

待避室 

フィルタ 

フィルタ 

チャコール 

フィルタ 

粒子用高効率 

フィルタ 

プラント 
パラメータ 
監視装置 

酸素 

濃度計 

二酸化炭素 

濃度計 

待避室差圧計 

中央制御室 

差圧計 
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・さらに，炉心の著しい損傷が発生した後の格納容器フィルタベント系を作動させ

る場合においては，中央制御室を中央制御室換気系の系統隔離運転により外気か

ら隔離し，中央制御室内への放射性物質の取り込みを低減するとともに，中央制

御室待避室を空気ボンベにより正圧化することで，放射性物質の中央制御室待避

室内への流入を防ぎ，中央制御室にとどまる運転員等の被ばくを低減させること

が可能である。

図1－8 中央制御室空調換気系の概要図（系統隔離運転（プルーム通過時）） 

【設備仕様】 

・中央制御室送風機

台数：１（予備１）

容量：120,000m3 /h/台

・中央制御室非常用再循環送風機

台数：１（予備１）

容量：32,000m3 /h/台

・中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）

本数：15（予備 35）

容量：約 50L/本

 

中 央 制 御 室他 

FC FC 

中央制御室送風機 

給気 

排気 

中央制御室 

外気処理装置 

FC FC 

中央制御室非常用 

再循環処理装置フィルタ 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

中央制御室非常用 

再循環送風機 

中央制御室排風機 

中央制御室 

空気調和装置 

FO FO 

中央制御室 

待避室 

フィルタ 

フィルタ 

チャコール 

フィルタ 

粒子用高効率 

フィルタ 

：弁全開 

：弁調整開 

：空気の流れ 

：弁全閉 

：中央制御室待避室 

正圧化バウンダリ 

プラント 
パラメータ 
監視装置 

酸素 

濃度計 

二酸化炭素 

濃度計 

：中央制御室 

バウンダリ 

待避室差圧計 
中央制御室 

差圧計 
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(3) 中央制御室の環境に影響を与える可能性のある事象に対する考慮

中央制御室の環境に影響を与える可能性のある事象として，想定される起因事象と

同時にもたらされる環境条件（地震，内部火災，内部溢水，外部電源喪失又は全交流

動力電源喪失並びに中央制御室外の火災等により発生した燃焼ガスやばい煙，有毒ガ

ス，降下火砕物及び凍結による操作雰囲気の悪化）を想定しても，誤操作することな

く容易に運転操作できる設計とするための対応については，補足説明資料「設計基準

事故時の中央制御室の機能」における「表 1-1 中央制御室に同時にもたらされる環

境条件への対応」及び「表 1-2 中央制御室以外に同時にもたらされる環境条件への

対応」に示す。 
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1.2 誤操作の防止 

1.2.1 誤操作防止に係る設計方針について 

(1) 監視・操作対象

重大事故等時の監視操作設備の監視対象パラメータを表1－3に，操作対象系統を表

1－4に示す。 
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表
1－

3 
重
大
事
故
等
時
の
監
視
操
作
設
備
の
監
視
対
象
パ
ラ
メ
ー
タ
（
1／

8）
 

分
類
 

N
o
. 

パ
ラ
メ
ー

タ
名

 
中

央
監

視
 

操
作

盤
 

そ
の

他
 

制
御

盤
 

重
大

事
故

 

操
作

盤
 

備
考
 

原
子
炉
圧

力
容
器

内
の

温
度

 
1
 

原
子
炉
圧

力
容
器

温
度
（

Ｓ
Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

2
 

原
子
炉
圧

力
 

－
 

－
 

○
 

3
 

原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

4
 

原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 
－

 
－

 
○

 

5
 

原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 
－

 
－

 
○

 

6
 

原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

7
 

残
留
熱
除

去
系
熱

交
換
器

入
口
温

度
 

－
 

－
 

○
 

原
子
炉
圧

力
容
器

内
の

圧
力

 
1
 

原
子
炉
圧

力
 

－
 

－
 

○
 

2
 

原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

3
 

原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 
－

 
－

 
○

 

4
 

原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 
－

 
－

 
○

 

5
 

原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

6
 

原
子
炉
圧

力
容
器

温
度
（

Ｓ
Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

原
子
炉
圧

力
容
器

内
の

水
位

 
1
 

原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 
－

 
－

 
○

 

2
 

原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 
－

 
－

 
○

 

3
 

原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

4
 

高
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
 

－
 

－
 

○
 

5
 

代
替
注
水

流
量
（

常
設
）

 
－

 
－

 
○

 

6
 

低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
 

－
 

－
 

○
 

7
 

低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
（
狭

帯
域
用

）
 

－
 

－
 

○
 

8
 

原
子
炉
隔

離
時
冷

却
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 
○

 
－

 
－
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表
1－

3 
重
大
事
故
等
時
の
監
視
操
作
設
備
の
監
視
対
象
パ
ラ
メ
ー
タ
（
2／

8）
 

分
類
 

N
o
. 

パ
ラ
メ
ー

タ
名

 
中

央
監

視
 

操
作

盤
 

そ
の

他
 

制
御

盤
 

重
大

事
故

 

操
作

盤
 

備
考
 

原
子
炉
圧

力
容
器

内
の

水
位

 
9
 

高
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 
○

 
－

 
－

 

1
0 

残
留
熱
除

去
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 
○

 
－

 
－

 

1
1 

低
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 
○

 
－

 
－

 

1
2 

残
留
熱
代

替
除
去

系
原
子

炉
注
水

流
量

 
－

 
－

 
○

 

1
3 

原
子
炉
圧

力
 

－
 

－
 

○
 

1
4 

原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

1
5 

サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ
ン

バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ

）
－

 
－

 
○

 

原
子
炉
圧

力
容
器

へ
の

注
水

量
 

1
 

高
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
 

－
 

－
 

○
 

2
 

原
子
炉
隔

離
時
冷

却
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 
○

 
－

 
－

 

3
 

高
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 
○

 
－

 
－

 

4
 

代
替
注
水

流
量
（

常
設
）

 
－

 
－

 
○

 

5
 

低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
 

－
 

－
 

○
 

6
 

低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
（
狭

帯
域
用

）
 

－
 

－
 

○
 

7
 

残
留
熱
除

去
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 
○

 
－

 
－

 

8
 

低
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 
○

 
－

 
－

 

9
 

残
留
熱
代

替
除
去

系
原
子

炉
注
水

流
量

 
－

 
－

 
○

 

1
0 

サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

プ
ー
ル

水
位
（

Ｓ
Ａ
）

－
 

－
 

○
 

1
1 

低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
槽

水
位

 
－

 
－

 
○

 

1
2 

原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 
－

 
－

 
○

 

1
3 

原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 
－

 
－

 
○

 

1
4 

原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○
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表
1－

3 
重
大
事
故
等
時
の
監
視
操
作
設
備
の
監
視
対
象
パ
ラ
メ
ー
タ
（
3／

8）
 

分
類
 

N
o
. 

パ
ラ
メ
ー

タ
名

 
中

央
監

視
 

操
作

盤
 

そ
の

他
 

制
御

盤
 

重
大

事
故

 

操
作

盤
 

備
考
 

原
子
炉
格

納
容
器

へ
の

注
水

量
 

1
 

代
替
注
水

流
量
（

常
設
）

 
－

 
－

 
○

 

2
 

格
納
容
器

代
替
ス

プ
レ
イ

流
量

 
－

 
－

 
○

 

3
 

ペ
デ
ス
タ

ル
代
替

注
水
流

量
 

－
 

－
 

○
 

4
 

ペ
デ
ス
タ

ル
代
替

注
水
流

量
（
狭

帯
域
用

）
 

－
 

－
 

○
 

5
 

残
留
熱
代

替
除
去

系
格
納

容
器
ス

プ
レ
イ

流
量

 
－

 
－

 
○

 

6
 

低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
槽

水
位

 
－

 
－

 
○

 

7
 

ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

8
 

サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ
ン

バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ

）
－

 
－

 
○

 

9
 

ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
水

位
 

－
 

－
 

○
 

1
0 

サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

プ
ー
ル

水
位
（

Ｓ
Ａ
）

－
 

－
 

○
 

1
1 

ペ
デ
ス
タ

ル
水
位

 
－

 
－

 
○

 

1
2 

残
留
熱
代

替
除
去

系
原
子

炉
注
水

流
量

 
－

 
－

 
○

 

1
3 

残
留
熱
代

替
除
去

ポ
ン
プ

出
口
圧

力
 

－
 

－
 

○
 

原
子
炉
格

納
容
器

内
の

温
度

 
1
 

ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
温

度
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

2
 

ペ
デ
ス
タ

ル
温
度

（
Ｓ
Ａ

）
 

－
 

－
 

○
 

3
 

ペ
デ
ス
タ

ル
水
温

度
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

4
 

サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ
ン

バ
温
度

（
Ｓ
Ａ

）
－

 
－

 
○

 

5
 

サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

プ
ー
ル

水
温
度

（
Ｓ
Ａ

）
－

 
－

 
○

 

6
 

ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

7
 

サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ
ン

バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ

）
－

 
－

 
○
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表
1－

3 
重
大
事
故
等
時
の
監
視
操
作
設
備
の
監
視
対
象
パ
ラ
メ
ー
タ
（
4／

8）
 

分
類
 

N
o
. 

パ
ラ
メ
ー

タ
名

 
中

央
監

視
 

操
作

盤
 

そ
の

他
 

制
御

盤
 

重
大

事
故

 

操
作

盤
 

備
考
 

原
子
炉
格

納
容
器

内
の

圧
力

 
1
 

ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 
 

2
 

サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ
ン

バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ

）
 

－
 

－
 

○
 

 

3
 

ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
温

度
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 
 

4
 

ペ
デ
ス
タ

ル
温
度

（
Ｓ
Ａ

）
 

－
 

－
 

○
 

 

5
 

サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ
ン

バ
温
度

（
Ｓ
Ａ

）
 

－
 

－
 

○
 

 

原
子
炉
格

納
容
器

内
の

水
位

 
1
 

ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
水

位
 

－
 

－
 

○
 

 

2
 

サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

プ
ー
ル

水
位
（

Ｓ
Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 
 

3
 

ペ
デ
ス
タ

ル
水
位

 
－

 
－

 
○

 
 

4
 

代
替
注
水

流
量
（

常
設
）

 
－

 
－

 
○

 
 

5
 

低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
 

－
 

－
 

○
 

 

6
 

低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
（
狭

帯
域
用

）
 

－
 

－
 

○
 

 

7
 

格
納
容
器

代
替
ス

プ
レ
イ

流
量

 
－

 
－

 
○

 
 

8
 

ペ
デ
ス
タ

ル
代
替

注
水
流

量
 

－
 

－
 

○
 

 

9
 

ペ
デ
ス
タ

ル
代
替

注
水
流

量
（
狭

帯
域
用

）
 

－
 

－
 

○
 

 

1
0 

低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
槽

水
位

 
－

 
－

 
○

 
 

原
子
炉
格

納
容
器

内
の

水
素

濃
度

 
1
 

格
納
容
器

水
素
濃

度
（
Ｂ

系
）

 
－

 
－

 
○

 
 

2
 

格
納
容
器

水
素
濃

度
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 
 

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
放

射
線

量

率
 

1
 

格
納
容
器

雰
囲
気

放
射
線

モ
ニ
タ

（
ド
ラ

イ
ウ
ェ

ル
）

 
－

 
〇

 
○

 
 

2
 

格
納
容
器

雰
囲
気

放
射
線

モ
ニ
タ
（
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ
ン
バ

）
 

－
 

〇
 

○
 

 

未
臨
界
の

維
持
又

は
監

視
 

1
 

中
性
子
源

領
域
計

装
 

－
 

〇
 

－
 

 

2
 

中
間
領
域

計
装

 
－

 
〇

 
－

 
 

3
 

出
力
領
域

計
装

 
－

 
〇

 
－
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表
1－

3 
重
大
事
故
等
時
の
監
視
操
作
設
備
の
監
視
対
象
パ
ラ
メ
ー
タ
(
5／

8
) 

分
類
 

N
o
. 

パ
ラ
メ
ー

タ
名

 
中

央
監

視
 

操
作

盤
 

そ
の

他
 

制
御

盤
 

重
大

事
故

 

操
作

盤
 

備
考
 

最
終
ヒ
ー

ト
シ
ン

ク
の

確
保

 

（
残
留
熱

代
替
除

去
系

）
 

1
 

サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

プ
ー
ル

水
温
度

（
Ｓ
Ａ

）
－

 
－

 
○

 

2
 

残
留
熱
除

去
系
熱

交
換
器

出
口
温

度
 

－
 

－
 

○
 

3
 

残
留
熱
代

替
除
去

系
原
子

炉
注
水

流
量

 
－

 
－

 
○

 

4
 

残
留
熱
代

替
除
去

系
格
納

容
器
ス

プ
レ
イ

流
量

 
－

 
－

 
○

 

5
 

サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

プ
ー
ル

水
位
（

Ｓ
Ａ
）

－
 

－
 

○
 

6
 

原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 
－

 
－

 
○

 

7
 

原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 
－

 
－

 
○

 

8
 

原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

9
 

残
留
熱
代

替
除
去

ポ
ン
プ

出
口
圧

力
 

－
 

－
 

○
 

1
0 

サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ
ン

バ
温
度

（
Ｓ
Ａ

）
－

 
－

 
○

 

1
1 

ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
温

度
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

1
2 

原
子
炉
圧

力
容
器

温
度
（

Ｓ
Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

最
終
ヒ
ー

ト
シ
ン

ク
の

確
保

 

（
格
納
容

器
フ

ィ
ル

タ
ベ

ン
ト

系
）
 

1
 

ス
ク
ラ
バ

容
器
水

位
－

 
－

 
○

 

2
 

ス
ク
ラ
バ

容
器
圧

力
－

 
－

 
○

 

3
 

ス
ク
ラ
バ

容
器
温

度
－

 
－

 
○

 

4
 

第
１
ベ
ン

ト
フ
ィ

ル
タ
出

口
放
射

線
モ
ニ

タ
（
高

レ
ン
ジ

）
 

－
 

－
 

○
 

重
大

事
故

監
視

盤
で

も
監

視
可

能
 

5
 

第
１
ベ
ン

ト
フ
ィ

ル
タ
出

口
放
射

線
モ
ニ

タ
（
低

レ
ン
ジ

）
 

－
 

－
 

○
 

重
大

事
故

監
視

盤
で

も
監

視
可

能
 

6
 

第
１
ベ
ン

ト
フ
ィ

ル
タ
出

口
水
素

濃
度

 
－

 
－

 
○

 

7
 

ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

8
 

サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ
ン

バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ

）
－

 
－

 
○

 

9
 

格
納
容
器

水
素
濃

度
（
Ｂ

系
）

 
－

 
－

 
○

 

1
0 

格
納
容
器

水
素
濃

度
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○
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表
1－

3 
重
大
事
故
等
時
の
監
視
操
作
設
備
の
監
視
対
象
パ
ラ
メ
ー
タ
(
6／

8
) 

分
類
 

N
o
. 

パ
ラ
メ
ー

タ
名

 
中

央
監

視
 

操
作

盤
 

そ
の

他
 

制
御

盤
 

重
大

事
故

 

操
作

盤
 

備
考
 

最
終
ヒ
ー

ト
シ
ン

ク
の

確
保

 

（
残
留
熱

除
去
系

）
 

1
 

残
留
熱
除

去
系
熱

交
換
器

入
口
温

度
 

－
 

－
 

○
 

2
 

残
留
熱
除

去
系
熱

交
換
器

出
口
温

度
 

－
 

－
 

○
 

3
 

残
留
熱
除

去
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 
○

 
－

 
－

 

4
 

原
子
炉
圧

力
容
器

温
度
（

Ｓ
Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

5
 

サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

プ
ー
ル

水
温
度

（
Ｓ
Ａ

）
－

 
－

 
○

 

6
 

残
留
熱
除

去
系
熱

交
換
器

冷
却
水

流
量

 
○

 
－

 
－

 

7
 

残
留
熱
除

去
ポ
ン

プ
出
口

圧
力

 
－

 
－

 
○

 

格
納
容
器

バ
イ
パ

ス
の

監
視

 

（
原
子
炉

圧
力
容

器
内

の
状

態
）

 
1
 

原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 
－

 
－

 
○

 

2
 

原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 
－

 
－

 
○

 

3
 

原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

4
 

原
子
炉
圧

力
 

－
 

－
 

○
 

5
 

原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

6
 

原
子
炉
圧

力
容
器

温
度
（

Ｓ
Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

格
納
容
器

バ
イ
パ

ス
の

監
視

 

（
原
子
炉

格
納

容
器

内
の

状
態

）
 

1
 

ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
温

度
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

2
 

ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

3
 

サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ
ン

バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ

）
－

 
－

 
○

 

格
納
容
器

バ
イ
パ

ス
の

監
視

 

（
原
子
炉

建
物
内

の
状

態
）

 
1
 

残
留
熱
除

去
ポ
ン

プ
出
口

圧
力

 
－

 
－

 
○

 

2
 

低
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

圧
力

 
○

 
－

 
－

 

3
 

原
子
炉
圧

力
 

－
 

－
 

○
 

4
 

原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○
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表
1－

3 
重
大
事
故
等
時
の
監
視
操
作
設
備
の
監
視
対
象
パ
ラ
メ
ー
タ
(
7／

8
) 

分
類
 

N
o
. 

パ
ラ
メ
ー

タ
名

 
中

央
監

視
 

操
作

盤
 

そ
の

他
 

制
御

盤
 

重
大

事
故

 

操
作

盤
 

備
考
 

水
源
の
確

保
 

1
 

低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
槽

水
位

 
－

 
－

 
○

 

2
 

サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

プ
ー
ル

水
位
（

Ｓ
Ａ
）

－
 

－
 

○
 

3
 

高
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
 

－
 

－
 

○
 

4
 

代
替
注
水

流
量
（

常
設
）

 
－

 
－

 
○

 

5
 

原
子
炉
隔

離
時
冷

却
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 
○

 
－

 
－

 

6
 

高
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 
○

 
－

 
－

 

7
 

残
留
熱
除

去
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 
○

 
－

 
－

 

8
 

低
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 
○

 
－

 
－

 

9
 

残
留
熱
代

替
除
去

系
原
子

炉
注
水

流
量

 
－

 
－

 
○

 

1
0 

原
子
炉
隔

離
時
冷

却
ポ
ン

プ
出
口

圧
力

 
○

 
－

 
－

 

1
1 

高
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

圧
力

 
○

 
－

 
－

 

1
2 

残
留
熱
除

去
ポ
ン

プ
出
口

圧
力

 
－

 
－

 
○

 

1
3 

低
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

圧
力

 
○

 
－

 
－

 

1
4 

低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
ポ

ン
プ
出

口
圧
力

 
－

 
－

 
○

 

1
5 

残
留
熱
代

替
除
去

ポ
ン
プ

出
口
圧

力
 

－
 

－
 

○
 

1
6 

原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 
－

 
－

 
○

 

1
7 

原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 
－

 
－

 
○

 

1
8 

原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

原
子
炉
建

物
内
の

水
素

濃
度

 
1
 

原
子
炉
建

物
水
素

濃
度

 
－

 
－

 
○

 

2
 

静
的
触
媒

式
水
素

処
理
装

置
入
口

温
度

 
－

 
－

 
○

 

3
 

静
的
触
媒

式
水
素

処
理
装

置
出
口

温
度

 
－

 
－

 
○
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表
1－

3 
重
大
事
故
等
時
の
監
視
操
作
設
備
の
監
視
対
象
パ
ラ
メ
ー
タ
(
8／

8
) 

分
類
 

N
o
. 

パ
ラ
メ
ー

タ
名

 
中

央
監

視
 

操
作

盤
 

そ
の

他
 

制
御

盤
 

重
大

事
故

 

操
作

盤
 

備
考
 

原
子
炉
格

納
容
器

内
の

酸
素

濃
度

 
1
 

格
納
容
器

酸
素
濃

度
（
Ｂ

系
）

 
－

 
－

 
○

 

2
 

格
納
容
器

酸
素
濃

度
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

3
 

格
納
容
器

雰
囲
気

放
射
線

モ
ニ
タ

（
ド
ラ

イ
ウ
ェ

ル
）

 
－

 
〇

 
○

 

4
 

格
納
容
器

雰
囲
気

放
射
線

モ
ニ
タ
（
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ
ン
バ

）
 

－
 

〇
 

○
 

5
 

ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 

6
 

サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ
ン

バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ

）
－

 
－

 
○

 

燃
料
プ
ー

ル
の
監

視
 

1
 

燃
料
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ
Ａ

）
 

－
 

－
 

○
 

2
 

燃
料
プ
ー

ル
水
位

・
温
度

（
Ｓ
Ａ

）
 

－
 

－
 

○
 

3
 

燃
料
プ
ー

ル
エ
リ

ア
放
射

線
モ
ニ

タ
（
高

レ
ン
ジ

）（
Ｓ
Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 
重

大
事

故
監

視
盤

で
も

監

視
可

能
 

4
 

燃
料
プ
ー

ル
エ
リ

ア
放
射

線
モ
ニ

タ
（
低

レ
ン
ジ

）（
Ｓ
Ａ
）

 
－

 
－

 
○

 
重

大
事

故
監

視
盤

で
も

監

視
可

能
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表1－4 重大事故等時の監視操作設備の操作対象系統 

機器操作設置場所 操作対象系統 

中央監視操作盤 ＡＴＷＳ緩和設備 

主蒸気系 

原子炉隔離時冷却系 

高圧炉心スプレイ系 

低圧炉心スプレイ系 

残留熱除去系 等 

その他制御盤 中央制御室空調換気系 

非常用ガス処理系 

燃料プール冷却系 等 

重大事故操作盤 ペデスタル代替注水系 

残留熱代替除去系 

高圧原子炉代替注水系 

低圧原子炉代替注水系 

格納容器代替スプレイ系 

格納容器フィルタベント系 

常設代替交流電源設備 等 
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(2) 盤面機器表示機能，操作機能及び警報機能

中央監視操作盤，その他制御盤，重大事故操作盤及び重大事故監視盤は，中央制御

室の制御盤が設計基準事故対処設備として考慮している誤操作防止設計を踏襲し，盤

面機器及び盤面表示（操作器，指示計，警報）をシステムごとにグループ化した配列

等を行うことで，重大事故等時においても運転員の誤操作を防止するとともに容易に

操作ができるものとする。 

1.2.2 表示機能について 

(1) 運転員に必要な情報は，理解しやすい表示方法とする。

（例）補機／弁等のシンボルの形状・状態変化の統一

(2) VDUを用いる場合は，表示画面は運転員の慣習に適合した情報表示とする。

（例）機器を上からA/B/Cの順に表示

(3) VDUを用いる場合は，事故時等，監視操作範囲が複数の系統に渡るタスクでは，処

置に則した監視情報と操作器を極力1画面に表示する。

(4) 操作器は，標準的な形状を設け，釦の配置位置や大きさ等可能な限り統一すること

で，誤操作防止を図る。

以下，VDUを用いた場合の表示機能について画面例を用いて説明する。ハードウェ

ア器具を用いる中央監視操作盤，その他制御盤の表示機能については，補足説明資料

「設計基準事故時の中央制御室の機能」における「2. 誤操作防止対策」に準じるこ

ととする。 
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1.2.2.1 重大事故操作盤の表示の例 
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1.2.3 操作機能について 

(1) 操作器は運転員の慣習に基づく動作・方向感覚に合致したものとする。

（例）操作器内の釦は左が「切（閉）」，右が「入（開）」

(2) 操作器は，色，形状，大きさのコーディングや操作方法に一貫性を持たせる設計と

する。

(3) VDUを用いる場合は，画面のタッチ領域は十字カーソル等とし，タッチ可能な領域

を識別するとともに，操作信号を出力するタッチ領域は十分な大きさを確保し，隣

接するタッチ領域とも距離を離す。

(4) VDUを用いる場合は，操作信号を出力する操作器は，操作器をアクティブにした状

態でないと操作器の操作が行えないようにする。

以下，VDUを用いた場合の操作機能について画面例を用いて説明する。ハードウェ

ア器具を用いる中央監視操作盤及びその他制御盤の操作機能については，補足説明資

料「設計基準事故時の中央制御室の機能」における「2. 誤操作防止対策」に準じる

こととする。 
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1.2.3.1 重大事故操作盤の操作の例 
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1.2.4 警報表示機能 

警報発信時は，吹鳴音を吹鳴させ，中央監視操作盤の代表警報及びVDUの警報を点

滅表示させる。また，警報の重要度・緊急度を確実かつ容易に識別・判断できるよう

に色による識別を行う。 

警報の重要度は警報の色により識別可能とする。 

・重故障：「赤」 系統機能の喪失・低下を伴う系統異常による警報 

・軽故障：「黄」 重故障以外の系統異常による警報 

警報発信時において，警報確認操作を実施した後は，警報の点滅表示を連続点灯に

切替るとともに，ブザー吹鳴を停止する設計とする。 

以下，VDUを用いた場合の警報表示機能について画面例を用いて説明する。ハード

ウェア器具を用いる中央監視操作盤及びその他制御盤の操作機能については，補足説

明資料「設計基準事故時の中央制御室の機能」における「2. 誤操作防止対策」に準

じることとする。 

1.2.4.1 重大事故操作盤の警報表示の例 
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色）
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1.2.5 ソフトウェア故障の考慮について 

1.2.5.1 冗長化構成 

重大事故操作盤には，使用実績豊富なソフトウェアを採用することとしてお

り，重大事故等時における補機操作には問題ないと考えているが，更なる信頼性

向上に資する自主対策として，デジタル制御装置は多重化し，VDUについても相互

バックアップ機能を設けることにより単一故障に対して機能喪失しないように考

慮した設計とする。万が一，ソフトウェアが機能喪失しても，ハードウェア器具

により補機操作回路に信号を入力可能な設計を採用するとともに，必要な手順を

整備することとする。 

手動信号入力の対象補機は，表1－4において重大事故操作盤の操作対象となっ

ている系統の補機である。 

具体的な手順を1.2.5.2 に示す。 

1.2.5.2 ソフトウェアの機能喪失時における補機の手動操作手順 

重大事故操作盤での補機操作ができなくなった場合の手段として，ハードウェ

ア器具により補機の操作信号をソフトウェアを介さずに入力する手順を整備す

る。 

(1) 手順着手の判断基準

補機に給電中の状態で、制御盤のソフトウェアが機能喪失し重大事故操作盤の

FD画面で補機操作ができない場合。 

(2) 操作手順

a. 制御盤の補機への出力信号の状態を確認する。

b. 手動操作が必要な補機に対応する制御盤内のスイッチを操作し，補機の操作信

号を手動で直接入力する。
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2. 重大事故等時の監視操作設備に係る設計上の考慮事項の補足について

2.1 各運転状態で使用する中央制御室の監視操作設備 

設計基準事故時及び重大事故等時の各運転状態において使用する，中央制御室の監視

操作設備について，以下に述べる。 

(1) 設計基準事故時（DBA）

設計基準事故対処設備の監視操作を主に中央監視操作盤及びその他制御盤を用いて行

う。 

(2) 重大事故等時（SA）

DB 兼 SA設備の監視操作を中央監視操作盤，その他制御及び重大事故操作盤を用いて

行い，SA設備の監視操作は重大事故操作盤及び重大事故監視盤を用いて行う。 

SBOを伴う SA時に常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備の起動に失敗し

た場合，負荷低減のため中央制御室以外での不要直流負荷切離しを行い，常設直流電源

設備又は常設代替直流電源設備からの給電により，中央監視操作盤，その他制御盤，重

大事故操作盤及び重大事故監視盤を用いて直流負荷の DB兼 SA設備及び SA設備の監視操

作を行う。 

常設直流電源設備又は常設代替直流電源設備の蓄電池の枯渇により直流設備への給電

ができない場合は，可搬型直流電源設備から給電する。 

上記を整理した結果を表 2－1に示す。 
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表 2－1 各運転状態で使用する監視操作設備 

運転状態 

当該の運転状態で使用する設備 

（使用する設備：水色 使用しない設備：灰色） 

電源 

中央監視操作盤 
その他 

制御盤 

重大事故 

操作盤及び 

重大事故監視盤 

① DBA 非常用 

交流電源

設備 

② SA

(SBO時以外)

常設代替

交流電源

設備 

又は 

可搬型 

代替交流

電源設備 

③ SA

(SBO時)

常設直流

電源設備 

及び 

常設代替

直流電源

設備 

又は 

可搬型 

代替直流

電源設備 

④ 

③ 
② 

① 安全設備制御盤

② 原子炉補機制御盤

③ 原子炉制御盤

④ タービン発電機制御盤

⑤ タービン補機制御盤

⑥ 所内電気盤

① 

⑤ 

⑥ 

直流負荷 
が対象 

直流負荷 
が対象 

直流負荷 
が対象 
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2.2 常時起動とする設計について 

重大事故等は，起因事象により突然発生する場合や設計基準事故から事象進展した結

果生じる場合があるため，重大事故等時にのみ使用する監視操作設備であっても，通常

運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時においても使用可能な状態にし

ておかなければ，起動操作や機器の起動中には機能を発揮できず，重大事故等発生初期

における運転員の監視操作が速やかに行えない可能性がある。 

したがって，重大事故操作盤及び重大事故監視盤は，重大事故等が生じると同時に機

能を発揮できるように常時起動とする設計とする。 

重大事故等対処設備の使用を開始する時期（例）を表 2－2に示す。 

表 2－2 重大事故等対処設備の使用を開始する時期（例） 

設備分類 
補機 

（ポンプ類，弁等） 
補機（動力電源） 監視操作設備 

設備例 

低圧原子炉代替注水ポ

ンプ

常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電

源設備 

重大事故操作盤 

設備の使用を 

開始する時期 

重大事故等時におい

て，事象進展に伴い低

圧原子炉代替注水系等

が必要になった時 

外部電源及び非常用交

流電源を喪失した時 

重大事故等発生と同時 

起動に係わる 

基本設計 

必要時起動 必要時起動 常時起動 

2.3 表示パラメータ及び SBO時に監視可能なパラメータ 

重大事故等時の監視操作設備の表示パラメータ及び SBO時において中央制御室で監視

可能なパラメータを表 2－3に示す。 
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ﾀ
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考

 

1
 

原
子
炉

圧
力

容
器

温
度

（
Ｓ

Ａ
）

 
S
A 

－
 

○
 

－
 

－
 

○
 

○

2
 

原
子
炉

圧
力

 
D
B
兼

S
A 

○
 

○
－
 

－
 

○
 

○

3
 

原
子
炉

圧
力

（
Ｓ

Ａ
）

 
S
A 

－
 

○
 

－
 

－
 

○
 

○

4
 

原
子
炉

水
位

（
広

帯
域

）
 

D
B
兼

S
A 

○
 

○
－
 

－
 

○
 

○

5
 

原
子
炉

水
位

（
燃

料
域

）
 

D
B
兼

S
A 

○
 

○
－
 

－
 

○
 

○

6
 

原
子
炉

水
位

（
Ｓ

Ａ
）

 
S
A 

－
 

○
 

－
 

－
 

○
 

○

7
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圧
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子
炉

代
替

注
水

流
量

 
S
A 

－
 

○
 

－
 

－
 

○
 

○

8
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炉
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時
冷

却
ポ

ン
プ
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口

流
量
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B
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S
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○
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○
 

－
 

－
 

〇
 

9
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ス

プ
レ
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ポ

ン
プ
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口
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○
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留
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量
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B
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○
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○
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○
－
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○
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○
－
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○
 

○
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○
－
 

－
 

○
 

○
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○
－
 

－
 

○
 

○
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○
－
 

－
 

○
 

○
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－
 

－
 

○
 

○
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－
 

○
 

○
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－
 

－
 

○
 

○
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Ａ
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－
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○
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Ａ
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－
 

－
 

○
 

○
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Ａ
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－
 

－
 

○
 

○
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事
業
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防
災
業
務
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の
修
正
に
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せ
，
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要
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宜
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す
。
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－

 
〇

 
○

 
○

3
4 

中
性
子

源
領

域
計

装
 

D
B
兼

S
A 

○
 

○
－

 
○

 
－

 
－
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A 

〇
 

○
 

－
 

○
 

－
 

－
 

3
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B
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A 

－
 

○
 

－
 

○
 

－
 

－
 

3
7 
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器
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位
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A 

－
 

○
 

－
 

－
 

○
 

○

3
8 
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ク
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器
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力
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A 

－
 

○
 

－
 

－
 

○
 

○

3
9 
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ク
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バ
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器
温

度
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A 

－
 

○
 

－
 

－
 

○
 

○
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0 
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１
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ル
タ
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口
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射

線
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タ
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－
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○
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－
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○
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－
 

－
 

○
 

○
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。
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2.4 設計基準事故対処設備との分離及び切替について 

重大事故操作盤は，設計基準事故対処設備の中央監視操作盤と物理的，電気的に分離

し，他の設備に悪影響を及ぼさないよう独立した設計とする。 

2.4.1 中央監視操作盤に関する分離設計 

重大事故操作盤へ出力するDB兼SA設備のパラメータについては，重大事故操作盤の

故障の影響を設計基準事故対処設備に与えないようアイソレータを用いることで，電

気的分離を図りつつ，信号の取り出しが可能な設計とする。また，重大事故操作盤へ

のアイソレータからの信号取り出しの配線については，設計基準事故対処設備の配線

等と独立した設計とする。 

また，アイソレータは，常時給電可能な設計とする。 

分離設計の概念図を図2－1に，アイソレータの概念図を図2－2に示す。 

図 2－1 分離設計の概念図 

重大事故 

操作盤 

中央監視 

操作盤 

現場計器 

DB 範囲 

DB／SA兼用範囲 

SA 範囲 

物理的分離 

既設 DB盤 

アイソレータ

電気的分離 電気的分離 
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図 2－2 アイソレータの概念図 

電気信号 電気信号 
コイルの組合せ

電気的分離 

＜絶縁トランス＞ 

左側コイルに電流を流すと，電磁誘

導により，右側コイルにも左側コイ

ルに比例した電流が流れる。また，

回路は直接繋がらないので，電気的

に絶縁可能。
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2.5 重大事故等時の監視操作設備の設置場所について 

中央監視操作盤，その他制御盤，重大事故操作盤及び重大事故監視盤の設置場所は中

央制御室とする。具体的な設置場所を図 2－3に示す。 

図2－3 重大事故等時の監視操作設備の設置場所 

1 

93



 

資料 No.4-2 

 

 

 

 

中央制御室の機能に関する説明書及び緊急時対策所の機能に

関する説明書に係る補足説明資料（有毒ガス防護に係る補足

説明資料） 
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1 

１．有毒ガス防護に係る影響評価ガイドへの適合状況について 

1.1 はじめに 

中央制御室及び緊急時対策所の有毒ガス防護に係る影響評価について，「有毒ガス防護

に係る影響評価ガイド」（平成 29 年 4 月 5 日原子力規制委員会）への適合状況を表 1－1

に示す。 
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表
1－

1 
有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
へ
の
適
合

状
況
に
つ
い
て
 

有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

１
．
総
則

 

１
．
１

 
目
的

 

本
評

価
ガ

イ
ド

は
、
設

置
許
可

基
準

規
則

1
第

２
６

条
第
３
項

等
に

関
し
、

実

用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
（
以

下
「
実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
」
と

い
う
。）

の
敷
地
内
外
（
以
下
単
に
「
敷
地
内
外
」
と
い
う
。）

に
お
い
て
貯
蔵
又

は
輸
送
さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物
質
か
ら
有
毒
ガ
ス
が
発
生
し
た
場
合
に
、
１
．

２
に
示
す
原
子
炉
制
御
室
、
緊
急
時
制
御
室

及
び
緊
急
時
対
策
所
（
以
下
「
原
子

炉
制
御
室
等

」
と
い

う
。）

内
並

び
に
重
大

事
故
等

対
処
上
特

に
重
要
な

操
作
を

行
う
地
点
（

１
．
３

（
１
１
）

参
照
。
以

下
「
重

要
操
作
地

点
」
と
い

う
。
）
に

と
ど

ま
り
対

処
す
る

必
要
の
あ

る
要

員
に

対
す
る

有
毒
ガ
ス

防
護

の
妥

当
性

2
を

審
査
官
が
判
断
す
る

た
め
の
考
え
方
の
一
例
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

 

 １
．
２

 
適
用

範
囲

 

本
評

価
ガ

イ
ド

は
、

実
用

発
電

用
原

子
炉
施

設
の

表
1
に
示

す
有

毒
ガ
ス

防
護

対
象
者
の
有
毒
ガ
ス
防
護
に
関
し
て
適
用
す
る
。

 

ま
た
、
研

究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
並
び
に
再
処
理
施

設
に
つ
い
て
は
、
本
評
価
ガ
イ
ド
を
参
考
に
し
、
施
設
の
特
性
に
応
じ
て
判
断
す

る
。

 

な
お
、
火
災
・
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
制
御
室
等
の
影
響
評
価
は
、
原
子
力
規
制

委
員
会
が
別
に
定
め
る
「
原
子
力
発
電
所
の

外
部
火
災
影
響
評
価
ガ
イ
ド
」

参
１
及

び
「
原
子
力
発
電
所
の
内
部
火
災
影
響
評
価
ガ
イ
ド
」

参
２
に
よ
る
。

 

 

 1.
1 

目
的
 

（
目
的
に
つ
い
て
は
省
略
）
 

         1.
2 

適
用
範
囲
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

中
央
制
御
室
，
緊
急
時
対
策
所
，
重
要
操
作
地
点
に
お
け
る
有
毒
ガ
ス
防
護

対
象
者
を
評
価
対
象
と
し
て
い
る
。
 

   

な
お
，
火
災
（
大
型
航
空
機
衝
突
に
伴
う
火
災
を
含
む
）・

爆
発
に
よ
る
影

響
評
価
は
本
評
価
で
は
対
象
外
と
す
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

 

（
解
説
－

１
）
初
動
対
応
を
行
う
者

 

設
計
基
準
事
故
等
の
発
生
初
期
に
、
緊
急
時
対
策
所
に
お
い
て
、
緊
急

時
組
織
の
指
揮
、
通
報
連
絡
及
び
要
員
招
集
を
行
う
者
で
あ
り
、
指
揮
、

通
報
連
絡
及
び
要
員
召
集
の
た
め
、
夜
間
及
び
休
日
も
敷
地
内
に
常
駐
す

る
者
を
い
う
。

 

 １
．
３

 
用
語

の
定
義

 

（
１
）

ID
L

H
（

Im
m

e
d

ia
te

ly
 D

a
n

g
e
ro

u
s 

to
 L

if
e
 o

r 
H

e
a

lt
h
）
値

 

N
IO

S
H

7
で
定
め
ら
れ
て
い
る
急
性
の
毒
性
限
度
（
人
間
が

3
0
分
間
ば
く

露
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
物
質
が
生
命
及

び
健
康
に
対
し
て
危
険
な
影
響
を
即

時
に
与
え
る
、
又
は
避
難
能
力
を
妨
げ

る
ば
く
露
レ
ベ
ル
の
濃
度
限
度
値
）

を
い
う

参
３
。

 

（
２
）
イ
ン
リ
ー
ク

 

換
気

空
調

設
備

の
フ

ィ
ル

タ
を

経
由

し
な

い
で

原
子

炉
制

御
室

等
内

に

流
入
す
る
空
気
を
い
う
。

 

              1.
3 

用
語
の
定
義
 

ガ
イ
ド
に
基
づ

き
用
語
の
定
義
を
用
い
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

（
３
）
イ
ン
リ
ー
ク
率

 

「
原

子
力

発
電

所
中

央
制

御
室

の
居

住
性

に
係

る
被

ば
く

評
価

手
法

に

つ
い

て
（
内
規

）」
参

４
の
別
添
資

料
「

原
子
力

発
電
所
の
中
央

制
御
室
の

空

気
流
入
率
測
定
試
験
手
法
」
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
空
気
流
入
率
で
、
換
気

空
調

設
備

の
フ

ィ
ル

タ
を

経
由

し
な

い
で

原
子

炉
制

御
室

等
内

に
流

入
す

る
単

位
時

間
当

た
り

の
空

気
量

と
原

子
炉

制
御

室
等

バ
ウ

ン
ダ

リ
内

の
体

積
と
の
比
を
い
う
。

 

（
４
）
可
動
源

 

敷
地
内
に
お
い
て
輸
送
手
段
（
例
え
ば
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
等
）
の
輸
送

容
器
に
保
管
さ
れ
て
い
る
、
有
毒
ガ
ス

を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
有
毒

化
学
物
質
を
い
う
。

 

（
５
）
緊
急
時
制
御
室

 

設
置

許
可

基
準

規
則

第
４

２
条

等
に

規
定

す
る

特
定

重
大

事
故

等
対

処

施
設
の
緊
急
時
制
御
室
を
い
う
。

 

（
６
）
緊
急
時
対
策
所

 

 
設
置
許
可
基
準
規
則
第
３
４
条
等
に
規
定
す
る
緊
急
時
対
策
所
を
い
う
。

 

（
７
）
空
気
呼
吸
具

 

高
圧

空
気

容
器

（
以

下
「

空
気

ボ
ン

ベ
」

と
い

う
。
）

か
ら

減
圧

弁
等

を

通
し
て
、
空
気
を
面
体

8
に
供
給
す
る
器
具
の
う
ち
顔
全
体
を
覆
う
自
給
式
の

プ
レ
ッ
シ
ャ
デ
マ
ン
ド
型
の
も
の
を
い

う
。

 

（
８
）
原
子
炉
制
御
室

 

設
置
許
可
基
準
規
則
第
２
６
条
等
に
規
定
す
る
原
子
炉
制
御
室
を
い
う
。

 

（
９
）
原
子
炉
制
御
室
等
バ
ウ
ン
ダ
リ
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

有
毒

ガ
ス

の
発

生
時

に
、

原
子

炉
制

御
室

等
の

換
気

空
調

設
備

に
よ

っ

て
、
給
・
排
気
さ
れ
る
区
画
の
境
界
に

よ
っ
て
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
空
間
全

体
を
い
う
。

 

（
１
０
）
固
定
源

 

敷
地
内
外
に
お
い
て
貯
蔵
施
設
（
例
え
ば
、
貯
蔵
タ
ン
ク
、
配
管
ラ
イ
ン

等
）
に
保
管
さ
れ
て
い
る
、
有
毒
ガ
ス
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
有
毒

化
学
物
質
を
い
う
。

 

（
１
１
）
重
要
操
作
地
点

 

重
大
事
故
等
対
処
上
、
要
員
が
一
定
期
間
と
ど
ま
り
特
に
重
要
な
操
作
を

行
う
屋
外
の
地
点
の
こ
と
で
、
常
設
設
備
と
接
続
す
る
屋
外
に
設
け
ら
れ
た

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
原
子
炉
建
屋
の
外
か
ら
水
又
は
電
力
を
供

給
す
る
も
の
に
限
る
。）

の
接
続
を
行
う
地
点
を
い
う
。

 

（
１
２
）
有
毒
ガ
ス

 

気
体
状
の
有
毒
化
学
物
質
（
国
際
化
学
安
全
性
カ
ー
ド

9
等
に
お
い
て
、
人

に
対
す
る
悪
影
響
が
示
さ
れ
て
い
る
物

質
）
及
び
有
毒
化
学
物
質
の
エ
ア
ロ

ゾ
ル
を
い
う
（
有
毒
化
学
物
質
か
ら
発

生
す
る
も
の
及
び
他
の
有
毒
化
学
物

質
等
と
の
化
学
反
応
に
よ
っ
て
発
生
す

る
も
の
を
含
む
。）
。

 

（
１
３
）
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基
準
値

 

技
術

基
準
規
則

解
釈

1
0
第
３
８
条

１
３
、
第

４
６
条
２

及
び
第

５
３
条

３

等
に
規
定
す
る
「
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め
の
判
断
基
準
値
」
で
あ
っ
て
、
有

毒
ガ

ス
の

急
性

ば
く

露
に

関
し

、
中

枢
神

経
等

へ
の

影
響

を
考

慮
し

、
運

転
・
対
処
要
員
の
対
処
能
力
（
情
報
を
収
集
発
信
す
る
能
力
、
判
断
す
る
能

力
、
操
作
す
る
能
力
等
）
に
支
障
を
来
さ
な
い
と
想
定
さ
れ
る
濃
度
限
度
値
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

を
い
う
。

 

 ２
．
有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
妥
当
性
確
認
の
流
れ

 

敷
地

内
の

固
定

源
及

び
可

動
源

並
び

に
敷

地
外

の
固

定
源

の
流

出
に

対

し
て
、
運
転
・
対
処
要
員
に
対
す
る
有
毒
ガ
ス
防
護
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
。

確
認
の
流
れ
を
図

1
に
示
す
。

 

表
2
に

、
対

象
発

生
源

（
有

毒
ガ

ス
防

護
対

象
者

の
吸

気
中

の
有

毒
ガ

ス

濃
度

1
1
の

評
価

値
が

有
毒

ガ
ス

防
護

判
断

基
準

値
を

超
え

る
発

生
源

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

と
有

毒
ガ

ス
防

護
対

象
者

と
の

関
係

を
示

す
。
（

解
説

-

２
）

 

 

（
解
説

-２
）
有
毒
ガ
ス
防
護
対
象
者
と
発
生
源
の
関
係

 

①
 
原
子
炉
制
御
室
及
び
緊
急
時
制
御
室
の
運
転
員

 

原
子
炉
制
御
室
及
び
緊
急
時
制
御
室
の
運
転
員
に
つ
い
て
は
、
対
象
発

生
源
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
有
毒
ガ
ス
に
対
す
る
防
護
を
求
め
る
こ
と
と

し
た
。

 

②
 
対

象
発

生
源

か
ら

発
生

す
る

有
毒

ガ
ス

及
び

予
期

せ
ず

発
生

す
る

有
毒

ガ
ス

（
対

象
発

生
源

が
な

い
場

合
を

含
む

。
）

に
係

る
有

毒
ガ

ス
防

護
対

象
者

 


 

対
象

発
生

源
か

ら
発

生
す

る
有

毒
ガ

ス
に

係
る

有
毒

ガ
ス

防
護

対

象
者

 

敷
地
内
外
の
固
定
源
に
つ
い
て
は
、
特
定
さ
れ
た
ハ
ザ
ー
ド
が
あ
る

た
め

、
設

計
基

準
事

故
時

及
び

重
大

事
故

時
（

大
規

模
損

壊
時

を
含

  2.
 
有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
妥
当
性
確
認
の
流
れ
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

敷
地
内
の
固
定
源
及
び
可
動
源
並
び
に
敷
地
外
の
固
定
源
に
対
し
て
，
別
添
 

図
1－

1
の
フ
ロ
ー
に
従
い
評
価
し
て
い
る
。
 

有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
に
あ
た
っ
て
は
，
防
護
対
象
者
を
評
価
ガ
イ
ド
表

2
の
と

お
り
設
定
し
て
い
る

。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

む
。
）

に
有

毒
ガ

ス
が

発
生

す
る

可
能

性
を

考
慮

し
、

運
転

・
対

処
要

員
を
有
毒
ガ
ス
防
護
対
象
者
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

 

た
だ
し
、
プ
ル
ー
ム
通
過
中
及

び
重
大
事
故
等
対
処
上
特
に
重
要
な

操
作
中
に
お
い
て
、
敷
地
内
に
可

動
源
が
存
在
す
る
（
有
毒
化
学
物
質

の
補
給
を
行
う
）
こ
と
が
想
定
し
難
い
こ
と
か
ら
、
当
該
可
動
源
に
対

し
て
は
、
運
転
・
指
示
要
員
以
外
に
つ
い
て
は
有
毒
ガ
ス
防
護
対
象
者

と
し
な
く
て
も
よ
い
こ
と
と
し
た
。

 


 

予
期

せ
ず

発
生

す
る

有
毒

ガ
ス

（
対

象
発

生
源

が
な

い
場

合
を

含

む
。）

に
係
る
有
毒
ガ
ス
防
護
対
象
者

 

特
定
さ
れ
た
ハ
ザ
ー
ド
は
な
い
場
合
で
も
、
通
常
運
転
時
に
有
毒
ガ

ス
が
発
生
す
る
可
能
性
を
考
慮
し
、
運
転
・
初
動
要
員
を
有
毒
ガ
ス
防

護
対
象
者
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

 

ま
た
、
当
該
有
毒
ガ
ス
防
護
対
象
者
は
、
設
計
基
準
事
故
時
及
び
重

大
事

故
時

（
大

規
模

損
壊

時
を

含
む

。
）

に
も

、
通

常
運

転
時

と
同

様

に
防
護
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
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影
響
評
価
ガ
イ
ド
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係
る
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毒
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ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

 

  

 
別

添
図

1
－
1 

→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

 

   ３
．
評
価
に
当
た
っ
て
行
う
事
項

 

３
．
１

 
固
定

源
及
び
可
動
源
の
調
査

 

（
１

）
敷
地

内
の

固
定
源

及
び

可
動

源
並

び
に

原
子
炉

制
御

室
か

ら
半

径
1

0
k

m
以

内
に

あ
る

敷
地

外
の

固
定

源
を

調
査

対
象

と
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。

（
解
説

-３
）

 

 1
) 
固
定

源
 

①
 
敷
地
内
に
保
管
さ
れ
て
い
る
全
て
の
有
毒
化
学
物
質

 

        

 
表

2 
有
毒
ガ
ス
防
護
対
象
者
と
対
象
発
生
源
の
関
係
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
の
と

お
り
 

 
 
敷
地
内
外
の
固
定
源
は
，
運
転
・
対
処
要
員
を
防
護
対
象
者
と
し
て
い
る
。
 

 
 
敷
地
内
の
可
動
源
は
，
運
転
・
指
示
要
員
を
防
護
対
象
者
と
し
て
い
る
。
 

 
 
予
期
せ
ず
発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
は
，
運
転
・
初
動
要
員
を
防
護
対
象
者
と
し
て

い
る
。
 

 3.
 
評
価
に
当
た
っ
て
行
う
事
項
 

3.
1 

固
定
源
及
び
可
動
源
の
調
査
 

3.
1(
1)
 
→
 
評
価

ガ
イ
ド
の
と
お
り
 

敷
地
内
の
固
定
源
及
び
可
動
源
並
び
に
中
央
制
御
室
等
か
ら
半
径

10
k
m
以
内

に
あ

る
敷

地
外

固
定

源
を

調
査

対
象

と
し

て
い

る
。

な
お
，

固
定

源
及

び
可

動

源
に
つ
い
て
は
，
評
価
ガ
イ
ド
の
定
義
等
に
従
う
。
 

1)
 
固
定
源
 

①
 
敷
地
内
の
固
定
源
は
，
以
下
の
よ
う
に
調
査
し
た
。
 

調
査
対
象
と
す
る
有
毒
化
学
物
質
は
，「
（
１
２
）
有
毒
ガ
ス
」
の
定
義
中

に
「
有
毒
化
学

物
質
（
国
際
科
学
安
全
性
カ
ー
ド
等
に
お
い
て
，
人
に
対
す

る
悪
影
響
が
示

さ
れ
て
い
る
物
質
）」

と
定
義
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
，「

人

に
対

す
る

悪
影

響
が

示
さ

れ
て

い
る

物
質

」
と

し
て

「
（

１
３

）
有

毒
ガ

ス

防
護
判
断
基
準

値
」
の
定
義
に
お
け
る
「
有
毒
ガ
ス
等
の
急
性
ば
く
露
に
関

し
，

中
枢

神
経

へ
の

影
響

を
考

慮
し

，
」

に
記

載
さ

れ
て

い
る

「
中

枢
神

経

影
響
」
だ
け
で
な
く
，
対
処
能
力
を
損
な
う
要
因
と
し
て
，
中
枢
神
経
影
響

だ
け
で
な
く
急

性
の
致
死
影
響
及
び
呼
吸
障
害
（
呼
吸
器
へ
の
影
響
）
も
考
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有
毒
ガ
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防
護
に
係
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響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
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炉
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御
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有
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ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

            

②
 
敷

地
外

に
保

管
さ

れ
て

い
る

有
毒

化
学

物
質

の
う

ち
、

運
転

・
対

処
要

員
の
有
毒
ガ
ス
防
護
の
観
点
か
ら
、
種
類
及
び
量
に
よ
っ
て
影
響
が
あ
る

お
そ
れ
の
あ
る
有
毒
化
学
物
質

 

a
) 
原
子
炉
制
御
室
か
ら
半
径

1
0

k
m
よ
り
遠
方
で
あ
っ
て
も
、
原
子
炉
制

御
室

か
ら

半
径

1
0

k
m
近

傍
に

立
地

す
る

化
学
工

場
に

お
い

て
多

量
に

保

有
さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物
質
は
対
象
と
す
る
。

 

b
) 
地
方
公
共
団
体
が
定
め
た
「
地
域
防
災
計
画
」
等
の
情
報
（
例
え
ば
、

有
毒
化
学
物
質
を
使
用
す
る
工
場
、
有
毒
化
学
物
質
の
貯
蔵
所
の
位
置
、

物
質
の
種
類
・
量
）
を
活
用
し
て
も
よ
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
情
報
に

よ
っ
て
保
管
さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物
質
が
特
定
で
き
な
い
場
合
は
、
事

業
所
の
業
種
等
を
考
慮
し
て
物
質
を
推
定
す
る
も
の
と
す
る
。

 

慮
し
た
。
 

ま
た
，
参
照
す
る
情
報
源
は
，
定
義
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
国
際
化
学
安

全
性
カ
ー
ド
」
の
み
で
は
な
く
，
急
性
毒
性
の
観
点
で
国
内
法
令
に
て
規
制

さ
れ

て
い

る
物

質
及

び
化

学
物

質
の

有
害

性
評

価
等

の
世

界
標

準
シ

ス
テ

ム
を
参
照
と
す

る
こ
と
で
，
網
羅
的
に
抽
出
す
る
こ
と
と
し
た
。（

別
添
 
別

紙
1
）
 

発
電
所
構
内
で
有
毒
化
学
物
質
を
含
む
も
の
を
整
理
し
た
う
え
で
，
生
活

用
品
に
つ
い
て

は
，
日
常
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
，
運
転
員
の
対
処
能
力

に
影
響
を
与
え

る
観
点
で
考
慮
不
要
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
，
調
査
対
象

外
と
整
理
し
た

。
 

ま
た
，
製
品
性
状
と
し
て
，
固
体
や
潤
滑
油
の
よ
う
に
，
有
毒
ガ
ス
を
発

生
さ
せ
る
お
そ

れ
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
，
調
査
対
象
外
と
整
理
し
た
。
 

②
 
敷
地
外
の
固
定
源
は
，
運
転
・
対
処
要
員
の
有
毒
ガ
ス
防
護
の
観
点
か
ら
，

種
類

及
び

量
に

よ
っ

て
影

響
が

あ
る

お
そ

れ
の

あ
る

有
毒

化
学

物
質

を
調

査
対

象
と

す
べ

く
，
「

地
域

防
災

計
画

」
の

み
で

は
な

く
，

届
出

義
務

の
あ

る
対
象
法
令
を

選
定
し
，
取
扱
量
の
観
点
及
び
発
電
所
の
立
地
か
ら
「
毒
物

及
び
劇
物
取
締

法
」，
「
消
防
法
」
及
び
「
高
圧
ガ
ス
保
安
法
」
に
対
し
て
調

査
を
実
施
し
た

。（
別
添
 
別
紙

2
）
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

2
) 
可
動

源
 

敷
地
内
で
輸
送
さ
れ
る
全
て
の
有
毒
化
学
物
質

 

    （
２
）
有
毒
化

学
物
質
の
性
状
、
貯
蔵
量
、
貯
蔵
方
法
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
調
査

対
象
外
と

し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
根
拠
を
確
認
す
る
。（

解
説

-４
）

 

               

2)
 
可
動
源
 

敷
地
内
の
可
動
源
は
，
敷
地
内
の
固
定
源
と
同
様
に
整
理
を
実
施
し
た
。
 

具
体

的
に

は
，

有
毒

化
学

物
質

と
し

て
抽

出
す

る
化

学
物

質
は

同
じ

で
，

生
活

用
品

や
性

状
等

に
よ

り
，

運
転

員
の

対
処

能
力

に
影

響
を

与
え

る
観

点

で
考
慮
不
要
と
判
断
で
き
る
も
の
は
調
査
対
象
外
と
整
理
し
た
。
 

 

3.
1(
2)
 
→
 
評
価

ガ
イ
ド
の
と
お
り
 

性
状

等
に

よ
り

人
体

へ
の

影
響

が
な

い
と

判
断

で
き

る
も

の
以

外
は

，
有

毒

化
学

物
質

の
性

状
・

保
管

状
況

（
揮

発
性

及
び

エ
ア

ロ
ゾ

ル
化

の
可

能
性

，
ボ

ン
ベ

保
管

，
配

備
量

，
建

物
内

保
管

）
に

基
づ

き
，

漏
え

い
時

に
大

気
中

に
多

量
に

放
出

さ
れ

る
お

そ
れ

の
な

い
も

の
を

整
理

し
た

。
ま

た
，

性
状

か
ら

密
閉

空
間
の
み
で
影
響
が
あ
る
も
の
は
調
査
対
象
外
と
し
て
い
る
。（

別
紙

2－
5）
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別
添
図

2－
1
 
固
定
源
の
特
定
フ
ロ
ー
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況

 

               （
３
）
調
査
対
象
と
し
て
い
る
固
定
源
及
び
可
動
源
に
対
し
て
、
次
の
項
目
を
確
認

す
る
。

 

－
有
毒
化

学
物
質
の
名
称

 

－
有
毒
化

学
物
質
の
貯
蔵
量

 

－
有
毒
化

学
物
質
の
貯
蔵
方
法

 

－
原

子
炉

制
御

室
等

及
び

重
要

操
作

地
点

と
有

毒
ガ

ス
の

発
生

源
と

の
位

置

関
係
（
距
離
、
高
さ
、
方
位
を
含
む
。）

 

－
防
液
堤

の
有
無
（
防
液
堤
が
あ
る
場
合
は
、
防
液
堤
ま
で
の
最
短
距
離
、
防

 

別
添
図

2－
2
 
可
動
源
の
特
定
フ
ロ
ー
 

 

3.
1(
3)
 
→
 
評
価

ガ
イ
ド
の
と
お
り
 

調
査

対
象

と
し

て
い

る
固

定
源

及
び

可
動

源
に

対
し

て
，

名
称

，
貯

蔵
量

，

貯
蔵

方
法

，
位

置
関

係
，

防
液

堤
の

有
無

及
び

有
毒

ガ
ス

発
生

の
抑

制
等

の
効

果
が
見
込
め
る
設
備
を
示
し
て
い
る
。
 

（
敷
地
内
固
定
源
：
別
添
 
表

2－
2，

2
－
3，

可
動
源
：
別
添
 
表

2－
5
，
敷

地
外
固
定
源
：
別
添
 
表

2－
6
）
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液
堤
の
内
面
積
及
び
廃
液
処
理
槽
の
有
無
）（

解
説

-５
）

 

－
電
源
、
人
的
操
作
等
を
必
要
と
せ
ず
に
、
有
毒
ガ
ス
発
生
の
抑
制
等
の
効
果

が
見
込
め
る
設
備
（
例
え
ば
、
防
液
堤

内
の
フ
ロ
ー
ト
等
）（

解
説

-５
）

 

 

（
解
説

-３
）
調
査
対
象
と
す
る
地
理
的
範
囲

 

「
原

子
力

発
電

所
の

外
部

火
災

影
響

評
価

ガ
イ

ド
」
（

火
災

発
生

の
地

理

的
範
囲
を
発
電
所
敷
地
か
ら
半
径

1
0

k
m
に
設
定
。）

及
び
米
国
規
制
ガ
イ
ド

（
有

毒
化

学
物

質
の

地
理

的
範

囲
を

原
子

炉
制

御
室

か
ら

5
マ

イ
ル

（
約

8
k

m
）
に
設
定
。）

参
５
を
参
考
と
し
て

設
定
し
た
。

 

 

（
解
説

-４
）
調
査
対
象
外
と
す
る
場
合

 

貯
蔵
容
器
が
損
傷
し
、
容
器
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物
質
の
全
量

が
流
出
し
て
も
、
有
毒
ガ
ス
が
大
気
中

に
多
量
に
放
出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な

い
と

説
明

で
き

る
場

合
。
（

例
え

ば
、

使
用

場
所

が
限

定
さ

れ
て

い
て

貯
蔵

量
及
び
使
用
量
が
少
な
い
試
薬
等
）

 

 

（
解
説

-５
）
対
象
発
生
源
特
定
の
た
め
の
ス

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
の
際
に
考
慮
し

て
も
よ
い

設
備

 

有
毒
ガ
ス
が
発
生
し
た
際
に
、
受
動
的
に
機
能
を
発
揮
す
る
設
備
に
つ
い

て
は
、
考
慮
し
て
も
よ
い
こ
と
と
す
る

。
例
え
ば
、
防
液
堤
は
、
防
液
堤
が

破
損
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も

、
更
地
と
な
る
よ
う
な
壊
れ
方
は
せ

ず
、
堰
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
防
液
堤
内
の

フ
ロ
ー
ト
や
電
源
、
人
的
操
作
等
を
必

要
と
し
な
い
中
和
槽
等
の
設
備
は
、
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有
毒
ガ
ス
発
生
の
抑
制
等
の
機
能
が
恒
常
的
に
見
込
め
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
対
象
発
生
源
特
定
の

た
め
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
（
以

下
単

に
「

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
評

価
」

と
い

う
。
）

に
お

い
て

も
、

こ
れ

ら
の

設
備
は
評
価
上
考
慮
し
て
も
よ
い
。

 

３
．
２

 
有
毒

ガ
ス
防
護
判
断
基
準
値
の
設
定

 

1
)～

6
)の

考
え
に
基
づ
き
、
発
電
用
原
子
炉

設
置
者
が
有
毒
ガ
ス
防
護
判

断
基

準
値
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。（

図
2
参
照
）

 

1
) 
３

．
１

で
調

査
し

た
化

学
物

質
が

有
毒

化
学

物
質

で
あ

る
か

を
確

認
す

る
。
有
毒
化
学
物
質
で
あ
る
場
合
は
、

2
)に

よ
る
。
そ
う
で
な
い
場
合
に

は
、
評
価
の
対
象
外
と
す
る
。

 

2
) 
当
該
有
毒
化
学
物
質
に

ID
L

H
値
が

あ
る
か
を
確
認
す
る
。
あ
る
場
合
は

3
)に

、
な
い
場
合
は

5
)に

よ
る
。

 

3
) 
当

該
有

毒
化

学
物

質
に

中
枢

神
経

に
対

す
る

影
響

が
あ

る
か

を
確

認
す

る
。

あ
る

場
合

は
4

)に
、

な
い

場
合

は
当

該
ID

L
H
値

を
有

毒
ガ

ス
防

護

判
断
基
準
値
と
す
る
。

 

4
) 

ID
L

H
値
の
設
定
根
拠
と
し
て
、
中

枢
神
経
に
対
す
る
影
響
も
考
慮
し
た

デ
ー

タ
を

用
い

て
い

る
か

を
確

認
す

る
。

用
い

て
い

る
場

合
は

、
当

該

ID
L

H
値

を
有

毒
ガ

ス
防

護
判

断
基

準
値

と
す

る
。

用
い
て

い
な

い
場

合

は
、

5
)に

よ
る
。

 

5
) 
日
本
産
業
衛
生
学
会
の
定
め
る
最
大

許
容
濃
度

1
2
が
あ
る
か
確
認
す
る
。

あ
る
場
合
は
、
当
該
最
大
許
容
濃
度
を
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基
準
値
と
す

る
。
な
い
場
合
は
、

6
)に

よ
る
。

 

6
) 
文
献
等
を
基
に
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
が
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基
準
値

    3.
2 

有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
設
定
基
準
値
の
設
定
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
の
と
お
り
 

固
定
源
及
び
可

動
源
と
し
て
特
定
し
た
物
質
「
塩
酸
」，
「
ア
ン
モ
ニ
ア
」
は
，

図
2
の
フ
ロ
ー
に
従
い
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基
準
値
を
設
定
し
て
い
る
。
 

1)
 
有
毒
化
学
物
質

を
抽
出
し
て
お
り
，
2
)へ

移
行
。
 

  2)
 
「
塩
酸
」，
「
ア

ン
モ
ニ
ア
」
は
，

I
DL
H
値
が
あ
る
た
め
，
3
)へ

。
 

 3)
 
「
塩
酸
」，
「
ア
ン
モ
ニ
ア
」
は
，
中
枢
神
経
影
響
が
な
い
こ
と
か
ら
，
ID
L
H

値
を
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基
準
値
と
す
る
。
 

 4)
 
以
降
 
該
当
す

る
物
質
は
な
い
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

を
適
切
に
設
定
す
る
。

 

設
定
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
複
数

の
文
献
等
に
基
づ
き
、
物
質
ご
と
に
、

運
転
・
対
処
要
員
の
対
処
能
力
に
支
障
を
来
さ
な
い
と
想
定
さ
れ
る
限
界

濃
度
を
、
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基
準
値
と
し
て
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
が

適
切
に
設
定
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

－
化

学
物

質
総

合
情

報
提

供
シ

ス
テ

ム
 

C
h

e
m

ic
a

l 
R

is
k

 

In
fo

rm
a

ti
o
n

 P
la

tf
o
rm

(C
H

R
IP

)1
3
 

－
産
業
中
毒
便
覧

1
4
 

－
有
害
性
評
価
書

1
5
 

－
許
容
濃
度
等
の
提
案
理
由

1
6
、
許
容
濃
度
の
暫
定
値
の
提
案
理
由

1
0
 

－
化
学
物
質
安
全
性
（
ハ
ザ
ー
ド
）
評
価
シ
ー
ト

1
7
 

ま
た

、
「

適
切

に
設

定
し

て
い

る
」

と
は

、
設

定
に

際
し

、
最

低
限

、
次

の
①
～
③
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う

。
 

①
 
人

に
対

す
る

急
性

ば
く

露
影

響
の

デ
ー

タ
を

可
能

な
限

り
用

い
て

い

る
こ
と

 

②
 
中

枢
神

経
に

対
す

る
影

響
が

あ
る

有
毒

化
学

物
質

に
つ

い
て

は
、

人

の
中

枢
神

経
に

対
す

る
影

響
に

関
す

る
デ

ー
タ

を
参

考
に

し
て

い
る

こ
と

 

③
 
文
献
の
最
新
版
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と

 

  

図
3
に

、
文

献
等

に
基

づ
き
有

毒
ガ

ス
防

護
判

断
基
準

値
を

設
定

す
る
場

合
の

考
え
方
の
例
を
示
す
。

 

             

①
 
IC
SC

の
短
期
ば
く
露
の
影
響
を
参
照
し
て
い
る
。
 

 ②
 
「
塩
酸
」，
「
ア
ン
モ
ニ
ア
」
は
，
い
ず
れ
も
中
枢
神
経
に
影
響
が
あ
る
物
質

で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

 ③
 
IC
SC

は
各
物
質
毎
の
最
新
更
新
年
月
版
，
ID
L
H
は

1
9
94

年
版
を
参
照
し
た
。 
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

 

 

 

別
添

 
図

3－
1 
→

 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

 

別
添
 
表

3－
2 

→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

（
塩
酸
）
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

                       

別
添

 
表

3－
2 
→

 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

（
ア
ン
モ
ニ
ア
）
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

な
お
、
空
気
中
に
ｎ
種
類
の
有
毒
ガ
ス
（
他
の
有
毒
化
学
物
質
等
と
の
化
学
反

応
に

よ
っ

て
発

生
す

る
も

の
を

含
む

。
）

が
あ

る
場

合
は

、
そ

れ
ら

の
有

毒
ガ

ス

の
濃
度
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基
準
値
に
対
す
る
割
合
の
和
が
１

よ
り
小
さ
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

 

 ４
．
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価

 

敷
地

内
の

固
定

源
及

び
可

動
源

並
び

に
敷

地
外

の
固

定
源

か
ら

有
毒

ガ
ス

が

発
生
し
た
場
合
、
防
護
措
置
を
考
慮
せ
ず
に
、
原
子
炉
制
御
室
等
及
び
重
要
操
作

地
点
ご
と
に
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
を
行
い
、
対
象
発
生
源
を
特
定
し
て
い
る
こ

と
を

確
認

す
る

。
表

3
に

場
所

と
対

象
発
生

源
ご
と

の
ス
ク

リ
ー

ニ
ン
グ

評
価
の

要
否
を
、
４
．
１
～
４
．
５
に
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
の
手
順
の
例
を
示
す
。

 

 

  

複
数
の
有
毒
ガ
ス
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
な
い
。
 

        4.
 
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
 
→

 
評
価
ガ
イ
ド
の
と
お
り

 

敷
地
内
及
び
敷
地
外
の
固
定
源
か
ら
有
毒
ガ
ス
が
発
生
し
た
場
合
，
防
護
措
置

を
考
慮
せ
ず
に
中
央

制
御
室
，
緊
急
時
対
策
所
及
び
重
要
操
作
地
点
ご
と
に
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
を

行
っ
た
。
評
価
の
結
果
，
対
象
発
生
源
は
な
か
っ
た
。
 

な
お

，
重

要
操

作
地

点
は

，
「
（

1
1
）

重
要

操
作

地
点
」
」

の
定

義
「

重
大

事
故

等
対
処
上
，
要
員
が
一
定
期
間
と
ど
ま
り
特
に
重
要
な
操
作
を
行
う
屋
外
の
地
点

の
こ
と
で
，
常
設
設
備
と
接
続
す
る
屋
外
に
設
け
ら
れ
た
可
搬
型
重
大
事
故
等
対

処
設

備
（

原
子

炉
建

物
の

外
か

ら
水

又
は

電
力

を
供

給
す

る
も

の
に

限
る

。
）

の

接
続
を
行
う
地
点
」

と
し
て
設
定
し
た
。
 

敷
地
内
の
可
動
源
は
，
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
を
行
わ
ず
，
対
象
発
生
源
と
し

て
6.
1.
2
の
対
策
を

行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

４
．
１
 

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
対
象
物
質
の
設
定
（
種
類
、
貯
蔵
量
及
び
距
離
）

 

３
．
１
を
基
に
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
対
象
と
な
っ
た
有
毒
化
学
物
質
の
全

て
に
つ
い
て
、
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学

物
質
の
種
類
、
貯
蔵
量
及
び
距
離
が

設
定
さ
れ
て
い
る
か
確
認
す
る
。

 

  ４
．
２
 

有
毒
ガ
ス
の
発
生
事
象
の
想
定

 

有
毒
ガ
ス

の
発
生
事
象
と
し
て
、
①
及
び
②
を
そ
れ
ぞ
れ
想
定
す
る
。

 

①
敷
地
内
外
の
固
定
源
に
つ
い
て
は
、
敷
地
内
外
の
貯
蔵
容
器
全
て
が
損
傷

し
、
当
該
全
て
の
容
器
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物
質
の
全
量
流
出

に
よ
っ
て
発
生
し
た
有
毒
ガ
ス
が
大
気
中
に
放
出
さ
れ
る
事
象

 

  ②
敷
地
内
の
可
動
源
に
つ
い
て
は
、
敷

地
内
可
動
源
の
中
で
影
響
の
最
も
大

き
な
輸
送
容
器
が
１
基
損
傷
し
、
容
器
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物

質
の

全
量

流
出

に
よ

っ
て

発
生

し
た

有
毒

ガ
ス

が
大

気
中

に
放

出
さ

れ

る
事
象

 

 

有
毒

ガ
ス

発
生

事
象

の
想

定
の

妥
当

性
を

判
断

す
る

に
当

た
り

、
（

１
）

及
び

（
２
）
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

 

（
１
）
敷
地
内
外
の
固
定
源

 

①
 
原

子
炉

制
御

室
、

緊
急

時
制

御
室

、
緊

急
時

対
策

所
及

び
重

要
操

作
地

点
を
評
価
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
。

 

4.
1 

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
対
象
物
質
の
設
定
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
の
と
お
り
 

3.
1
を
も
と
に

，
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
対
象
と
な
っ
た
有
毒
化
学
物
質
の
す
べ

て
に
つ
い
て
，
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物
質
の
種
類
，
貯
蔵
量
及
び
距
離

が
設
定
さ
れ
て
い
る
。（

敷
地
内
固
定
源
：
別
添
 
表

2
－
2，

2－
3
，
可

動
源

：

別
添
 
表

2－
5，

敷
地
外
固
定
源
：
別
添
 
表

2
－
6）

 

 4.
2 

有
毒
ガ
ス
の
発
生
事
象
の
想
定
 

→
 
評
価
ガ
イ
ド
の
と
お
り
 

 

①
 
敷
地
内
外

の
固
定
源
は
，
敷
地
内
の
貯
蔵
容
器
が
損
傷
し
，
容
器
に
貯

蔵
さ

れ
て

い
る

有
毒

化
学

物
質

の
全

量
放

出
に

よ
っ

て
発

生
し

た
有

毒

ガ
ス
が
大
気
中
に
放
出
さ
れ
る
事
象
を
想
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
有
毒
ガ

ス
発
生
事
象
の
想
定
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
に
当
た
り
、
中
央
制
御
室
、

緊
急
時
対
策
所
及
び
重
要
操
作
地
点
を
評
価
対
象
と
し
て
い
る
。
 

②
 

敷
地

内
の

可
動

源
は

，
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

評
価

を
行

わ
ず

に
，

6
.
1.
2

の
対
策
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

     (1
) 

敷
地
内
外
の
固
定
源
 

①
 
有
毒
ガ
ス
発
生

事
象
の
想
定
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
に
当
た
り
，
中
央
制
御

室
，
緊
急
時
対
策
所
及
び
重
要
操
作
地
点
を
評
価
対
象
と
し
て
い
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

②
 
敷

地
内

外
の

貯
蔵

容
器

に
つ

い
て

は
、

同
時

に
全

て
の

貯
蔵

容
器

が
損

傷
し
、
容
器
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物
質
の
全
量
が
流
出
す
る
と

仮
定
し
て
い
る
こ
と
。

 

（
２
）
敷
地
内
の
可
動
源

 

①
 
原

子
炉

制
御

室
、

緊
急

時
制

御
室

及
び

緊
急

時
対

策
所

を
評

価
対

象
と

し
て
い
る
こ
と
。

 

②
 
有

毒
ガ

ス
の

発
生

事
故

の
発

生
地

点
は

、
敷

地
内

の
実

際
の

輸
送

ル
ー

ト
全
て
を
考
慮
し
て
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

 

③
 
輸

送
量

の
最

大
の

も
の

で
、

容
器

に
貯

蔵
さ

れ
て

い
る

有
毒

化
学

物
質

の
全
量
が
流
出
す
る
と
仮
定
し
て
い
る
こ
と
。

 

 ４
．
３

 
有
毒

ガ
ス
の
放
出
の
評
価

 

固
定
源
及

び
可
動
源
ご
と
に
、
有
毒
ガ
ス
の
単
位
時
間
当
た
り
の
大
気
中
へ
の

放
出
量
及
び
そ
の
継
続
時
間
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
、

同
じ
種
類
の
有
毒
化
学
物
質
が
同
一
防
液
堤
内
に
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
一
つ
の

固
定
源
と
見
な
し
て
も
よ
い
。

 

有
毒
ガ
ス
の
放

出
量
評
価
の
妥
当
性
を
判
断

す
る
に
当
た
り
、

1
)～

5
)を

確
認

す
る
。

 

1
) 
貯
蔵

さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物
質
の
性
状
に
応
じ
た
、
有
毒
ガ
ス
の
大
気
中

へ
の
放
出
形
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
（
例
え
ば
、
液
体
で
保
管
さ
れ
て
い
る

場
合
、
液
体
で
放
出
さ
れ
プ
ー
ル
を
形

成
し
蒸
発
す
る
等
。）
。

 

  

②
 
敷
地
内
外
の
固

定
源
は
，
敷
地
内
の
貯
蔵
容
器
が
破
損
し
，
容
器
に
貯
蔵
さ

れ
て

い
る

有
毒

化
学

物
質

の
全

量
放

出
に

よ
っ

て
発

生
し

た
有

毒
ガ

ス
が

大

気
中
に
放
出
さ
れ
る
事
象
を
想
定
し
て
い
る
。
 

(2
) 

敷
地
内
の
可
動
源
 

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
を
実
施
し
な
い
た
め
対
象
外
。
 

      4.
3 

有
毒
ガ
ス
の
放
出
の
評
価
 
→
 

評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

敷
地

内
外

の
固

定
源

に
つ

い
て

，
有

毒
ガ

ス
の

放
出

の
評

価
に

あ
た

り
，

大

気
中
へ
の
放
出
量
及
び
継
続
時
間
を
評
価
し
て
い
る
。（

中
央
制
御
室
の
機
能
に

関
す
る
説
明
書
及
び
緊
急
時
対
策
所
の
機
能
に
関
す
る
説
明
書
 
表

4－
5）

 

な
お

，
同

じ
種

類
の

有
毒

化
学

物
質

が
同

一
防

液
堤

内
に

複
数

な
い

こ
と

を

確
認
し
て
い
る
。
 

 1)
 

敷
地

内
の

固
定

源
か

ら
の

液
体

の
漏

え
い

に
お

い
て

は
，

全
量

が
堰

に
流

出
し

，
堰

内
で

プ
ー

ル
を

形
成

し
蒸

発
す

る
と

し
て

い
る

。
敷

地
外

の
固

定

源
か

ら
の

漏
え

い
は

，
固

定
源

が
冷

媒
で

保
管

さ
れ

て
い

る
と

特
定

し
て

お

り
，

過
去

の
事

故
事

例
か

ら
損

傷
形

態
を

考
慮

す
る

と
，

瞬
時

放
出

は
考

え

に
く
く
，
現
実
的
な
破
断
口
径
に
よ
る
継
続
的
な
漏
え
い
形
態
を
想
定
す
る
。 
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

2
) 
貯
蔵

さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物
質
が
液
体
で
放
出
さ
れ
る
場
合
、
液
体
が
広

が
る
面
積
（
例
え
ば
、
防
液
堤
の
容
積

及
び
材
質
、
排
液
口
の
有
無
、
防
液

堤
が
な
い
場
合
に
広
が
る
面
積
等
）
の

妥
当
性
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

3
) 
次
の

項
目
か
ら
判
断
し
て
、
有
毒
ガ
ス

の
性
状
、
放
出
形
態
に
応
じ
て
、
有

毒
ガ
ス
の
放
出
量
評
価
モ
デ
ル
が
適
切

に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

 

－
有
毒
化
学
物
質
の
漏
え
い
量

 

－
有
毒
化
学
物
質
及
び
有
毒
ガ
ス
の
物

性
値
（
例
え
ば
、
蒸
気
圧
、
密
度
等
） 

－
有
毒
ガ
ス
の
放
出
率
（
評
価
モ
デ
ル

の
技
術
的
妥
当
性
を
含
む
。）

 

4
) 
他

の
有

毒
化

学
物

質
等

と
の

化
学

反
応

に
よ

っ
て

有
毒

ガ
ス

が
発

生
す

る

可
能
性
の
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
考

慮
し
て
い
る
こ
と
。

 

5
) 
放
出

継
続
時
間
に
つ
い
て
は
、
終
息
活
動
が
行
わ
れ
な
い
も
の
と
仮
定
し
、

有
毒

ガ
ス

の
発

生
が

自
然

に
終

息
す

る
ま

で
の

時
間

を
計

算
し

て
い

る
こ

と
。

 

  

４
．
４

 
大
気

拡
散
及
び
濃
度
の
評
価

 

下
記

の
原

子
炉

制
御

室
等

外
評

価
点

及
び

重
要

操
作

地
点

で
の

濃
度

の
評

価

が
行
わ
れ
、
運
転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の
濃
度
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
す
る
。

 

ま
た
、
そ
の
際
に
、
原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
で
の
濃
度
の
有
毒
ガ
ス
が
原

子
炉
制
御
室
等
の
換
気
空
調
設
備
の
通
常
運
転
モ
ー
ド
で
、
原
子
炉
制
御
室
等
内

に
取
り
込
ま
れ
る
と
仮
定
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

 

2)
 

敷
地

内
固

定
源

に
対

し
て

，
全

量
流

出
後

に
受

動
的

に
機

能
を

発
揮

す
る

設
備

と
し

て
，

堰
を

設
定

し
た

。
全

量
流

出
で

あ
っ

て
も

堰
内

に
お

さ
ま

る

こ
と
を
確
認
し
，
開
口
部
面
積
で
蒸
発
す
る
こ
と
の
妥
当
性
を
示
し
て
い
る
。 

3)
 

1)
で

想
定

す
る

漏
え

い
状

態
，

全
量

漏
え

い
を

想
定

す
る

こ
と

，
有

毒
化

学
物

質
の

物
性

値
か

ら
，

温
度

に
応

じ
た

蒸
発

率
に

て
開

口
部

面
積

で
蒸

発

す
る
と
想
定
し
た
。
 

  

4)
 

他
の

有
毒

化
学

物
質

と
の

化
学

反
応

に
よ

っ
て

有
毒

ガ
ス

が
発

生
す

る
こ

と
の
な
い
よ
う
，
貯
蔵
容
器
を
配

置
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。（

添
付
資

料
5）

 

5)
 
放
出
継
続
時
間
に
つ
い
て
は
，
終
息
活
動
を
し
な
い
と
仮
定
し
た
う
え
で
，

評
価
し
て
い
る
。（

中
央
制
御
室
の
機
能
に
関
す
る
説
明
書
及
び
緊
急
時
対
策

所
の
機
能
に
関
す
る
説
明
書
 
表

4－
5）

 

 4.
4 

大
気
拡
散
及
び
濃
度
の
評
価
 
→

 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

中
央

制
御

室
等

の
外

気
取

込
口

や
重

要
操

作
地

点
で

の
濃

度
評

価
を

実
施

し
て
い
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

４
．
４
．
１

 
原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点

 

原
子

炉
制

御
室

等
の

外
気

取
入

口
が

設
置

さ
れ

て
い

る
位

置
を

原
子

炉
制

御

室
等
外
評
価
点
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

 ４
．
４
．
２

 
原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
及

び
重
要
操
作
地
点
で
の
濃
度
評
価

 

大
気

中
へ

放
出

さ
れ

た
有

毒
ガ

ス
の

原
子

炉
制

御
室

等
外

評
価

点
及

び
重

要

操
作
地
点
で
の
濃
度
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

原
子

炉
制

御
室

等
外

評
価

点
及

び
重

要
操

作
地

点
で

の
濃

度
評

価
の

妥
当

性

を
判
断
す
る
に
当
た
り
、

1
)～

6
)を

確
認
す

る
。

 

1
) 
次
の

項
目
か
ら
判
断
し
て
、
評
価
に
用
い
る
大
気
拡
散
条
件
（
気
象
条
件
を

含
む
。）

が
適
切
で
あ
る
こ
と
。

 

－
気
象
デ
ー
タ
（
年
間
の
風
向
、
風
速

、
大
気
安
定
度
）
は
評
価
対
象
と
す

る
地
理
的
範
囲
を
代
表
し
て
い
る
こ
と
。

 

－
評

価
に

用
い

た
観

測
年

が
異

常
年

で
な

い
と

い
う

根
拠

が
示

さ
れ

て
い

る
こ
と

参
６
。

 

2
) 
次
の

項
目
か
ら
判
断
し
て
、
有
毒
ガ
ス

の
性
状
、
放
出
形
態
に
応
じ
て
、
大

気
拡
散
モ
デ
ル
が
適
切
に
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

 

－
大
気
拡
散
の
解
析
モ
デ
ル
は
、
検
証
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
適
用
範

囲
内
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
選
定
し
た
解
析
モ
デ
ル
の
妥
当
性
、
不

確
か
さ
等
が
試
験
解
析
、
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
解
析
等
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い

る
こ
と
。）
。

 

3
) 
地
形

及
び
建
屋
等
の
影
響
を
考
慮
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
モ
デ
ル
化
の
妥
当

性
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
例
え
ば
、
三
次
元
拡
散
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
モ

4.
4.
1 

原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
 

→
 

評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

中
央

制
御

室
等

の
外

気
取

込
口

が
設

置
さ

れ
て

い
る

位
置

を
中

央
制

御

室
等
外
評
価
点
と
し
て
い
る
。

 

 

4.
4.
2 

原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
及
び
重
要
操
作
地
点
で
の
濃
度
評
価
 
 

→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 
 

大
気

中
へ

放
出

さ
れ

た
有

毒
ガ

ス
の

中
央

制
御

室
等

外
評

価
点

で
の

濃

度
を
評
価
し
て
い
る
。（

中
央
制
御
室
の
機
能
に
関
す
る
説
明
書
及
び
緊
急

時
対
策
所
の
機
能
に
関
す
る
説
明
書
 
表

4
－
5）

 

1)
 
評
価
に
用
い
る
大
気
拡
散
条
件
（
気
象
条
件
を
含
む
。）

の
う
ち
，
気
象
デ

ー
タ

（
年

間
の

風
向

，
風

速
，

大
気

安
定

度
）

は
評

価
対

象
と

す
る

地
理

的

範
囲

を
代

表
し

て
お

り
，

評
価

に
用

い
た

観
測

年
が

異
常

年
で

な
い

こ
と

を

確
認
し
て
い
る
。（

添
付
資
料

5
）
 

  

2)
 

大
気

拡
散

の
解

析
モ

デ
ル

は
，

有
毒

ガ
ス

の
性

状
，

放
出

形
態

等
を

考
慮

し
，

ガ
ウ

ス
プ

ル
ー

ム
モ

デ
ル

を
用

い
て

い
る

。
ガ

ウ
ス

プ
ル

ー
ム

モ
デ

ル

は
，

検
証

さ
れ

て
お

り
，

中
央

制
御

室
居

住
性

評
価

に
お

い
て

も
使

用
し

た

実
績
が
あ
る
。
 

  

3)
 
建
物
等
の
影
響
は
，「

原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性
に
係
る
被
ば

く
評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）」

に
基
づ
き
，
考
慮
し
て
い
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

デ
ル
を
用
い
る
場
合
等
）。

 

4
) 
敷
地

内
外
に
関
わ
ら
ず
、
複
数
の
固
定
源
か
ら
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
有
毒

ガ
ス
の
重
ね
合
わ
せ
を
考
慮
し
て
い
る

こ
と
。（

解
説

-６
）

 

 5
) 
有
毒

ガ
ス
の
発
生
が
自
然
に
終
息
し
、
原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
及
び
重

要
操

作
地

点
で

の
有

毒
ガ

ス
の

濃
度

が
お

お
む

ね
発

生
前

の
濃

度
と

な
る

ま
で
計
算
し
て
い
る
こ
と
。

 

6
) 
原
子

炉
制
御
室
等
外
評
価
点
及
び
重
要
操
作
地
点
で
の
濃
度
は
、
年
間
の
気

象
条
件
を
用
い
て
計
算
し
た
も
の
の
う

ち
、
厳
し
い
値
が
評
価
に
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
（
例
え
ば
、
毎
時
刻
の
原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
で
の
濃
度

を
年
間
に
つ
い
て
小
さ
い
方
か
ら
累
積

し
た
場
合
、
そ
の
累
積
出
現
頻
度
が

9
7
％
に
当
た
る
値
が
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
等

参
６
。）
。

 

 （
解
説

-６
）
敷
地
内
外
の
複
数
の
固
定
源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
の
重
ね
合
わ
せ

 

例
え
ば
、
ガ
ウ
ス
プ
ル
ー
ム
モ
デ
ル
を
用
い
る
場
合
、
評
価
点
か
ら
見
て
、

評
価
点
と
固
定
源
と
を
結
ん
だ
直
線
が

含
ま
れ
る
風
上
側
の
（
１
６
方
位
の

う
ち
の
）
１
方
位
及
び
そ
の
隣
接
方
位
に
敷
地
内
外
の
固
定
源
が
複
数
あ
る

場
合
、
個
々
の
固
定
源
か
ら
の
中
心
軸

上
の
濃
度
の
計
算
結
果
を
合
算
す
る

こ
と
は
保
守
的
な
結
果
を
与
え
る
と
考

え
ら
れ
る
。
評
価
点
と
個
々
の
固
定

源
の
位
置
関
係
、
風
向
等
を
考
慮
し
た
、
よ
り
現
実
的
な
濃
度
の
重
ね
合
わ

せ
評
価
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
妥
当
性
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
な
お
、
敷
地
内
可
動
源
に
つ
い
て
は
、
敷
地
内
外
の
固
定
源
と
の

重
ね
合
わ
せ
は
考
慮
し
な
く
て
も
よ
い

。
 

 

4)
 
固
定
源
が
存
在
す
る

16
方
位
の
１
方
位
に
対
し
て
，
そ
の
隣
接
方
位
に
存

在
す

る
固

定
源

か
ら

の
大

気
中

へ
放

出
さ

れ
た

有
毒

ガ
ス

の
重

ね
合

わ
せ

を

考
慮
す
る
。
 

5)
 
 

放
出

継
続

時
間

に
つ

い
て

は
，

終
息

活
動

を
し

な
い

と
仮

定
し

た
う

え

で
，
蒸
発
率
が
一
定
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

 

6)
 

中
央

制
御

室
外

評
価

点
で

の
濃

度
は

，
年

間
の

気
象

条
件

を
用

い
て

計
算

し
た

も
の

の
う

ち
，

毎
時

刻
の

中
央

制
御

室
外

評
価

点
で

の
濃

度
を

年
間

に

つ
い
て
小
さ
い
方
か
ら
累
積
し
た
場
合
，
そ
の
累
積
出
現
頻
度
が

9
7％

に
当

た
る
値
を
用
い
て
い
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

４
．
４
．
３
運

転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の
濃
度
評
価

 

運
転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の
濃
度
と
し
て
、
原
子
炉
制
御
室
等
に
つ
い
て
は

室
内
の
濃
度
が
、
重
要
操
作
地
点
に
つ
い
て
は
４
．
４
．
２
の
濃
度
が
、
そ
れ
ぞ

れ
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

原
子
炉
制

御
室
等
内
及
び
重
要
操
作
地
点
の
運
転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の
濃

度
評
価
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
に
当
た
り
、

1
)及

び
2

)を
確
認
す
る
。

 

1
) 
原
子

炉
制
御
室
等
外
評
価
点
の
空
気
に
含
ま
れ
る
有
毒
ガ
ス
が
、
原
子
炉
制

御
室

等
の

換
気

空
調

設
備

の
通

常
運

転
モ

ー
ド

に
よ

っ
て

原
子

炉
制

御
室

等
内
に
取
り
込
ま
れ
る
と
仮
定
し
て
い

る
こ
と
。

 

2
) 
敷
地

内
の
可
動
源
の
場
合
は
、
有
毒

化
学
物
質
ご
と
に
想
定
さ
れ
た
輸
送
ル

ー
ト
上
で
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
評
価
し
た

結
果
の
中
で
、
最
も
高
い
濃
度
が
選

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。（

図
4
参
照
）

 

 

   

4.
4.
3 

 運
転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の
濃
度
評
価
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

原
子

炉
制

御
室

等
に

つ
い

て
は

1
)
の

評
価

を
す

る
こ

と
で

室
内

の
濃

度
を
，
重
要
操
作
地
点
に
対
し
て
は
操
作
地
点
に
お
け
る
濃
度
を
評
価
し

て
い
る
。
 

敷
地

内
の

可
動

源
は

，
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

評
価

を
行

わ
ず

に
，

6
.
1.
2

の
対
策
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

 1)
 

中
央

制
御

室
等

の
外

気
取

込
口

が
設

置
さ

れ
て

い
る

位
置

を
中

央
制

御
室

等
外

評
価

点
と

し
て

お
り

，
本

地
点

に
お

け
る

濃
度

を
評

価
す

る
こ

と
で

，

室
内
濃
度
を
評
価
で
き
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

４
．
５

 
対
象

発
生
源
の
特
定

 

基
本
的
に

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
、
対
象
発
生
源
が
特
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
、
タ
ン
ク
の
移
設
等
を
行
う
場
合
に
は
、

再
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
評
価
結
果
も
確
認
す
る
。

 

  

５
．
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価

 

ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
評
価
の
結
果
、
特
定
さ
れ
た
対
象
発
生
源
を
対
象
に
、
防
護

措
置
等
を
考
慮
し
た
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

５
．
１
及
び
５
．
２
に
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
手
順
の
例
を
示
す
。

 

  ５
．
１

 
有
毒

ガ
ス
の
放
出
の
評
価

 

特
定
し
た

対
象
発
生
源
ご
と
に
、
有
毒
ガ
ス
の
単
位
時
間
当
た
り
の
大
気
中
へ

の
放

出
量

及
び

そ
の

継
続

時
間

が
評

価
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

た
だ

し
、
同
じ
種
類
の
有
毒
化
学
物
質
が
同
一
防
液
堤
内
に
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
一

つ
の
固
定
源
と
見
な
し
て
も
よ
い
。

 

有
毒
ガ
ス
の
放

出
量
評
価
の
妥
当
性
を
判
断

す
る
に
当
た
り
、

1
)～

5
)を

確
認

す
る
。

 

1
) 
貯
蔵

さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物
質
の
性
状
に
応
じ
た
、
有
毒
ガ
ス
の
大
気
中

へ
の
放
出
形
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
（
例
え
ば
、
液
体
で
保
管
さ
れ
て
い
る

場
合
、
液
体
で
放
出
さ
れ
プ
ー
ル
を
形

成
し
蒸
発
す
る
等
。）
。

 

2
) 
貯
蔵

さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物
質
が
液
体
で
放
出
さ
れ
る
場
合
、
液
体
が
広

4.
5 

対
象
発
生
源
の
特
定
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

敷
地
内
外
の
固
定
源
は
，
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
，
対
象
発

生
源
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
て
い
る
。
 

（
中

央
制

御
室

の
機

能
に

関
す

る
説

明
書

及
び

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
に

関

す
る
説
明
書
 
表

4
－
5）

 

 

5.
 
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
 
→
 

評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

敷
地
内
外
の
固
定
源
は
，
対
象
発
生
源
が
な
い
た
め
，
防
護
措
置
等
を
考
慮
し

た
有
毒
ガ
ス
影
響
評

価
は
不
要
で
あ
る
。
 

敷
地
内
の
可
動
源
は
，
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
を
行
わ
ず
に
，
6
.1
.
2
の
対
策

を
行
う
こ
と
と
し
て

い
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

が
る
面
積
（
例
え
ば
、
防
液
堤
の
容
積

及
び
材
質
、
排
液
口
の
有
無
、
防
液

堤
が
な
い
場
合
に
広
が
る
面
積
等
）
の

妥
当
性
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

3
) 
次
の

項
目
か
ら
判
断
し
て
、
有
毒
ガ
ス

の
性
状
、
放
出
形
態
に
応
じ
て
、
有

毒
ガ
ス
の
放
出
量
評
価
モ
デ
ル
が
適
切

に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

 

－
有
毒
化
学
物
質
の
漏
え
い
量

 

－
有
毒
化
学
物
質
及
び
有
毒
ガ
ス
の
物

性
値
（
例
え
ば
、
蒸
気
圧
、
密
度
等
） 

－
有
毒
ガ
ス
の
放
出
率
（
評
価
モ
デ
ル

の
技
術
的
妥
当
性
を
含
む
。）

 

4
) 
他

の
有

毒
化

学
物

質
等

と
の

化
学

反
応

に
よ

っ
て

有
毒

ガ
ス

が
発

生
す

る

場
合
に
は
、
そ
れ
を
考
慮
し
て
い
る
こ

と
。

 

5
) 
放
出

継
続
時
間
に
つ
い
て
は
、
中
和
等
の
終
息
活
動
を
行
わ
な
い
場
合
は
、

有
毒

ガ
ス

の
発

生
が

自
然

に
終

息
す

る
ま

で
の

時
間

を
計

算
し

て
い

る
こ

と
。
終
息
活
動
を
行
う
場
合
は
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
が
終
息
す
る
ま
で
の
時

間
と
し
て
も
よ
い
。

 

 ５
．
２

 
大
気

拡
散
及
び
濃
度
の
評
価

 

下
記

の
原

子
炉

制
御

室
等

外
評

価
点

及
び

重
要

操
作

地
点

で
の

濃
度

の
評

価

が
行
わ
れ
、
運
転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の

濃
度
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
す
る
。

 

ま
た
、
そ
の
際
に
、
原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
で
の
濃
度
の
有
毒
ガ
ス
が
原

子
炉
制
御
室
等
の
換
気
空
調
設
備
の
運
転
モ
ー
ド
に
応
じ
て
、
原
子
炉
制
御
室
等

内
に
取
り
込
ま
れ
る
と
仮
定
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

 ５
．
２
．
１

 
原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
の
設
定
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
に
当
た
り
、
原
子

炉
制
御
室
等

の
換
気

空
調
設
備
の
隔
離
を
考

慮
す

る
場
合
、

1
)及

び
2

)を
確
認
す

る
。（

解
説

-７
）

 

1
) 
外
気

取
入
口
か
ら
外
気
を
取
り
入
れ
て
い
る
間
は
、
外
気
取
入
口
が
設
置
さ

れ
て
い
る
位
置
を
評
価
点
と
し
て
い
る

こ
と
。

 

2
) 
外
気

を
遮
断
し
て
い
る
間
は
、
発
生
源
か
ら
最
も
近
い
原
子
炉
制
御
室
等
バ

ウ
ン
ダ
リ
位
置
を
評
価
点
と
し
て
選
定

し
て
い
る
こ
と
。

 

 （
解
説

-７
）
原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
の
選
定

 

有
毒

ガ
ス

の
発

生
時

に
外

気
を

取
り

入
れ

て
い

る
場

合
に

は
主

に
外

気

取
入
口
を
介
し
て
、
ま
た
有
毒
ガ
ス
の
発
生
時
に
外
気
を
遮
断
し
て
い
る
場

合
に
は
イ
ン
リ
ー
ク
に
よ
っ
て
、
原
子
炉
制
御
室
等
の
属
す
る
建
屋
外
か
ら

原
子
炉
制
御
室
等
内
に
有
毒
ガ
ス
が
取

り
込
ま
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の

た
め

、
原

子
炉

制
御

室
等

の
換

気
空

調
設

備
の

運
転

モ
ー

ド
に

応
じ

て
、
評
価
点
を
適
切
に
選
定
す
る
。

 

 

５
．
２
．
２

 
原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
及

び
重
要
操
作
地
点
で
の
濃
度
評
価

 

大
気

中
へ

放
出

さ
れ

た
有

毒
ガ

ス
の

原
子

炉
制

御
室

等
外

評
価

点
及

び
重

要

操
作
地
点
で
の
濃
度
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

原
子

炉
制

御
室

等
外

評
価

点
及

び
重

要
操

作
地

点
で

の
濃

度
評

価
の

妥
当

性

を
判
断
す
る
に
当
た
り
、

1
)～

5
)を

確
認
す

る
。

 

1
) 
次
の

項
目
か
ら
判
断
し
て
、
評
価
に
用
い
る
大
気
拡
散
条
件
（
気
象
条
件
を

含
む
。）

が
適
切
で
あ
る
こ
と
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

－
気
象
デ
ー
タ
（
年
間
の
風
向
、
風
速

、
大
気
安
定
度
）
は
評
価
対
象
と
す

る
地
理
的
範
囲
を
代
表
し
て
い
る
こ
と
。

 

－
評

価
に

用
い

た
観

測
年

が
異

常
年

で
な

い
と

い
う

根
拠

が
示

さ
れ

て
い

る
こ
と

参
６
。

 

2
) 
次
の

項
目
か
ら
判
断
し
て
、
有
毒
ガ
ス

の
性
状
、
放
出
形
態
に
応
じ
て
、
大

気
拡
散
モ
デ
ル
が
適
切
に
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

 

－
大
気
拡
散
の
解
析
モ
デ
ル
は
、
検
証
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
適
用
範

囲
内
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
選
定
し
た
解
析
モ
デ
ル
の
妥
当
性
、
不

確
か
さ
等
が
試
験
解
析
、
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
解
析
等
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い

る
こ
と
。）
。

 

3
) 
地
形

及
び
建
屋
等
の
影
響
を
考
慮
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
モ
デ
ル
化
の
妥
当

性
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
例
え
ば
、
三
次
元
拡
散
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
モ

デ
ル
を
用
い
る
場
合
等
）。

 

4
) 
敷
地

内
外
に
関
わ
ら
ず
、
複
数
の
固
定
源
か
ら
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
有
毒

ガ
ス
の
重
ね
合
わ
せ
を
考
慮
し
て
い
る

こ
と
。（

解
説

-６
）

 

5
) 
原
子

炉
制
御
室
等
外
評
価
点
及
び
重
要
操
作
地
点
で
の
濃
度
は
、
年
間
の
気

象
条
件
を
用
い
て
計
算
し
た
も
の
の
う

ち
、
厳
し
い
値
が
評
価
に
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
（
例
え
ば
、
毎
時
刻
の
原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
で
の
濃
度

を
年
間
に
つ
い
て
小
さ
い
方
か
ら
累
積

し
た
場
合
、
そ
の
累
積
出
現
頻
度
が

9
7
％
に
当
た
る
値
が
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
等

参
６
。）
。

 

 ５
．
２
．
３

 
運
転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の

濃
度
評
価

 

運
転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の
濃
度
と
し
て
、
原
子
炉
制
御
室
等
に
つ
い
て
は
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

室
内
の
濃
度
が
、
重
要
操
作
地
点
に
つ
い
て
は
５
．
２
．
２
の
濃
度
が
、
そ
れ
ぞ

れ
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

原
子
炉
制

御
室
等
内
及
び
重
要
操
作
地
点
の
運
転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の
濃

度
評
価
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
に
当
た
り
、

1
)～

5
)を

確
認
す
る
。

 

1
) 
有
毒

ガ
ス
の
発
生
時
に
、
原
子
炉
制
御
室
等
の
換
気
空
調
設
備
の
隔
離
を
想

定
し
て
い
る
場
合
に
は
、
外
気
を
遮
断
し
た
後
は
、
イ
ン
リ
ー
ク
を
考
慮
し

て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
際
に
、
設
定
し
た
イ
ン
リ
ー
ク
率
の
妥
当
性
が

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

2
) 
原

子
炉

制
御

室
等

内
及

び
重

要
操

作
地

点
の

濃
度

が
最

大
と

な
る

ま
で

計

算
し
て
い
る
こ
と
。

 

3
) 
原

子
炉

制
御

室
等

内
及

び
重

要
操

作
地

点
の

濃
度

が
有

毒
ガ

ス
防

護
判

断

基
準
値
を
超
え
る
場
合
に
は
、
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基
準
値
へ
の
到
達
時
間

を
計
算
し
て
い
る
こ
と
。

 

4
) 
敷
地

内
の
可
動
源
の
場
合
、
有
毒
化
学
物
質
ご
と
に
想
定
さ
れ
た
輸
送
ル
ー

ト
上
で
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
評
価
し
た
結

果
の
中
で
、
最
も
高
い
濃
度
が
選
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
。（

図
2
参
照
）

 

5
) 
次
に

例
示
す
る
よ
う
な
、
敷
地
内
の
有
毒
化
学
物
質
の
漏
え
い
等
の
検
出
か

ら
対
応
ま
で
の
適
切
な
所
要
時
間
を
考

慮
し
て
い
る
こ
と
。

 

－
原
子
炉
制
御
室
等
の
換
気
空
調
設
備

の
隔
離
を
想
定
し
て
い
る
場
合
は
、

換
気
空
調
設
備
の
隔
離
完
了
ま
で
の
所
要
時
間
。

 

－
原
子
炉
制
御
室
等
の
正
圧
化
を
想
定

し
て
い
る
場
合
は
、
正
圧
化
ま
で
の

所
要
時
間
。

 

－
空
気
呼
吸
具
若
し
く
は
同
等
品
（
酸
素
呼
吸
器
等
）
又
は
防
毒
マ
ス
ク
（
以
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

下
「

空
気

呼
吸

具
等

」
と

い
う

。
）

の
着

用
を

想
定

し
て

い
る

場
合

は
、

着
用
ま
で
の
所
要
時
間
。

 

６
．
有
毒
ガ
ス
防
護
に
対
す
る
妥
当
性
の
判
断

 

運
転

・
対

処
要

員
に

対
す

る
有

毒
ガ

ス
防

護
の

妥
当

性
を

判
断

す
る

に
当

た

り
、
６
．
１
及
び
６
．
２
を
確
認
す
る
。

 

６
．
１

 
対
象

発
生
源
が
あ
る
場
合
の
対
策

 

６
．
１
．
１

 
運
転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の

有
毒
ガ
ス
の
最
大
濃
度

 

 

有
毒
ガ
ス

影
響
評
価
の
結
果
、
原
子
炉
制
御
室
等
内
及
び
重
要
操
作
地
点
の
運

転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
の
最
大
濃
度
が
、
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基

準
値
を
下
回
る
こ
と
を
確
認
す
る

1
8
。

 

   ６
．
１
．
２

 
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
結
果
を

踏
ま
え
て
行
う
対
策

 

６
．
１
．
２
．
１

 
敷
地
内
の
対
象
発
生
源
へ
の
対
応

 

    （
１
）
有
毒
ガ
ス
の
発
生
及
び
到
達
の
検
出

 

 
有

毒
ガ

ス
の

発
生

及
び

到
達

の
検

出
に

つ
い

て
、

1
)及

び
2

)を
確

認
す

る
。

（
解
説

-８
）

 

  6.
 
有
毒
ガ
ス
防
護
に
対
す
る
妥
当
性
の
判
断
 

  6.
1 

対
象
発
生
源
が
あ
る
場
合
の
対
策
 

6.
1.
1
 

運
転

・
対

処
要

員
の

吸
気

中
の

有
毒

ガ
ス

の
最

大
濃

度
 

→
 

評
価

ガ

イ
ド
ど
お
り
 

敷
地

内
外

の
固

定
源

は
，

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
評

価
の

結
果

，
対

象
発

生

源
が

な
い

た
め

，
防

護
措

置
等

を
考

慮
し

た
有

毒
ガ

ス
影

響
評

価
は

不
要

で
あ
る
。
 

敷
地
内
の
可
動
源
は
，
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
を
行
わ
ず
に
，
6
.
1
.2

の

対
策
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

 6.
1.
2 

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
結
果
を
踏
ま
え
て
行
う
対
策
 

6.
1.
2.
1 

敷
地
内

の
対
象
発
生
源
へ
の
対
応
 

敷
地
内
の
可
動
源
に
対
し
て
は
，
発
電
所
敷
地
内
へ
入
構
す
る
際
，

立
会
人
等

を
入
構
箇
所
に
派
遣
し
，
受
入
完
了
ま
で
可
動
源
に
随
行
・

立
会

を
実

施
す

る
手

順
及

び
実

施
体

制
を

整
備

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。
 

(1
) 

有
毒
ガ
ス
の
発
生
及
び
到
達
の
検
出
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

敷
地

内
外

の
固

定
源

に
対

し
て

は
，

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
評

価
の

結
果

，

対
象

発
生

源
が

な
い

た
め

，
有

毒
ガ

ス
の

発
生

及
び

到
達

の
検

出
は

不
要
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

   

1
) 
有
毒

ガ
ス
の
発
生
の
検
出

 

次
の
項
目
を
踏
ま
え
、
敷
地
内
の
対
象
発
生
源
（
固
定
源
）
の
近
傍
に
お

い
て
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
又
は
発
生
の

兆
候
を
検
出
す
る
装
置
が
設
置
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

 

－
当
該
装
置
の
選
定
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

－
検
出
ま
で
の
応
答
時
間
が
適
切
で
あ
る
こ
と
。

 

2
) 
有
毒

ガ
ス
の
到
達
の
検
出

 

次
の

項
目

を
踏

ま
え

、
原

子
炉

制
御

室
等

の
換

気
空

調
設

備
等

に
お

い

て
、

有
毒

ガ
ス

の
到

達
を

検
出

す
る

た
め

の
装

置
が

設
置

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

 
－
当
該
装
置
の
選
定
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

 
－

有
毒

ガ
ス

防
護

判
断

基
準

値
レ

ベ
ル

よ
り

も
十

分
低

い
濃

度
レ

ベ
ル

で
検
出
で
き
る
こ
と
。

 

－
検
出
ま
で
の
応
答
時
間
が
適
切
で
あ
る
こ
と
。

 

（
２
）
有
毒
ガ
ス
の
警
報

 

有
毒
ガ
ス
の
警
報
に
つ
い
て
、
①
～
④

を
確
認
す
る
。（

解
説

-８
）

 

①
 
原

子
炉
制

御
室
及

び
緊

急
時

制
御
室

に
、

前
項

（
１

）
1
）

及
び

2
）
の

検

出
装

置
か

ら
の

信
号

を
受

信
し

て
自

動
的

に
警

報
す

る
装

置
が

設
置

さ
れ

て
い
る
こ
と
。

 

②
 
緊
急
時
対
策
所
に
つ
い
て
は
、
前
項
（
１
）

2
）
の
検
出
装
置
か
ら
の
信
号

で
あ
る
。
 

敷
地

内
の

可
動

源
に

対
し

て
は

，
人

に
よ

る
認

知
が

期
待

で
き

る
こ

と

か
ら
，
有
毒
ガ
ス
の
発
生
及
び
到
達
の
検
出
は
不
要
で
あ
る
。
 

1)
 
有
毒
ガ
ス

の
発
生
の
検
出
 

→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

敷
地
内
外
の
固
定
源
に
対
し
て
は
，
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
の
結
果
，
対

象
発
生
源
が
な

い
た
め
，
有
毒
ガ
ス
の
発
生
の
検
出
は
不
要
で
あ
る
。
 

   2)
 有

毒
ガ
ス
の
到
達
の
検
出
 →

 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

敷
地

内
外

の
固

定
源

に
対

し
て

は
，

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
評

価
の

結
果

，

対
象
発
生
源
が
な
い
た
め
，
有
毒
ガ
ス
の
到
達
の
検
出
は
不
要
で
あ
る
。
 

     

(2
) 

有
毒
ガ
ス
の
警
報
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

敷
地

内
外

の
固

定
源

に
対

し
て

は
，

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
評

価
の

結
果

，

対
象
発
生
源
が
な
い
た
め
，
有
毒
ガ
ス
の
警
報
は
不
要
で
あ
る
。
 

敷
地

内
の

可
動

源
に

対
し

て
は

，
人

に
よ

る
認

知
が

期
待

で
き

る
こ

と

か
ら

，
検

出
す

る
装

置
が

不
要

の
た

め
，

有
毒

ガ
ス

の
警

報
も

不
要

で
あ

る
。（

評
価
ガ

イ
ド
解
説
-
8）
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

を
受
信
し
て
自
動
的
に
警
報
す
る
装
置

が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

③
「
警
報
す
る
装
置
」
は
、
表
示
ラ
ン
プ
点
灯
だ
け
で
な
く
同
時
に
ブ
ザ
ー
鳴

動
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

 

④
 
有

毒
ガ

ス
の

警
報

は
、

原
子

炉
制

御
室

等
の

運
転

・
対

処
要

員
が

適
切

に

確
認
で
き
る
場
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る

こ
と
（
例
え
ば
、
見
や
す
い
場
所
に

設
置
す
る
等
。）
。

 

（
３
）
通
信
連
絡
設
備
に
よ
る
伝
達

 

通
信
連
絡
設
備
に
よ
る
伝
達
に
つ
い
て

、
①
及
び
②
を
確
認
す
る
。

 

①
 
既

存
の

通
信

連
絡

設
備

に
よ

り
、

有
毒

ガ
ス

の
発

生
又

は
到

達
を

検
知

し

た
運
転
員
か
ら
、
当
該
運
転
員
以
外
の

運
転
・
対
処
要
員
に
有
毒
ガ
ス
の
発

生
を
知
ら
せ
る
た
め
の
手
順
及
び
実
施

体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

②
 
敷

地
内

で
異

臭
等

の
異

常
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

は
、

こ
れ

ら
の

異
常

の

内
容
を
原
子
炉
制
御
室
又
は
緊
急
時
制

御
室
の
運
転
員
に
知
ら
せ
、
運
転
員

か
ら
、
当
該
運
転
員
以
外
の
運
転
・
対
処
要
員
に
知
ら
せ
る
た
め
の
手
順
及

び
実
施
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

。
 

  

（
４
）
防
護
措
置

 

原
子
炉
制
御
室
等
内
及
び
重
要
操
作
地

点
に
お
い
て
、
運
転
・
対
処
要
員
の

吸
気

中
の

有
毒

ガ
ス

の
濃

度
が

有
毒

ガ
ス

防
護

判
断

基
準

値
を

超
え

な
い

よ

う
、
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
評
価
結
果
を

踏
ま
え

、
必
要
に
応
じ
て

1
)～

5
)の

防
護

措
置

を
講

じ
る

こ
と

を
有

毒
ガ

ス
影

響
評

価
に

お
い

て
前

提
と

し
て

い
る

場

合
に
は
、
妥
当
性
の
判
断
に
お
い
て
、
講
じ
ら
れ
た
防
護
措
置
を
確
認
す
る

1
9
。 

      

(3
) 

通
信
連
絡
設
備
に
よ
る
伝
達

 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

敷
地

内
外

の
固

定
源

に
対

し
て

は
，

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
評

価
の

結
果

，

対
象
発
生
源
が
な
い
た
め
，
通
信
連
絡
設
備
に
よ
る
伝
達
は
不
要
で
あ
る
。 

敷
地

内
の

可
動

源
に

対
し

て
は

，
通

信
連

絡
設

備
に

よ
り

，
有

毒
ガ

ス

の
発

生
又

は
到

達
を

検
知

し
た

運
転

員
か

ら
，

当
該

運
転

員
以

外
の

運

転
・

対
処

要
員

に
有

毒
ガ

ス
の

発
生

を
知

ら
せ

る
た

め
の

手
順

及
び

実
施

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
ま

た
，

敷
地

内
で

異
臭

等
の

異
常

が
確

認
さ

れ
た

場
合

に
は

，
こ

れ
ら

の
異

常
の

内
容

を
中

央
制

御
室

の
当

直
長

に
知

ら
せ

，
運

転
員

か
ら

，
当

該
運

転
員

以
外

の
運

転
・

対
処

要
員

に
知

ら
せ

る
た

め
の

手
順

及
び

実
施

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
と

し
て

い

る
。
 

(4
) 

防
護
措
置
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

敷
地

内
外

の
固

定
源

に
対

し
て

は
，

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
評

価
の

結
果

，

対
象
発
生
源
で
な
い
た
め
，
防
護

措
置
は
不
要
で
あ
る
。
 

敷
地

内
の

可
動

源
に

対
し

て
は

，
立

会
人

等
を

確
保

し
，

異
常

の
早

期

検
知

を
行

う
と

と
も

に
，

異
常

発
生

時
に

は
換

気
空

調
設

備
の

隔
離

を
行

う
た

め
の

手
順

及
び

実
施

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
ま

た
，
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

    1
) 
換
気
空
調
設
備
の
隔
離

 

防
護
措
置
と
し
て
換
気
空
調
設
備
の
隔
離
を
講
じ
る
場
合
、
①
及
び
②

を
確
認
す
る
。

 

①
対

象
発

生
源

か
ら

発
生

し
た

有
毒

ガ
ス

を
原

子
炉

制
御

室
等

の
換

気
空

調
設

備
に

よ
っ

て
取

り
入

れ
な

い
よ

う
に

外
気

と
の

連
絡

口

は
遮
断
可
能
で
あ
る
こ
と
。

 

②
隔

離
時

の
酸

欠
防

止
等

を
考

慮
し

て
外

気
取

り
入

れ
の

再
開

が
可

能
で
あ
る
こ
と
。

 

2
) 
原
子
炉
制
御
室
等
の
正
圧
化

 

 
防
護
措
置
と
し
て
原
子
炉
制
御
室
等
の
正
圧
化
を
講
じ
る
場
合
は
、
①
～

④
を
確
認
す
る
。

 

①
加
圧
ボ
ン
ベ
に
よ
っ
て
原
子
炉
制
御
室
等
を
正
圧
化
す
る
場
合
、
有
毒

ガ
ス
の
放
出
継
続
時
間
を
考
慮
し
て
、
加
圧
に
必
要
な
期
間
に
対
し
て

十
分
な
容
量
の
加
圧
ボ
ン
ベ
が
配
備
さ
れ
る
こ
と
。
ま
た
、
加
圧
ボ
ン

ベ
の
容
量
は
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生

時
用
に
確
保
さ
れ
る
こ
と
（
放
射
性

物
質
の
放
出
時
用
等
と
の
兼
用
は
不
可
。）
。

 

②
中
和
作
業
の
所
要
時
間
を
考
慮
し
て
、
加
圧
ボ
ン
ベ
の
容
量
を
確
保
し

て
も
よ
い
。
そ
の
場
合
は
、
有
毒

化
学
物
質
の
広
が
り
の
想
定
が
適
切

で
あ
る
こ
と
（
例
え
ば
、
敷
地
内

可
動
源
の
場
合
、
道
路
幅
、
傾
斜
等

中
央

制
御

室
等

に
防

護
に

必
要

な
要

員
分

の
防

護
具

を
配

備
す

る
と

と
も

に
，
着
用
の
た
め
の
手
順
及
び
実
施
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

ま
た

，
漏

え
い

時
に

は
，

有
毒

ガ
ス

の
発

生
を

終
息

さ
せ

る
た

め
の

活
動

を

速
や
か
に
行
う
た
め
の
手
順
及
び
実
施
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

1)
 
換
気
空
調

設
備
の
隔
離
 

→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

①
 

敷
地

内
の

可
動

源
に

対
し

て
は

，
異

常
発

生
時

に
換

気
空

調
設

備
の

隔
離

を
行

う
た

め
の

手
順

及
び

実
施

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
と

し
て

い

る
。
 

  

②
 

敷
地

内
可

動
源

か
ら

の
有

毒
ガ

ス
の

発
生

が
終

息
し

た
こ

と
を

確
認

し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
外
気
取
入
れ
を
再
開
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

2)
 
 原

子
炉
制
御
室
等
の
正
圧
化
 

中
央
制
御
室
等
の
正
圧
化
は
実
施
し
な
い
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

を
考
慮
し
広
が
り
面
積
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
敷
地
内
固
定
源
の

場
合
、
堰
全
体
に
広
が
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
。）
。

 

③
原

子
炉

制
御

室
等

内
の

正
圧

が
保

た
れ

て
い

る
か

ど
う

か
確

認
で

き

る
測
定
器
が
配
備
さ
れ
る
こ
と
。

 

④
原

子
炉

制
御

室
等

を
正

圧
化

す
る

た
め

の
手

順
及

び
実

施
体

制
が

整

備
さ
れ
る
こ
と
。

 

3
) 
空
気
呼
吸
具
等
の
配
備

 

防
護

措
置

と
し

て
空

気
呼

吸
具

等
及

び
防

護
服

の
配

備
を

講
じ

る
場

合
は
、
①
～
④
を
確
認
す
る
。

 

な
お
、
対
象
発
生
源
の
場
合
、
有

毒
ガ
ス
が
特
定
で
き
る
た
め
、
防
毒

マ
ス
ク
を
配
備
し
て
も
よ
い
。

 

①
空
気
呼
吸
具
等
及
び
防
護
服
を
着
用
す
る
場
合
、
運
転
操
作
に
悪
影

響
を
与
え
な
い
こ
と
。
空
気
呼
吸
具
等
及
び
防
護
服
は
、
原
子
炉
制

御
室

等
内

及
び

重
要

操
作

地
点

に
と

ど
ま

る
人

数
に

対
し

て
十

分

な
数
が
配
備
さ
れ
る
こ
と
。

 

    ②
空
気
呼
吸
具
等
を
使
用
す
る
場
合
、
有
毒
ガ
ス
の
放
出
継
続
時
間
を

考
慮
し
て
、
空
気
呼
吸
具
等
を
着
用
し
て
い
る
時
間
に
対
し
て
十
分

な
容
量
の
空
気
ボ
ン
ベ
又
は
吸
収
缶
（
以
下
「
空
気
ボ
ン
ベ
等
」
と

い
う

。
）

が
原

子
炉

制
御

室
等

内
又

は
重

要
操

作
地

点
近

傍
に

適
切

      

3)
 
空
気
呼
吸

具
等
の
配
備
 

→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

中
央

制
御

室
等

に
防

護
に

必
要

な
要

員
分

の
防

護
具

を
配

備
す

る
と

と
も
に
，
着
用
の
た
め
の
手
順
及
び
実
施
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。
 

 

①
 

有
毒

ガ
ス

防
護

の
た

め
に

全
面

マ
ス

ク
等

を
着

用
し

た
場

合
に

お
い

て
も

，
操

作
に

必
要

な
視

界
が

確
保

さ
れ

る
こ

と
や

相
互

の
コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
が

可
能

で
あ

る
こ

と
，

ま
た

，
操

作
に

関
す

る
運

転
員

の

動
作

を
阻

害
す

る
も

の
で

な
い

こ
と

を
確

認
し

て
い

る
こ

と
か

ら
，

中

央
制
御
室
で
の
運
転
操
作
に
支
障
を
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
 

中
央

制
御

室
等

内
に

と
ど

ま
る

人
数

に
対

し
て

十
分

な
数

を
配

備
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
可

動
源

に
対

し
て

，
重

要
操

作
地

点
は

防
護

不

要
。
 

②
 

全
面

マ
ス

ク
を

着
用

し
て

い
る

時
間

に
対

し
て

十
分

な
数

量
の

吸
収

缶
を
中
央
制
御
室
等
に
配
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

に
配
備
さ
れ
る
こ
と
。

 

な
お
、
原
子
炉
制
御
室
等
内
又
は
重
要
操
作
地
点
近
傍
に
全
て
配

備
で
き
な
い
場
合
に
は
、
継
続
的
に
供
給
で
き
る
手
順
及
び
実
施
体

制
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
。

 

空
気
ボ
ン
ベ
等
の
容
量
に
つ
い
て
は
、
次
の
項
目
を
確
認
す
る
。

 

－
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
を
基
に
、
有
毒
ガ
ス
の
放
出
継
続
時
間
に

対
し
て
、
容
量
が
確
保
さ

れ
る
こ
と
。

 

－
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
を
行
わ
な
い
場
合
は
、
対
象
発
生
源
の
有

毒
化

学
物

質
保

有
量

等
か

ら
有

毒
ガ

ス
の

放
出

継
続

時
間

を

想
定
し
、
容
量
を
確
保
し

て
も
よ
い
。

 

－
中
和
作
業
の
所
要
時
間
を
考
慮
し
て
、
空
気
ボ
ン
ベ
等
の
容
量

を
確
保
し
て
も
よ
い
。
そ
の
場
合
は
、
有
毒
化
学
物
質
の
広
が

り
の
想
定
が
適
切
で
あ
る

こ
と
（
例
え
ば
、
敷
地
内
可
動
源
の

場
合
、
道
路
幅
、
傾
斜
等

を
考
慮
し
広
が
り
面
積
が
想
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
敷
地
内
固
定
源
の
場
合
、
堰
全
体
に
広
が
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
等
。）
。

 

－
容
量
は
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
時
用
に
確
保
さ
れ
る
こ
と
（
空
気

の
容
量
に
つ
い
て
は
、
放

射
性
物
質
の
放
出
時
用
等
と
の
兼
用

は
不
可
。
た
だ
し
、
空
気
ボ

ン
ベ
以
外
の
器
具
（
面
体
を
含
む
。）

は
、
兼
用
し
て
も
よ
い
。）

。
 

③
原

子
炉

制
御

室
等

内
及

び
重

要
操

作
地

点
の

有
毒

ガ
ス

防
護

対
象

者
の

吸
気

中
の

有
毒

ガ
ス

の
濃

度
が

有
毒

ガ
ス

防
護

判
断

基
準

値

以
下
と
な
る
よ
う
に
、
運
転
・
対
処
要
員
が
空
気
呼
吸
具
等
の
使
用

     

－
“
５
．
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
”
は
実
施
し
て
い
な
い
。
 

 

 
－

有
毒

化
学

物
質

保
有

量
等

か
ら

有
毒

ガ
ス

の
放

出
継

続
時

間
は

想
定

し

て
い
な
い
。
 

 －
有

毒
ガ

ス
の

発
生

を
終

息
さ

せ
る

た
め

に
希

釈
等

の
措

置
を

行
う

こ
と

と
し

て
お

り
，

措
置

が
完

了
す

る
ま

で
の

時
間

を
考

慮
し

た
容

量
の

吸

収
缶
を
配
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

   －
吸

収
缶

の
容

量
は

，
有

毒
ガ

ス
の

発
生

時
用

に
確

保
す

る
こ

と
と

し
て

い
る
。
 

  

③
④

 
中

央
制

御
室

等
内

の
有

毒
ガ

ス
防

護
対

象
者

の
吸

気
中

の
有

毒
ガ

ス
の

濃
度

が
有

毒
ガ

ス
防

護
判

断
基

準
値

以
下

と
な

る
よ

う
に

，
運

転
・

対
処

要
員

が
全

面
マ

ス
ク

の
使

用
を

開
始

で
き

る
よ

う
に

実
施
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

を
開
始
で
き
る
こ
と
。（

解
説

-９
）

 

④
空

気
呼

吸
具

等
を

使
用

す
る

た
め

の
手

順
及

び
実

施
体

制
が

整
備

さ
れ
る
こ
と
。

 

 

4
) 
敷
地
内
の
有
毒
化
学
物
質
の
中
和
等

の
措
置

 

防
護

措
置

と
し

て
敷

地
内

の
有

毒
化

学
物

質
の

中
和

等
の

措
置

を
講

じ
る
場
合
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
終
息

さ
せ
る
た
め
の
活
動
（
漏
え
い
し
た

有
毒
化
学
物
質
の
中
和
等
）
を
速
や
か

に
行
う
た
め
の
手
順
及
び
実
施
体
制

が
整
備
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。（

解
説
－
１
０
）

 

5
) 
そ
の
他

 

①
空
気
浄
化
装
置
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
浄
化
能
力
に
対
す
る
技

術
的
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

②
イ
ン
リ
ー
ク
率
の
低
減
の
た
め
の
設
備
（
加
圧
設
備
以
外
）
を
利
用
す

る
場
合
、
設
備
設
置
後
の
イ
ン
リ
ー
ク
率
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

③
そ
の
他
の
防
護
具
等
を
考
慮
す
る
場
合
は
、
そ
の
技
術
的
根
拠
が
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
。

 

 

（
解
説

-８
）
有
毒
ガ
ス
の
発
生
及
び
到
達
を

検
出
し
警
報
す
る
装
置

 

●
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
検
出
す
る
装
置

に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
有
毒
ガ
ス

の
発
生
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
の
兆
候
を
検
出
す
る
こ

と
と
し
て
も
よ
い
。
例
え
ば
、
検
出

装
置
と
し
て
貯
蔵
タ
ン
ク
の
液
位
計

を
用
い
て
お
り
、
当
該
液
位
計
の
故
障
等
に
よ
っ
て
原
子
炉
制
御
室
及
び

緊
急
時
制
御
室
へ
の
信
号
が
途
絶
え
た
場
合
、
そ
の
信
号
の
途
絶
を
貯
蔵

体
制
及
び
手
順
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

   

4)
 
敷
地
内
の

有
毒
化
学
物
質
の
中
和
等
の
措
置
 
 

→
 
評
価

ガ
イ
ド
ど
お
り
  

敷
地
内
可

動
源
か
ら
の
漏
え
い
時
に
は
，
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
終
息
さ

せ
る

た
め

の
活

動
を

速
や

か
に

行
う

た
め

の
手

順
及

び
実

施
体

制
を

整

備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

 

5)
 そ

の
他
 

そ
の
他
の
防
護
措
置
は
実
施
し
て
い
な
い
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

タ
ン
ク
の
損
傷
と
み
な
し
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
の
兆
候
を
検
出
し
た
と
し

て
も
よ
い
。

 

●
有
毒
ガ
ス
の
到
達
を
検
出
す
る
た
め

の
装
置
に
つ
い
て
は
、
検
出
装
置
の

応
答
時
間
を
考
慮
し
、
防
護
措
置
の
た
め
の
時
間
的
余
裕
が
見
込
め
る
場

合
は
、
可
搬
型
で
も
よ
い
。
ま
た
、
当
該
装
置
に
警
報
機
能
が
あ
る
場
合

は
、
そ
の
機
能
を
も
っ
て
有
毒
ガ
ス
の
到
達
を
警
報
す
る
装
置
と
し
て
も

よ
い
。

 

●
敷

地
内

可
動

源
に

つ
い

て
は

、
人

に
よ

る
認

知
が

期
待

で
き

る
こ

と
か

ら
、

発
生

及
び

到
達

を
検

出
す

る
装

置
の

設
置

は
求

め
な

い
こ

と
と

し

た
。

 

●
有
毒
ガ
ス
が
検
出
装
置
に
到
達
し
て

か
ら
、
検
出
装
置
が
応
答
し
警
報
装

置
に
信
号
を
送
る
ま
で
の
時
間
に
つ
い
て
、
そ
の
後
の
対
応
等
に
要
す
る

時
間
を
考
慮
し
て
も
、
必
要
な
時
間
ま
で
に
換
気
空
調
設
備
の
隔
離
を
行

え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

 

（
解
説

-９
）
米
国
に
お
け
る

ID
L

H
と
空
気

呼
吸
具
の
使
用
と
の
関
係

 

米
国
で

は
、

急
性

毒
性

の
判
断

基
準

と
し

て
ID

L
H
が

用
い

ら
れ

て
い

る
。

ID
L

H
値
の
例
を
表

4
に
示
す
。

3
0
分
間
の
ば
く
露
を
想
定
し
た

ID
L

H
値
は
、

多
数

の
有

毒
ガ

ス
に

つ
い

て
空

気
呼

吸
具

の
選

択
の

た
め

に
策

定
さ

れ
て

お

り
、
米
国

規
制
指
針

参
５
に
お
い
て
、
有
毒
化
学
物
質
の
漏
え
い
等
の
検
出
か
ら

2
分
以
内
に
空
気
呼
吸
具
の
使
用
を
開
始

す
べ
き
と
さ
れ
、
解
説

参
７
で
は
、

こ

の
2
分

と
い

う
設

定
は

ID
L

H
値

の
使

用
に

お
け

る
安

全
余

裕
を

与
え

る
も

の

で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

 

（
解
説

-１
０
）
有
毒
ガ
ス
ば
く
露
下
で
作
業

予
定
の
要
員
に
つ
い
て

 

有
毒
ガ
ス
の
発
生
時
に
有
毒
ガ
ス
ば
く

露
下
で
の
作
業
（
漏
え
い
し
た
有
毒

化
学
物
質

の
中
和
等
）
を
行
う
予
定
の
要
員
に
つ
い
て
も
、
手
順
及
び
実
施
体

制
を
整
備

す
べ
き
対
象
に
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
空
気
呼
吸
具
等
及
び
必
要
な

作
業

時
間

分
の

空
気

ボ
ン

ベ
等

の
容

量
が

配
備

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す

る
必
要
が

あ
る
（
６
．
２
の
対
策
に
お
い
て
は
、
防
毒
マ
ス
ク
及
び
吸
収
缶
を

除
く
。）
。

 

 ６
．
１
．
２
．
２

 
敷
地
外
の
対
象
発
生
源
へ
の
対
応

 

（
１
）
敷
地
外
か
ら
の
連
絡

 

敷
地
外
で
有
毒
ガ
ス
が
発
生
し
た
場
合

、
そ
の
発
生
を
原
子
炉
制
御
室
又
は

緊
急
時
制

御
室
内
の
運
転
員
に
知
ら
せ
る
仕
組
み
（
例
え
ば
、
次
の
情
報
源
か

ら
有
毒
ガ

ス
の
発
生
事
故
情
報
を
入
手
し
、
運
転
員
に
知
ら
せ
る
た
め
の
手
順

                    

6.
1.
2.
2 

敷
地
外

の
対
象
発
生
源
へ
の
対
応

 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

敷
地
外
の
固
定
源
に
対
し
て
は
，
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
の
結
果
，

対
象
発
生

源
で
な
い
た
め
，
敷
地
外
か
ら
の
連
絡
，
通
信
連
絡
設
備
に
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

及
び
実
施

体
制
）
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
。

 

－
消
防
、
警
察
、
海
上
保
安
庁
、
自
衛

隊
 

－
地
方
公
共
団
体
（
例
え
ば
、
防
災
有
線
放
送
、
防
災
行
政
無
線
、
防
災
メ

ー
ル
、
防
災
ラ
ジ
オ
等
）

 

－
報
道
（
例
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ス
速
報
等

）
 

－
そ
の
他
有
毒
ガ
ス
の
発
生
事
故
に
係

る
情
報
源

 

（
２
）
通
信
連
絡
設
備
に
よ
る
伝
達

 

①
敷

地
外

か
ら

の
連

絡
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

既
存

の
通

信
連

絡
設

備
に

よ

り
、
運
転
・
対
処
要
員
に
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
知
ら
せ
る
た
め
の
手
順
及
び

実
施
体
制
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
。

 

②
 
敷

地
外

か
ら

の
連

絡
が

な
く

て
も

、
敷

地
内

で
異

臭
が

す
る

等
の

異
常

が

確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
異

常
の
内
容
を
原
子
炉
制
御
室
又
は
緊

急
時
制
御
室
の
運
転
員
に
知
ら
せ
、
運
転
員
か
ら
、
当
該
運
転
員
以
外
の
運

転
・
対
処
要
員
に
知
ら
せ
る
た
め
の
手
順
及
び
実
施
体
制
が
整
備
さ
れ
る
こ

と
。

 

（
３
）
防
護
措
置

 

原
子
炉
制

御
室
等
内
及
び
重
要
操
作
地
点
に
お
い
て
、
運
転
・
対
処
要
員
の
吸

気
中
の
有
毒
ガ
ス
の
濃
度
が
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基
準
値
を
超
え
な
い
よ
う
、
ス

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
結
果
を
基
に
、
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
に
お
い
て
、
必
要
に
応

じ
て
防
護
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
妥
当
性
の
判
断

に
お
い

て
、
講
じ

ら
れ

た
防
護
措
置

を
確
認

す
る

2
0
。
確
認
項
目

は
、
６
．
１

．

２
．
１
（
４
）
と
同
じ
と
す
る
。（

解
説

-１
１
）

 

 

よ
る
伝
達

及
び
防
護
措
置
は
不
要
で
あ
る
。
 

敷
地
外
の
可
動
源
は
，
6
.
1
.2

の
対
応
は
不
要
で
あ
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

（
解
説

-１
１
）
敷
地
外
に
お
い
て
発
生
す
る

有
毒
ガ
ス
の
認
知

 

敷
地
外
の
対
象
発
生
源
で
、
有
毒
ガ
ス

の
種
類
が
特
定
で
き
る
も
の
に
つ
い

て
、
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
に
お
い
て
、
有

毒
ガ
ス
の
到
達
と
敷
地
外
か
ら
の
連

絡
に
見
込

ま
れ
る
時
間
の
関
係
な
ど
に
よ
り
、
防
護
措
置
の
一
部
と
し
て
、
当

該
発

生
源

か
ら

の
有

毒
ガ

ス
の

到
達

を
検

出
す

る
た

め
の

設
備

等
を

前
提

と

し
て
い
る

場
合
に
は
、
妥
当
性
の
判
断
に
お
い
て
、
講
じ
ら
れ
た
防
護
措
置
を

確
認
す
る

。
 

 ６
．
２

 
予
期

せ
ず
発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
に
関
す
る
対
策

 

対
象
発
生

源
が
特
定
さ
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の
発

生
（
例
え
ば
、
敷
地
外
可
動
源
か
ら
発
生
す

る
有
毒
ガ
ス
、
敷
地
内
固
定
源
及
び

可
動

源
に

お
い

て
予

定
さ

れ
て

い
た

中
和

等
の

終
息

作
業

が
で

き
な

か
っ

た
場

合
に
発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
等
）
を
考
慮
し
、
原
子
炉
制
御
室
等
に
対
し
、
最
低
限

の
対
策
と
し
て
、（

１
）
～
（
３
）
を
確
認
す
る
。（

解
説

-１
２
）

 

（
１
）
防
護
具
等
の
配
備
等

 

①
 
運

転
・

初
動

要
員

に
対

し
て

、
必

要
人

数
分

の
防

護
具

等
が

配
備

さ
れ

て

い
る
と
と
も
に
、
防
護
の
た
め
の
手
順

及
び
実
施
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る

こ
と
。
少
な
く
と
も
、
次
の
も
の
が
用

意
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

－
敷
地
内
に
お
け
る
必
要
人
数
分
の
空

気
呼
吸
具
又
は
同
等
品
（
酸
素
呼
吸

器
等
）

2
1
の
配
備
（
着
用
の
た
め
の
手
順
及
び
実
施
体
制
を
含
む
。）

 

－
一
定
量
の
空
気
ボ
ン
ベ
の
配
備
（
例
え
ば
、

6
 
時
間
分
。
な
お
、
６
．
１
．

２
．
１
（
４
）

3
)に

お
い
て
配
備
す
る
空
気
ボ
ン
ベ
の
容
量
と
兼
用
し
て

も
よ
い
。）
（
解
説

-１
３
）

 

          6.
2 

予
期
せ
ず
発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
に
関
す
る
対
策
 

予
期
せ
ず
発
生

す
る
有
毒
ガ
ス
は
、
設
置
許
可
の
中
で
は
重
大
事
故
時
の
技

術
的
能
力
に
整
理
さ
れ
、
技
術
基
準
の
要
求
事
項
で
な
い
こ
と
か
ら
、
保
安
規

定
に
て
整
理
す
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

②
 
敷

地
内

固
定

源
及

び
可

動
源

に
お

い
て

中
和

等
の

終
息

作
業

を
考

慮
す

る

場
合
に
つ
い
て
は
、
予
定
さ
れ
て
い
た
中
和
等
の
終
息
作
業
が
で
き
な
か
っ

た
場
合
を
考
慮
し
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
（
中
和
等
の
終
息
作
業
を
仮
定

せ
ず
に
実
施
。）

の
結
果
有
毒
ガ
ス
の
放
出
継
続
時
間
が

6
時
間
を
超
え
る
場

合
は
、
①
に
加
え
、
当
該
放
出
継
続
時
間
ま
で
空
気
呼
吸
具
又
は
同
等
品
（
酸

素
呼
吸
器
等
）
の
継
続
的
な
利
用
が
で
き
る
こ
と
を
考
慮
し
、
空
気
ボ
ン
ベ

等
が
配
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。（

解
説

-１
４
）

 

③
 
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
し
て
、
供
給
体
制

が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
例
え
ば
、

空
気
圧
縮
機
に
よ
る
使
用
済
空
気
ボ
ン

ベ
へ
の
空
気
の
再
充
填
等
）。

 

④
 
①

に
お

い
て

配
備

し
た

防
護

具
等

に
つ

い
て

は
、

必
要

に
応

じ
て

有
毒

ガ

ス
ば
く
露
下
で
作
業
予
定
の
要
員
が
使

用
で
き
る
よ
う
、
手
順
及
び
実
施
体

制
（
防
護
具
等
の
追
加
を
含
む
。）

が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。（

解
説

-１
０
） 

（
２
）
通
信
連
絡
設
備
に
よ
る
伝
達

 

①
敷

地
外

か
ら

の
連

絡
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

既
存

の
通

信
連

絡
設

備
に

よ

り
、
原
子
炉
制
御
室
等
の
運
転
・
対
処
要
員
に
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
知
ら
せ

る
た
め
の
手
順
及
び
実
施
体
制
が
整
備

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

②
敷
地
内

で
異
臭
等
の
異
常
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
異
常
の
内

容
を
原
子
炉
制
御
室
又
は
緊
急
時
制
御

室
の
運
転
員
に
知
ら
せ
、
運
転
員
か

ら
、
当
該
運
転
員
以
外
の
運
転
・
対
処
要
員
に
知
ら
せ
る
た
め
の
手
順
及
び

実
施
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

 

（
解
説

-１
２
）
予
期
せ
ず
発
生
す
る
有
毒
ガ

ス
の
検
出

 

予
期
せ
ず
発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
に
つ
い

て
、
有
毒
ガ
ス
の
種
類
と
量
が
特
定
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

で
き
な
い

も
の
も
あ
り
、
そ
の
場
合
、
検

出
装
置
の
設
置
は
困
難
な
こ
と
か
ら
、

そ
れ
を
求

め
な
い
こ
と
と
し
、
人
に
よ
る
異
常
の
認
知
（
例
え
ば
、
臭
気
で
の

検
出
、
動

植
物
等
の
異
常
の
発
見
等
）
に
よ
る
こ
と
と
し
た
。

 

（
解
説

-１
３
）
空
気
ボ
ン
ベ
の
容
量

 

米
国
で
は
、
空
気
呼
吸
具
の
空
気
の
容

量
に
つ
い
て
、
影
響
評
価
の
結
果
対

応
が

必
要

と
な

っ
た

場
合

、
敷

地
内

で
少
な

く
と

も
6
時
間

分
を

用
意
し

、
追

加
分
に
つ

い
て
は
、
敷
地
外
か
ら
数
百
時
間
分
の
空
気
ボ
ン
ベ
の
供
給
が
可
能

で
あ
る
こ

と
を
求
め
て
お
り
、
予
期
せ
ず
発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
に
つ
い
て
は
考

慮
の
対
象

と
し
て
い
な
い

参
５
。
今
般
、
国
内
の
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
に
よ
る
有
毒

化
学
物
質
輸
送
事
故
等
の
事
例

参
８
を
踏
ま

え
、
中
和
、
回
収
等
の
作
業
の
所
要

時
間

を
考

慮
し

て
、

一
定

量
と

し
て

、
6
時
間

分
が

用
意
さ

れ
て

い
る
こ

と
と

し
た
。

 

予
期
せ
ず
発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
に
つ
い

て
は
、
影
響
評
価
の
結
果
、
有
毒
ガ

ス
が

発
生

し
な

い
と

さ
れ

る
場

合
で

あ
っ

て
も

求
め

る
対

応
で

あ
る

こ
と

か

ら
、

空
気

の
容

量
は

他
の

用
途

の
容

量
（

例
え

ば
、
「

原
子

力
災

害
対

策
特

別

措
置

法
に

基
づ

き
原

子
力

事
業

者
が

作
成

す
べ

き
原

子
力

事
業

者
防

災
業

務

計
画

等
に

関
す

る
命

令
」
（

平
成

２
４

年
文

部
科

学
省

、
経

済
産

業
省

令
第

４

号
）
第
４
条
の
要
求
に
よ
り
保
有
し
て
い
る
も
の
等
）
と
兼
用
し
て
も
よ
い
こ

と
と
す
る

。
 

（
解
説

-１
４
）
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
つ
い
て

 

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、
敷
地
内
外
か
ら
の
空
気
の
供
給
体
制
（
例
え

ば
、
空
気

圧
縮
機
に
よ
る
使
用
済
空
気
ボ
ン
ベ
へ
の
清
浄
な
空
気
の
再
充
填
、

離
れ
た
場

所
か
ら
の
空
気
ボ
ン
ベ
の
供
給
等
）
に
よ
り
、
継
続
的
に
供
給
さ
れ
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド

 
原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況

 

る
こ
と
が

望
ま
し
い
。

 

（
３
）
敷
地
外
か
ら
の
連
絡

 

有
毒
ガ
ス

が
発
生
し
た
場
合
、
そ
の
発
生
を
原
子
炉
制
御
室
又
は
緊
急
時
制
御

室
内
の
運
転
員
に
知
ら
せ
る
仕
組
み
（
例
え
ば
、
次
の
情
報
源
か
ら
有
毒
ガ
ス
の

発
生
事
故
情
報
を
入
手
し
、
運
転
員
に
知
ら
せ
る
た
め
の
手
順
及
び
実
施
体
制
）

が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

－
消
防
、

警
察
、
海
上
保
安
庁
、
自
衛
隊

 

 
－
地
方
公
共
団
体
（
例
え
ば
、
防
災
有
線
放
送
、
防
災
行
政
無
線
、
防
災
メ
ー

ル
、
防
災
ラ
ジ
オ
等
）

 

－
報
道
（

例
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ス
速
報
等
）

 

－
そ
の
他

有
毒
ガ
ス
の
発
生
事
故
に
係
る
情
報
源
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46 

2. 固定源及び可動源の特定について 

 

固定源及び可動源の特定の考え方については，工事計画認可申請書の「中央制御室の機

能に関する説明書」の別添「固定源及び可動源の特定について」に記載のとおりであるが，

その詳細について示すものである。 

敷地内の固定源及び可動源の特定に当たっては，工事計画認可申請書の「中央制御室の

機能に関する説明書」の別添「固定源及び可動源の特定について」の別紙 2－1に示すとお

り調査対象とする有毒化学物質を選定し，該当するものを整理したうえで，生活用品及び

セメント固化の廃棄物のように製品性状により運転員の対処能力に影響を与える観点で考

慮不要と考えられるものについては類型化して整理し，有毒化学物質の性状，貯蔵量及び

貯蔵方法等から大気中に多量に放出されるおそれがあるか，または，性状により悪影響を

与える可能性があるかを確認した。 

「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」解説-4の考え方を参考に調査対象外とする有毒

化学物質を整理した。観点は以下のとおりである。 

・固体あるいは揮発性が乏しい液体であること 

・ボンベ等に保管された有毒化学物質 

・試薬類 

・建屋内保管される薬品タンク 

・密閉空間で人体に影響を与える性状 

 

それぞれ，別紙 2－1～2－5にて詳細な説明を記載し，整理リストを別紙 2－5－1及び別

紙 2－5－2に示す。 
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別紙 2－1 

固体あるいは揮発性が乏しい液体の取り扱いについて 

 

「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」（以下「ガイド」という。）における有毒ガス防

護に係る妥当性確認においては，『ガス発生源の調査（3．評価に当たって行う事項）』の後，

『評価対象物質の評価を行い，対象発生源を特定（4．スクリーニング評価）』したうえで，

『防護措置等を考慮した放出量，拡散の評価（5．有毒ガス影響評価）』を行う。 

スクリーニング評価に先立ち実施する固定源及び可動源の調査のうち，敷地内固定源に

ついては，「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対象とされているが，確

実に調査，影響評価及び防護措置の策定ができるように，スクリーニング評価において「固

体あるいは揮発性が乏しい液体」の取り扱いについて考え方を整理した。 

整理にあたっては，ガイドの「3．評価に当たって行う事項」の解説－4(調査対象外とす

る場合)を考慮した。 

 

常温で固体あるいは揮発性が乏しい液体は，以下の理由により蒸発量が少ないことから，

有毒ガスのうち気体状の有毒化学物質が大気中に多量に放出されることはないため，調査

対象外とする。 

 

○固体は揮発するものではないため，固体又は固体を溶解している水溶液中の固体分子

は蒸発量が少ない。 

○濃度が生活用品程度の水溶液は，一般的に生活用品として使用される濃度であり，蒸

発量は少ない。 

○沸点は，化学物質の飽和蒸気圧が外圧と等しくなる温度であり，化学物質が沸点以上

になると沸騰し多量に気化するため，発電所の一般的な環境として超えることのない

100℃を沸点の基準とし，それ以上の沸点をもつ物質は多量に放出されるおそれがない。

ただし，沸点が 100℃以上の物質を一律に除外するのでなく，念のため分圧が過度の

値でないことを確認する。 

 

また，薬品の蒸発率は，文献「Modeling hydrochloric acid evaporation in ALOHA」に

記載の下記の式に従い，化学物質の分圧に依存するため，濃度が低く分圧が小さい薬品も

揮発性が乏しい液体に含まれる。 

 

 

【ガイド記載】 

（解説-4）調査対象外とする場合 

貯蔵容器が損傷し、容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても、有毒ガ

スが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。（例えば、使用場所が限

定されていて貯蔵量および使用量が少ない試薬等） 
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E  ：蒸発率（kg/s） 

EC ：補正蒸発率（kg/s） 

A  ：堰面積（m2） 

KM ：化学物質の物質移動係数（m/s） 

MW  ：化学物質の分子量（kg/kmol） 

PV ：化学物質の分圧（Pa） 

Pa  ：大気圧（Pa） 

R   ：ガス定数（J/kmol・K） 

T   ：温度（K） 

 

  島根原子力発電所敷地内の屋外タンクに貯蔵される薬品のうち評価対象としている塩酸の

場合，20℃において，濃度20％の塩酸の分圧が27.3Pa，濃度35％の塩酸の分圧が10,399Paで

ある。よって，濃度20％の塩酸の蒸発率は濃度35％の塩酸の蒸発率の1/400以下となるため，

大気中に多量に放出されることはない。 

以上を踏まえ，具体的な判断フローを図1に示す 

 

 

図1 固体または揮発性が乏しい液体の判断フロー 
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図1のフローに基づき，固体または揮発性の乏しい液体について，表1のとおり抽出した。

また，対象物質の物性値を表2に示す。 

 

表1 固体または揮発性の乏しい物質の抽出結果  

 

表2 対象物質の物性値 

 

 

一方，有毒化学物質の保管状態によっては，放出時にエアロゾル化する場合もあること

から，以下のとおり有毒化学物質のエアロゾル化について検討を行った。 

 

エアロゾルは，その生成過程の違いから，粉塵，フューム，煙及びミストに分類される

（表3参照）。 
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放射性固体廃棄物処理用に使用するセメントは，常温常圧で固体の対象物質であるが，

廃棄物と固化させる過程において水と混練する。混練したセメントと水は，固化するまで

の間は，常温常圧下において液体である。 

液体の対象物質のエアロゾルの形態としては，煙又はミストが挙げられるが，煙につい

ては，燃焼に伴い発生するものであり，本規制の適用範囲外であることから，液体のエア

ロゾル化に対してはミストへの考慮が必要である。 

 

表3 エアロゾルの形態および生成メカニズム 

エアロゾルの

形態 
メカニズム＊1 対象物質 

粉塵 

(dust) 

固形物がその化学組成が変わらないままで，形，大きさが変わって粒状に

なり空気中に分散したもので，粉砕，研磨，穿孔，爆破，飛散など，主と

して物理的粉砕・分散過程で生じる。したがって，球状，針状，薄片状な

ど，形，大きさともに不均一でかつ大きさは1μm以上のものが多い。 

固体 

フューム 

(fume) 

固体が蒸発し，これが凝縮して粒子となったもので，金属の加熱溶融，

溶接，溶断，スパークなどの場合に生じる。このような過程では，一般

に物理的作用に化学的変化が加わり，空気中では多くの場合酸化物とな

っており，球状か結晶状である。粒径は小さく1μm以下のものが多い。 

固体 

煙 

(smoke) 

燃焼に際して生じるいわゆる「けむり」に類するもので，一般に有機物の

不完全燃焼物，灰分，水分などを含む有色性の粒子である。一つ一つの粒

子は小さく球形に近いが，これらがフロック状をなすものが多い。 

液体 

固体 

ミスト 

(mist) 

一般には微小な液滴粒子を総称していう。すなわち，液滴が蒸発凝縮した

もの，液面の破砕や噴霧などにより分散したものが全て含まれ，形状は球

形であるが，大きさは生成過程によってかなり幅がある。 

液体 

 

ミストとしてのエアロゾル粒子は，粒子が直接大気中に放出される一次粒子と，ガス状

物質として放出されたものが，物理的影響又は化学的変化を受けて粒子となる二次粒子が

あり，その生成過程は，破砕や噴霧などの機械的な力による分散過程と，蒸気の冷却や膨

張あるいは化学反応に伴う凝集過程に大別される。＊2 

代表的なミスト化の生成メカニズム＊2～＊4に対する液体状の有毒化学物質のエアロゾル

化の検討結果を表4に示す。 

エアロゾル化の生成メカニズムとしては，加圧状態からの噴霧及び高温加熱による蒸発

後の凝集及び飛散が考えられるが，保管状態等を考慮するといずれの生成過程でも有毒化

学物質が大気中に多量に放出されることはないことを確認した。 

以上のことから，固体あるいは揮発性が乏しい液体については，有毒ガスとしての評価

の対象外であるものと考えられる。 
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表4 エアロゾル（ミスト）に対する検討結果 

＜参考文献＞ 

注記＊1：「エアロゾル学の基礎」（日本エアロゾル学会 編） 

＊2：大気圏エアロゾルの化学組成と発生機構、発生源（笠原（1996）） 

＊3：テスト用エアロゾルの発生（金岡（1982）） 

＊4：大気中のSOx及びNOxの有害性の本質）（北川（1977）） 

＊5：液体微粒化の基礎

（http://www.ilass-japan.gr.jp/activity/other/12th_suzuki.pdf）（鈴 木） 

エアロゾル

粒子2) 
生成過程2)～4) 具体例 検討結果 

一次粒子 

①飛散 
・貯蔵容器の破損に伴

う周囲への飛散 

貯蔵施設の下部には堰等が設置されており，流出時

にも堰等内にとどめることが可能である。 

②噴霧 

（加圧状態） 

・加圧状態で保管され

ている物質の噴出 

液体が加圧状態で噴霧された場合には，一部は微粒

子となりエアロゾルが発生するが，液体の微粒子化

には最小でも0.2MPa程度の圧力（差圧）が必要とさ

れており＊5，加圧状態で保管されている貯蔵施設は

なく，エアロゾルが大気中に多量に放出されるおそ

れがあるものはない。 

③飛沫同伴 
・激しい撹拌に伴う発

生気泡の破裂 

撹拌された状態で保管されている有毒化学物質は

ないことから，有毒ガスが大気中に多量に放出され

るおそれがない。 

二次粒子 

（ガス状物

質からの生

成） 

①化学的生成 
・大気中の硫黄酸化物

の硫酸化 大気中のガスからエアロゾルが生成するメカニズ

ムであり，揮発性が乏しい液体のエアロゾル化のメ

カニズムには該当しない。 
②大気中の 

ガスの凝集 

・断熱膨張等の冷却作

用による蒸気の生成，

凝集 

③高温加熱によ

る蒸発後の凝集 

・加熱（化学反応によ

る発熱を含む）による

蒸気の生成，凝集 

高温加熱状態で保管されている有毒化学物質はな

く，また，化学反応により多量の蒸気を発生させる

ような保管状態にある揮発性が乏しい液体の有毒

化学物質はないため，有毒ガスが大気中に多量に放

出されるおそれがない。 

仮に加熱された場合を考慮すると，加熱により蒸発

した化学物質が冷却され，再凝集することでエアロ

ゾルが発生することから，一般的には沸点以上の加

熱があった場合に，エアロゾルが発生する可能性が

ある。 

従って，沸点が高い有毒化学物質（100℃以上）に

ついては，その温度まで周囲の気温が上昇すること

は考えられず，仮に気温が上昇したとしても，溶媒

である水が先に蒸発し，その気化熱（蒸発潜熱）に

より液温の上昇は抑制されることから，加熱を原因

としてエアロゾルが大気中に多量に放出されるお

それはない。 

また，沸点が低いものは，全量気体としてスクリー

ニング評価することとしている。 
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別紙2－2 

 

有毒ガス評価に係る高圧ガス容器(ボンベ)に貯蔵された 

液化石油ガス(プロパンガス)の取り扱いについて 

 

 1. プロパンガスの取り扱いの考え方 

「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」（以下「ガイド」という。）における有毒ガス防護

に係る妥当性確認においては，『ガス発生源の調査（3．評価に当たって行う事項）』の後，

『評価対象物質の評価を行い，対象発生源を特定（4．スクリーニング評価）』したうえで，

『防護措置等を考慮した放出量，拡散の評価（5．有毒ガス影響評価）』を行う。 

スクリーニング評価に先立ち実施する固定源及び可動源の調査のうち，敷地内固定源につ

いては「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対象とされているが，確実に

調査，影響評価及び防護措置の策定ができるように，高圧ガス容器（以下，ボンベという）

に貯蔵された液化石油ガスの取り扱いについて考え方を整理した。 

整理にあたっては，ガイドの「3．評価に当たって行う事項」の解説-4（調査対象外とす

る場合）を考慮した。 

高圧ガス容器（ボンベ）は，JIS B 8241に基づき製造され，高圧ガス保安法によって，耐

圧試験，気密試験等を行い，合格したものだけが使用される。また，高圧ガス容器は，高圧

ガス保安法により，転落・転倒防止措置を講じることが定められており，適切に固縛等対策

が施されている。このため，ボンベからのプロパンガスの漏えい形態としては，配管等から

の少量漏えいが想定される。 

また，ボンベ内の圧力が高まる事象が発生したとしても，安全弁からプロパンが放出され

ることになり，多量に放出されるような気体の噴出に至ることはない。 

プロパンは常温・常圧で気体であり，空気よりも重たい物質であることから，一般的に屋

外に保管されているボンベから漏えいしたとしても，気化して低所に拡散して希釈されるこ

とになる。 

さらに，プロパンの人体影響は窒息影響が生じる程の高濃度で発生することから，少量漏

えいの場合では人体影響は発生しないものと考えられる。 

なお，プロパンが短時間で多量に放出される場合は，ボンベが外からの衝撃により破損す

る事象が考えられるが，そのような場合は衝撃の際に火花が生じ，プロパン等は引火して爆

発すると考えられ，火災・爆発による原子炉制御室等の影響評価は，有毒ガス影響評価ガイ

ドの適用範囲外である。 

以上より，ボンベに貯蔵されているプロパンが漏えいしたとしても，多量に漏えいするこ

とは考えられず，配管等からの少量漏えいとなり，速やかに拡散，希釈されるため，運転・

【ガイド記載】 

（解説-4）調査対象外とする場合 

貯蔵容器が損傷し，容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても，有毒ガ

スが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。（例えば，使用場所が限

定されていて貯蔵量および使用量が少ない試薬等） 
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対処要員の対処能力が著しく損なわれる可能性は限りなく低いことから，ボンベに貯蔵され

たプロパンは調査対象外として取扱うことが適切であると考える。 

 

2. 事故事例 

(1) 事故統計に基づく情報 

○事故の内容 

LPガスによる事故情報を，経済産業省HPのLPガスの安全のページ＊1の情報に基づき，平

成24年～平成30年の7年間のLPガスに関係する事故概要を整理したものが表1である。 

プロパンに関する事故は年間に100件以上発生しており，中毒等の事故も10件程度が発生

しているが，中毒等の全ては一酸化炭素中毒または酸素欠乏によるもので，プロパン自体

での中毒事故は記録がない。 

 

表1 液化石油ガスに係る過去の事故事例数（2021年8月末現在） 

年 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

事故合計 260 210 187 182 140 195 212 

爆発・火災＊ 252 204 184 176 131 192 203 

中毒等 8 6 3 6 9 3 7 

中毒等

内訳 

CO毒 8 4 3 4 9 3 6 

酸素欠乏 0 2 0 2 0 0 1 

注記＊：漏えい，漏えい爆発等，漏えい火災。 

 

(2) 地震によるLPガス事故事例 

地震等の災害時にはLPガスボンベの流出等の事故が想定される。以下では災害時の事故

事例を集約した。東日本大震災等の災害時においても，配管破損の事例はあるものの，ボ

ンベの破損事例は認められていない。 

 

○東日本大震災時の事故事例 

東日本大震災時のLPガスに係る事故事例を，経済産業省の総合資源エネルギー調査会の報

告書＊2から抽出した。 

本資料に記載のLPガス漏えい爆発・火災事故は以下の1例のみであった。 

日時：平成 23年 3月 11日（地震発生日）16時 02分 

場所：共同住宅 

事故内容：LPガス漏えいによる爆発・火災 

被害状況：事故発生室の隣室の住人 1名が焼死 

設備状況：50Kg容器 8本を専用収納庫に設置 

転倒防止チェーンを設置していたため容器転倒なし 

事故原因：当該住宅のうちの 1室のガスメーター付近の供給管が破断，ガスが漏えいし，何ら

かの火花で引火，爆発に至ったものと推定されている 

点検・調査：震災直後は実施されていない 
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また，以上の事故事例の他，LPガスボンベの流出等に関して以下の記載がある。 

 マイコンメーターの安全装置が震災時にガスの供給を遮断し，有効に機能した。 

 電柱に1本の容器が高圧ホースだけでぶら下がっていたものもあり，高圧ホースの

強度は相当であることが示された。 

 ガス放出防止型高圧ホースについては，地域により設置状況にばらつきがあったが，

設置していた家庭において，地震による被害の抑制に有効に機能したケースがあっ

た。 

 ある系列のLPガス販売事業者には，浸水する程度の津波であれば，鎖の二重掛けを

したボンベは流失しなかったとの情報が多数寄せられた。 

 今回の震災においては，LPガス容器の流出が多数発生し，回収されたLPガス容器に

中身のないものが多数認められていることから，流出したLPガス容器からLPガスが

大気に放出されたものと推定される。 

 一部の報道等において，流出LPガス容器から放出されたガスが火災の要因の一つと

なった可能性についての指摘も見受けられている一方で，ガス放出防止型高圧ホー

スが有効に機能し，地震による被害が抑制された例や，鎖の二重がけをしたLPガス

容器は流出しなかったといった例が報告されている他，今回の震災を踏まえて容器

転倒防止策の徹底やガス放出防止器の設置等に取り組む事業者も出てきている。 

 

なお，上記の報告書においては，以下のような情報を踏まえ，マイコンメーターの設置

やガス放出防止機器＊4の設置促進が適切としている。 

  

東日本大震災でのLPガスボンベ           東日本大震災後の津波で流された 

の被災状況の一例＊3                     容器の一例＊3 

 

○その他の災害時の事故事例 

東日本大震災以外の災害時の事故事例については，以下のような情報がある。 

 熊本地震では，地震による崩落で容器が転倒し，供給設備が破損した事例はあるが，

ガス漏えいによる二次被害（火災・爆発等事故）は無し。 

（熊本内 LP ガス消費世帯数約 50万戸） 
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熊本地震での LPガスボンベの被災状況の一例＊3 

 

 東日本豪雨（常総市の水害）では，水の勢いで容器が引っ張られ，配管が破損した

事例がある。（事故情報は記載なし） 

 

 

東日本豪雨（常総市の水害）でのLPガスボンベの被災状況の一例＊3 

 

＜参考文献＞ 

注記＊1：経済産業省 HP LPガスの安全 

＊2：東日本大震災を踏まえた今後の液化石油ガス保安の在り方について～真に災害に強

い LPガスの確立に向けて～  平成 24 年 3 月  総合資源エネルギー調査会  高圧ガ

ス及び火薬類保安分科会  液化石油ガス部会 

＊3：自然災害対策について  平成 29年 11月   関東液化石油ガス協議会   業務主任者・

管理者研修会 

＊4：ガス放出防止機器とは，大規模地震，豪雪等で容器転倒が起こった場合に生じる大

量のガス漏れを防止し，被害の拡大を防ぐ器具のこと。高圧ホースと一体となった

高圧ホース型と独立した機器の形の放出防止器型とがある。 

 

 

3. 発電所におけるプロパンガスボンベの保管状況 

発電所にて保管されているプロパンガスボンベは建物内に保管されており，また高圧ガス

保安法の規則に則り固縛されているため，何らかの外力がかかったとしても，ボンベ自体が
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損傷することは考えにくい。発電所におけるプロパンボンベの保管状況を以下に示す。 

 

 

 

【補助ボイラプロパンガスボンベ庫】LPガス（補助ボイラ起動用） 

 

4. 漏えい率評価 

4.1 評価方法 

前述の通り，ボンベ単体としては健全性が保たれることから，ガスボンベからの漏えい

形態としては，接続配管からの少量漏えいを想定した。漏えい率は，下記の「石油コンビ

ナートの防災アセスメント指針」における災害現象解析モデル式によってプロパンボンベ

を例に評価した。 

 

＜気体放出＞（流速が音速未満(po／p＞γC)の場合） 

   

qG：気体流出率（kg/s） 

c：流出係数（不明の場合は0.5とする） 

a：流出孔面積（m2） 

p：容器内圧力（Pa） 

po：大気圧力（＝0.101×106 Pa） 

Ｍ：気体のモル重量（kg/mol） 

Ｔ：容器内温度（Ｋ） 

γ：気体の比熱比 

Ｒ：気体定数（＝8.314Ｊ/mol・K） 

Ｚ：ガスの圧縮係数（＝1.0：理想気体） 

 

4.2 評価結果 

プロパンボンベからの放出率は約4.8×10－４kg/sであり，評価対象の固定源（塩酸）と

ボンベ ボンベ固縛用チェーン 
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比較して１/19以下となった。更に，防護判断基準値が400倍以上高いことを考慮すると，

影響は小さいと説明できる。 

 プロパンボンベ （参考）排水中和用塩酸タンク 

放出率（kg/s） 4.8×10－4 
平均：9.4×10－3 

（4.1×10－3～5.3×10－2） 

防護判断基準値（ppm） 23500 50 

 

（評価条件） 

パラメータ 設定値 備考 

流出孔面積 2.1×10－6 m2 

接続配管径：16.1 mm 

配管断面積の1/100 

（少量漏えい） 

容器内温度 25℃ 保管温度 

容器内圧力 0.07 MPa 運転時の通常圧力 

気体のモル重量 0.044096 kg/mol 機械工学便覧 

気体の比熱比 1.135 機械工学便覧 

 

 

4.3 横置きボンベの影響 

ボンベは通常縦置きにて設置され，配管に接続されるため，充填されたガスは気体とし

て供給されるが，雑固体焼却炉では横置きで設置され，配管に接続されるため，液体で供

給された場合の漏えい影響を検討した。 

なお，ボンベが横置きで設置されるのは雑固体焼却炉のプロパンのみである。 

 

〇配管長さ 

雑固体焼却炉において，ボンベ庫内にあるボンベから気化器までの配管長さは約10mあり，

配管内は液体，気体の混合物である。気化器通過後は，配管内は気体となり，焼却炉へ供

給されることとなるが，その配管長さは約53mある。また，ボンベには過流防止弁が設置さ

れており，多量流出は想定されない。 
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図1 雑固体焼却設備のプロパンガス概略系統図 

 

 

図2 雑固体焼却炉のプロパンボンベ気化器回りの現場状況 

 

  

気化器

気体・液体配管

（ボンベ庫）

プロパンボンベ

約10m 約53m

空気予熱器へ

気体配管

気化器

気体・液体配管

（約10m）

気体配管

（約 53m）
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〇漏えい時の放出率 

漏えい率は，「石油コンビナートの防災アセスメント指針」における災害現象解析モデ

ル式により評価した。 

配管から気体として漏えいするとした場合のプロパンの放出率は，約3.1×10－3kg/sで

あり，評価対象の固定源（塩酸）と比較して約1/3以下となる。 

 なお，表1に示すとおり，液体配管から漏えいするとして評価した場合でも，プロパン

の放出率は，約9.5×10－2kg/sであり，評価対象の固定源（塩酸）からの放出率よりも10

倍以上大きいものの，放出率の防護判断基準の差が400倍以上であることから，防護判断基

準値の比は，40倍程度となり，影響は小さい。 

気体放出の評価条件を表2に，液体放出の評価条件を表3に示す。 

 

表1 焼却炉プロパンボンベの放出率及び防護判断基準値 

 
焼却炉プロパンボンベ （参考）排水中和用 

     塩酸タンク 気体放出 液体放出 

放出率（kg/s） 3.1×10－3 9.5×10－2 平均：9.4×10－3 

防護判断基準値（ppm） 23500 50 

 

＜気体放出＞（流速が音速以上(p0/p≦γC)の場合） 

  

qG：気体流出率（kg/s） 

c：流出係数（不明の場合は0.5とする） 

a：流出孔面積（m2） 

p：容器内圧力（Pa） 

po：大気圧力（＝0.101×106 Pa） 

Ｍ：気体のモル重量（kg/mol） 

Ｔ：容器内温度（K） 

γ：気体の比熱比 

Ｒ：気体定数（＝8.314Ｊ/mol・K） 

Ｚ：ガスの圧縮係数（＝1.0：理想気体） 
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表2 気体放出の評価条件 

パラメータ 設定値 備 考 

流出孔面積 5.8×10－6 m2 
接続配管径：27.2 mm 

配管断面積の１/100（少量漏えい） 

容器内温度 25 ℃ 保管温度 

容器内圧力 0.3 MPa 運転時の通常圧力 

気体のモル重量 0.044096 kg/mol 機械工学便覧 

気体の比熱比 1.135 機械工学便覧 

 

＜液体放出＞ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3 液体放出の評価条件 

パラメータ 設定値 備 考 

流出係数 1 

「石油コンビナートの防災アセスメント指針」に

は，不明の場合0.5としているものの，保守的に1

と設定した 

流出孔面積 3.6×10－6 m2 
接続配管径：21.4mm 

配管断面積の１/100（少量漏えい） 

容器内温度 25 ℃ 保管温度 

容器内圧力 0.7MPa 運転時の通常圧力 

液密度 492.8kg/m3 日本LPガス協会HP 

液位 ０m 液面と流出孔の高さの差 

フラッシュ率 １ 全量気化する＊1 

注記＊1：フラッシュ率は，以下の式で評価できる。 

 

qL ：液体流出率（m3/s） 

ca ：流出係数（＝1） 

a  ：流出孔面積（m2） 

p  ：容器内圧力（Pa） 

p0 ：大気圧力（＝0.101MPa） 

ρL ：液密度（kg/m3） 

g  ：重力加速度（＝9.8）（m/s2） 

h  ：液位（m）（液面と流出孔の高さの差） 

qG ：有毒ガスの重量放出率（kg/s） 

f  ：フラッシュ率 
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フラッシュ率は，ガスの種類と流出前の温度によって決まり，焼却炉プロパンボンベから流

出した場合のフラッシュ率は，0.38となるが，少量流出のため全量気化するものとした。 

 

f：フラッシュ率 

T：液体の貯蔵温度（K） 

H：液体の貯蔵温度におけるエンタルピー（J/kg） 

Tb：液体の大気圧での沸点（K） 

Hb：液体の沸点におけるエンタルピー（J/kg） 

Cp:液体の比熱（Ｔb～Ｔの平均：J/kg・K） 

hb：沸点での蒸発潜熱（J/kg） 
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別紙 2－3 

圧縮ガスの取り扱いについて 

 

1. 圧縮ガスの取り扱いの考え方 

「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」（以下「ガイド」という。）における有毒ガス防護

に係る妥当性確認においては，『ガス発生源の調査（3．評価に当たって行う事項）』の後，

『評価対象物質の評価を行い，対象発生源を特定（4．スクリーニング評価）』したうえで，

『防護措置等を考慮した放出量，拡散の評価（5．有毒ガス影響評価）』を行う。 

スクリーニング評価に先立ち実施する固定源及び可動源の調査のうち，敷地内固定源につ

いては「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対象とされているが，確実に

調査，影響評価及び防護措置の策定ができるように，スクリーニング評価において高圧ガス

容器（以下，ボンベという）に貯蔵された二酸化炭素等の圧縮ガスの取り扱いについて考え

方を整理した。 

整理にあたっては，ガイドの「3．評価に当たって行う事項」の解説-4（調査対象外とす

る場合）を考慮した。 

 

原子力発電所内での圧縮ガスは，屋外又は制御室の含まれない建物内に保管されている。 

圧縮ガスは，高圧ガス保安法で規定された高圧容器で保管されており，溶接容器では溶接

部試験，容器の破裂試験や耐圧試験等が規定されており，十分な強度を有しているもののみ

が認可されている。したがって，高圧ガスの漏えい事故は容器やバルブからではなく，主に

配管からの漏えいであるものと考えられる。 

事故事例をみても，圧縮ガスの事故の多くが製造時に生じており，消費段階では事故の発

生は少なく，主に配管や接続機器で生じたものである。また，容器本体からの漏えい事故の

原因は，火災や容器管理不良が原因であり，東日本大震災による事故情報でも容器本体の事

故は認められていない。 

上記の高圧容器で保管している圧縮ガスの漏えい箇所としては，事故事例からみても容器

本体やバルブからの漏えいは少なく，配管からの漏えいとすることが現実的な想定であり，

この場合のガスの流出率は少量であり，建物外に拡散した場合に周囲の空気で希釈されるた

め，高濃度になることはない。 

一方，これらの圧縮ガスは，IDLH値が高く（例えば二酸化炭素では40000 ppm（４％）），

窒息影響に匹敵する高濃度での影響であり，閉鎖空間での漏えいといった状況以外では影響

が生じる濃度に至ることはないものと考えられる。 

以上のことから，圧縮ガスについては有毒ガスとしての評価の対象外であるものと考えら

【ガイド記載】 

（解説-4）調査対象外とする場合 

貯蔵容器が損傷し，容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても，有毒ガ

スが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。（例えば，使用場所が限

定されていて貯蔵量および使用量が少ない試薬等） 
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れる。 

 

2. 島根原子力発電所におけるガスボンベの保管状況 

島根原子力発電所では，耐震重要度分類に対応した架台に設置，または，高圧ガス保安法

の規則に則り固縛等がなされ，何らかの外力がかかったとしても，ボンベ自体が損傷するこ

とは考えにくい。 

島根原子力発電所におけるガスボンベの保管状況を以下に示す。 

 

  

【ガスタービン発電設備建物】 

ハロン 1301（消火設備） 

【２号ボンベ庫】 

炭酸ガス 

  

【２号炉放射化学分析室前】 

アセチレン 

【取水槽】 

酸素 

 

 

3. 漏えい率評価 

前述の通り，ボンベ単体としては健全性が保たれることから，ボンベからの漏えい形態と

しては接続配管からの少量漏えいが想定される。漏えい率は別紙2のプロパンボンベからの

漏えい率評価と同様であり，防護判断基準値を考慮するとその影響は小さい。 

 

化学物質名 防護判断基準値（ppm） 

ハロン１３０１ 40,000 

炭酸ガス 40,000 

六フッ化硫黄 220,000 

アセチレン 100,000 

架台（ラック） 

ボンベ 

架台（ラック） 

ボンベ 

ボンベ固定金具 

ボンベ固縛用チェーン 

ボンベ 
ボンベ 

架台（ラック） 
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別紙 2－4 

 

有毒ガス評価に係る建物内有毒化学物質の取り扱いについて 

 

1. 建物内有毒化学物質の取り扱いの考え方 

スクリーニング評価に先立ち実施する固定源および可動源の調査のうち，敷地内固定源に

ついては「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対象とされているが，「敷

地内」には建物外だけでなく，建物内にも有毒化学物質は存在すること等も踏まえ，確実に

調査，影響評価および防護措置の策定ができるように，建物内の化学物質の扱いについて考

え方を整理した。 

整理にあたっては，ガイドの「3．評価に当たって行う事項」の解説-4（調査対象外とす

る場合）を考慮した。 

 

建物内に貯蔵された有毒化学物質については，全量が流出しても，以下の理由から有毒ガ

スが建物外（大気中）に多量に放出される可能性はないと考えられる。 

 

○分析試薬などとして使用する有毒化学物質について，薬品庫等で適切に保管管理されてお

り，それら試薬は分析室で使用されるのみであり，分析室においては局所排気装置が設置

されていること，また，保管量は，薬品タンク等と比較して少量であること等から，流出

しても建物外に多量に放出されることはない。 

○建物内にある有毒化学物質を貯蔵しているタンクから流出した場合であっても，タンク周

辺の堰にとどまる又はサンプや中和槽に流出することになる。流出先で他の流出水等によ

り希釈されるとともに，サンプや中和槽内に留まることになり，有毒ガスが建物外に多量

に放出されることはない。 

○また，液体状態から揮発した有毒化学物質は，液体表面からの拡散により，連続的に揮発，

拡散が継続することで周辺環境の濃度が上昇していくこととなる。しかし，建物内は風量

が小さく蒸発量が屋外に比べて小さいため，有毒ガスが建物外に多量に放出されることは

ない。 

○密度の大きいガスの場合，重力によって下層に移動，滞留することから多量に大気中に放

出されることはない。 

また，密度の小さいガスの場合，浮力によって上層に移動し，建物外に放出される可能性

もあるが，建物内で希釈されることから多量の有毒ガスが短時間に建物外に放出されるこ

とはない。 

以上のことから，建物内に貯蔵された有毒化学物質により，有毒ガスが建物外（大気中）

【ガイド記載】 

（解説-4）調査対象外とする場合 

貯蔵容器が損傷し，容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても，有毒ガス

が大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。（例えば，使用場所が限定さ

れていて貯蔵量および使用量が少ない試薬等） 
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に多量に放出されることはなく，有毒ガス防護対象者の必要な操作等を阻害しないことから，

建物内に貯蔵された有毒化学物質についてはガイド解説-4を適用することで，調査対象外と

整理することが適切と判断できる。 

 

2. 建物効果の確認 

建物内は風速が小さく蒸発量が建物外に比べて小さいことを定量的に確認するため，建物

内の薬品タンク周りの風速を測定するとともに，建物内温度による影響及び拡散効果を評価

した。 

 

2.1  建物内風速 

2.1.1 測定対象 

島根原子力発電所において建物内に薬品が保管される以下のエリアを風速測定の対

象とした。 

(1) ３号機補助ボイラー建物（ヒドラジン） 

(2) 所内ボイラー・純水装置建物（3号）（ヒドラジン） 

 

2.1.2 測定方法 

測定対象において，漏えいが想定される箇所で，風速計を用いて風速測定を実施し

た。測定例を図1に示す。測定は，測定対象毎に複数点行い，平均値を算定した。 
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図1 建物内風速の測定例（所内ボイラー・純水装置建物（3号）） 

 

2.1.3 測定結果 

測定結果を表1に示す。建物内の風速は，いずれの測定対象においても，最大でも

0.1m/s未満であり，屋外風速に対して，十分小さかった。 

 

表1 建物内における風速測定結果 

建物 薬品タンク 風速＊1 
（参考） 

屋外風速＊2 

(1)３号機補助ボイラ

ー建物 

補助ボイラー低圧薬注

タンク 
＜0.1m/s 

2.6m/s 
(2)所内ボイラー・純

水装置建物（3号） 
濃縮ヒドラジンタンク ＜0.1m/s 

注記＊1：測定器の検出下限値は0.01m/sである。測定は複数点行い，風速の算定にあたっ

ては，検出下限未満の場合は0.01m/sとして平均値を算出。 

＊2：屋外風速は，地上風を代表する観測点（標高28.5m）における観測風速の年間平

均を示す。 

 

  

 

測定状況 

薬品タンク設置エリア 
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2.2 建物内温度 

2.2.1 調査対象 

 薬品タンクエリアは，温度を測定していないことから，建物内における外気温との

気温差を把握するため，定期的に温度測定を実施している固体廃棄物貯蔵所のデータ

を調査した。 

 

2.2.2 測定方法 

固体廃棄物貯蔵所は，保安規定に基づき定期的に巡視点検を実施している。その際，

建物内に設置した温度計より温度データを採取し，記録しており，これらデータより

蒸発率への影響が大きい夏場の気温を調査した。測定状況を図2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 建物内温度の測定状況（固体廃棄物貯蔵所） 

 

2.2.3 測定結果 

建物内温度の測定結果を表2に示す。夏場における建物内の温度は，外気温を比較し

て－1.0℃であり，温度差が小さいことを確認した。 

 

 

 
測定状況 

ドラム缶保管エリア 
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表2 夏場（7月～8月）における建物内温度測定結果（令和元年度） 

 固体廃棄物貯蔵所＊1 （参考）外気温＊2 

温度 26.6℃ 27.6℃ 

注記＊1：巡視点検における採取記録。夏場における平均温度。 

＊2：敷地内露場における観測温度。巡視点検と同時刻の外気の平均気温。 

 

2.3 評価 

風速測定結果を用いて，蒸発率を算定するとともに，建物内温度の影響を評価した。 

蒸発率は、文献「Modeling Hydrochloric Acid Evaporation in ALOHA」に従い，下記

の式で評価できる。 

 

 

 

E ：蒸発率(kg/s) 

EC ：補正蒸発率(kg/s) 

A ：堰面積(m2) 

KM ：化学物質の物質移動係数(m/s) 

MW ：化学物質の分子量(kg/kmol) 

Pv ：化学物質の分圧(Pa) 

R ：ガス定数(J/kmol・K) 

T ：温度(K) 

U ：風速(m/s) 

Z ：堰直径(m) 

SC ：化学物質のシュミット数 
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ν ：動粘性係数(m2/s) 

DM ：化学物質の分子拡散係数(m2/s) 

DH2O   ：温度T(K)、圧力Pv(Pa)における水の分子拡散係数(m2/s) 

MWH2O  ：水の分子量(kg/kmol) 

MWm ：化学物質の分子量(kg/kmol) 

D0 ：水の拡散係数(=2.2×10-5m2/s) 

 

風速は，物質移動係数KMのＵ項に該当し，蒸発率は  に比例する。 

屋内風速0.1m/s（測定結果の上限値）の場合＊， ＝0.17，屋外風速2.6m/s（年間平均）

では， ＝2.1となる。 

従って，建物内の蒸発率は，屋外に対して１/10以下となる。また，温度は，4－5－1

式と4－5－5式におけるＴ項に該当するとともに，分圧Pv，動粘度係数νも温度の影響を

受ける。これらパラメータから塩酸を例に評価すると，蒸発率は，          に

比例する。 

室内温度26.6℃（夏場建物内温度）の場合，         ＝11.5，外気温27.7℃

（夏場外気温）では，         ＝12.2となる。 

従って，気温が高い夏場でも建物内の蒸発率は，屋外に対して約0.94倍であり，蒸発率

に及ぼす影響は，風速と比較し小さい。 

さらに，漏えい時には，中和槽等に排出されるとともに建物内で拡散し，放出経路も限

定されることから，大気中に多量に放出されるおそれはなく，建物効果を見込むことが可

能であると考えられる。 

 

注記＊：弱風時の蒸発率の考え方 

風速が0m/sの場合でも，液面から蒸発したガスは濃度勾配を駆動力として分子

拡散によって移動するが，これは風による移流を考慮した前述の評価式では模擬

できない。 

ただし，分子拡散のみによる移動量は極めて小さく，弱風時（0.1m/s）では風

による移流が分子拡散より支配的であることから，分子拡散のみによる移動は，

弱風時の移流に大きな影響を与えることはないと考えられる。 

塩酸（35wt％）を例に比較すると，以下のとおり無風時の分子拡散のみによる

移動量を考慮した蒸発率は，弱風時の風による移流を考慮した蒸発率の約1/5であ

り，弱風時では風による移流が分子拡散より支配的である。 

 

①   無風時（０m/s）の蒸発現象をフィックの法則にてモデル化し，4－5－7式及び 

4－5－8式に示すとおり単位面積当たりの蒸発率を評価した。 

その結果1気圧，20℃，塩酸（35wt%）の場合，単位面積当たりの蒸発率は 

約2.7×10－5kg/s・m2となる 

②   弱風時（0.1m/s）の風による移流を考慮すると，同じく1気圧，20℃，塩酸（35wt％）
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の場合，単位面積当たりの蒸発率は約1.4×10-4kg/s・m2となる。 

 

      

F   ：単位面積当たりの蒸発率(kg/s・m2) 

DM ：化学物質の分子拡散係数(m2/s) 

：質量濃度勾配( (kg/m3)/m) 

      

      

C ：質量濃度(kg/m3) 

Pv ：化学物質の分圧(Pa) 

MW ：化学物質の分子量(kg/kmol) 

R ：ガス定数(J/kmol・K) 

T ：温度(K) 

 

2.4 拡散効果 

薬品タンク漏えい時における建物内の拡散効果については，建物規模，換気の有無，設

置状況等で影響をうける。一方，固定源判定により抽出される建物内のタンクは，数が限

定される。 

そのため，図3の特定フローに従い，建物内における薬品タンクの保管状況に応じ，漏

えい時の影響を評価した。 

なお，建物内のタンクから漏えいが発生しても，大気への放出口が限定され，放出時に

は建物の巻き込み効果も発生し拡散が促進されることから，実際の評価地点における濃度

は，評価値よりも低いものになる。 

評価結果は，表3に示すとおりであり，いずれの建物においても，抑制効果が期待でき

る。 

建物内における漏えい時の蒸発率が，屋外に対し1/10以下となることに加え，上述の抑

制効果をあわせると建物内タンクから多量に放出されるおそれはないと説明できる。 
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図3 建物内タンク特定フロー 
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表3 建物内タンク漏えい時の影響評価結果 

建物 薬品タンク 容量 
フローでの

分岐＊ 
評価結果 

３号機補助ボイ

ラー建物 

補助ボイラー低

圧薬注タンク 
0.2m3 

①Y 

貯蔵量が少なく，薬品が漏えい

しても，排出先までの距離が短

く速やかに排水ピットに流下

する配置となっており，建物内

が高濃度となるおそれはない

（図4，図5参照）。 

所内ボイラー・純

水装置建物（3号） 

濃縮ヒドラジン

タンク 
0.1m3 

注記＊：③Yの場合，薬品漏えい時，建物内濃度が定常状態となった場合の排気濃度は，ザイ

デル式に従い，以下の式で評価できる。 

          

 

 

C  ：排気濃度（kg/m3） 

Cppm：排気濃度（ppm） 

E   ：蒸発率（kg/s） 

Q   ：換気量（m3/s） 

M   ：分子量（g/mol） 

T   ：温度（℃） 

P   ：気圧（hPa） 

 

排気濃度は，4－5－9式におけるC項に該当し，換気量に反比例する。 
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図4 建物内タンク設置状況 

（所内ボイラー・純水装置建物（3号）【ヒドラジンタンク】） 
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図5 建物内タンク設置状況 

（３号機補助ボイラー建物【濃縮ヒドラジンタンク】） 
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別紙 2－5 

密閉空間で人体影響を考慮すべきものの取り扱いについて 

 

1. 密閉空間で人体影響を考慮すべきものの取り扱いの考え方 

「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」（以下「ガイド」という。）における有毒ガス防護

に係る妥当性確認においては，『ガス発生源の調査（3．評価に当たって行う事項）』の後，

『評価対象物質の評価を行い，対象発生源を特定（4．スクリーニング評価）』したうえで，

『防護措置等を考慮した放出量，拡散の評価（5．有毒ガス影響評価）』を行う。 

スクリーニング評価に先立ち実施する固定源及び可動源の調査のうち，敷地内固定源につ

いては「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対象とされているが，確実に

調査，影響評価及び防護措置の策定ができるように，密閉空間で人体影響を考慮すべきもの

の取り扱いについて考え方を整理した。 

整理にあたっては，ガイドの「3．評価に当たって行う事項」の解説-4（調査対象外とす

る場合）を考慮した。 

 

 【ガイド記載】 

 （解説-4）調査対象外とする場合 

   貯蔵容器が損傷し，容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても，有毒

ガスが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。（例えば，使用場所

が限定されていて貯蔵量および使用量が少ない試薬等） 

 

六フッ化硫黄は，防護判断基準値が高く（22 万 ppm：空気中の 22%），人体に影響を与え

るのは，密閉空間で放出される場合に限定される。六フッ化硫黄が漏えいしたとしても，評

価地点である中央制御室等の中に保管されておらず，密閉空間ではないことから，運転員等

に影響を与えることはないと考えられる。 

プロパン，ブタン，二酸化炭素についても同様に，運転員等に影響を与えることはないと

考えられる。 

以上のことから，密閉空間で人体影響を考慮すべきものについては，有毒ガスとしての評

価の対象外であるものと考えられる。 
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2. 六フッ化硫黄の防護判断基準値 

産業中毒便覧においては，「ラットを 80%六弗化硫黄ガス（＝800000ppm）と，20%酸素の

混合ガスに 16～24 時間曝露したが，何ら特異的な生体影響はない。六弗化硫黄ガスは薬理

学的に不活性ガスと考えられる。」と記載されており，六フッ化硫黄に有毒性はない。 

また，六フッ化硫黄は，有毒化学物質の設定において主たる情報源である国際化学安全性

カードに IDLH値がなく急性毒性影響は示されていない物質である。 

しかしながら，化学物質の有害性評価等の世界標準システム（GHS）で作成されたデータ

ベースにおいては，毒性影響はないとしているものの，「当該物質には麻酔作用があること

を示す記述があり，極めて高濃度での弱い麻酔作用以外は不活性のガスであるとの記述もあ

り，区分３（麻酔作用）とした」と記載されている。 

また，OECD SIDs文書において，「20人の若年成人に 79%の SF6（21%の O2）を約 10分間曝

露した結果，55%以上の SF6 に曝露した被験者は，鎮静作用，眠気および深みのある声質を

認めた。4人の被験者はわずかに呼吸困難を感じた。最初の麻酔効果は 22%SF6で経験された。」

と記載されていることから，六フッ化硫黄の防護判断基準値については，保守的に 22%を採

用した。 

 

3. 漏えい時の影響確認 

3.1 高密度ガスの拡散について 

六フッ化硫黄は空気より分子量が大きい高密度ガス（六フッ化硫黄の密度は空気の約 5

倍）であるため，瞬時に大量に漏えいした場合，事象発生直後は鉛直方向には拡散し難く，

水平方向に拡散する中で地表面付近に滞留するが，時間の経過とともに徐々に拡散，希釈

される。（図 1参照） 

(a) 漏えい直後の状態 

拡散するガスの前面で鉛直方向に空気を巻き込みながら，水平方向に広がっていく。 

(b) 漏えいから暫く時間が経過した状態 

水平方向（地表付近）に非常に安定な成層を形成するため，周囲の空気の巻込みの

影響は小さく，地表面からの熱を受けやすくなる。 

(c) 漏えいから十分時間が経過した状態 

漏えいガスへの周囲からの入熱，風等の影響で鉛直方向にも拡散が起こり，次第に

高密度ガスとしての性質を失い，拡散，希釈される。 
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図 1 高密度ガスの拡散について 

（出典：高密度ガスの拡散予測について（大気汚染学会誌 第 27巻 第 1号（1992））） 

 

放出点からある程度距離が離れた地点において，最も漏えいガスが高濃度となるのは，

(b)の漏えいから暫く時間が経過した段階における，地表付近に非常に安定な成層を形成し

た状態だと考えられる。 

 

3.2 六フッ化硫黄漏えい時の影響評価 

500kV開閉所に設置されている機器（母線，遮断器）に内包されている六フッ化硫黄（約

7005kg）の全量漏えいを想定した場合，気体の状態方程式に基づき体積換算すると，約

1170m3となる。また，500kV開閉所エリア中心から最も近い重要操作地点までの距離は約

590mである。 

六フッ化硫黄の漏えい時の挙動を考慮して，半径 590mの円柱状に広がり，前頁(b)のよ

うに成層を形成した場合を考えると，この六フッ化硫黄が対処要員の口元相当である高さ

（1.5m）まで広がった場合の濃度は約 0.07％となり，防護判断基準値の 22％を下回る。 ま

た，濃度 100％で希釈されることなく成層を形成した場合，その高さは約１mmとなり，対

処要員の活動に支障はない。 

なお，実際には漏えいガスが評価点の範囲内で成層状にとどまり続けることはなく，周
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囲からの入熱や風等の影響で鉛直方向にも拡散，希釈されると考えられることから，対処

要員への影響はさらに小さくなると考えられる。 

従って，大気拡散による希釈効果に期待しなくても，濃度が防護判断基準値まで上昇す

ることはない。 

六フッ化硫黄と評価地点の関係を図 2に示す。 

 

〇評価式 

・気体の状態方程式  

     𝑝𝑉 =
𝑤

𝑀
𝑅𝑇 

 

・機器設置中心から最も近い重要操作地点における対処要員口元相当までのエリアの

体積 V’の算出 

          𝑉′ = 𝜋𝑟2ℎ 

 

・機器設置中心から最も近い重要操作地点における六フッ化硫黄の濃度 C(％)の算出 

 C =
𝑉

𝑉′
× 100 

 

（評価条件） 

p：圧力(=1atm) 

V：六フッ化硫黄の体積 

w：六フッ化硫黄の質量(=7005kg) 

M：六フッ化硫黄のモル質量(=146g/mol) 

R：モル気体定数(=0.082L・atm/(K・mol)) 

T：温度（＝25℃） 

r：六フッ化硫黄を内包する機器設置エリア中心から最も近い重要操作地点までの

距離(=590m) 

h：対処要員の口元相当高さ(=1.5m) 

C：機器設置中心から最も近い重要操作地点における六フッ化硫黄の濃度(％) 
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図 2 六フッ化硫黄と評価地点の関係 

 

3.3 重要操作地点での作業を踏まえた影響検討 

「3.2 六フッ化硫黄漏えい時の影響評価」では 500kV 開閉所から最も近い重要操作地

点での対処要員の口元相当である高さ 1.5m における濃度を約 0.07%と評価しており，防

護判断基準値（22%）に対して 1/300以下となり，十分余裕がある。 

また，重要操作地点では，大量送水車，移動式代替熱交換設備及び高圧発電機車の接続

作業があり，接続口への接続及びホース展張等の際に低姿勢での作業が必要となるが，六

フッ化硫黄が濃度 100％で希釈されることなく成層を形成した場合の高さは約 1mmであり

十分低いため，重要操作地点で作業を行う対処要員の対処能力は損なわれない。 

約 590m 

 

遮断器 

島根原子力発電所 500kV開閉所 

重要操作地点 

約 1170m3 
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別紙 2－5－1 

表 1 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(1/7) 

令和元年 12月末時点 

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 
a b 1 2 3 4 

亜硝酸 

ナトリウム 

１号炉 

原子炉建物 
薬品添加タンク 40% 0.17m3 ×＊1 × － － － － － 

２号炉 

原子炉建物 

原子炉補機冷却

系薬品添加タン

ク 

40% 0.17m3 ×＊1 × － － － － － 

３号炉 

サービス建物 

サービス建物防

食剤注入タンク 
40% 0.05m3 ×＊1 × － － － － － 

亜硫酸 

ナトリウム 

所内ボイラー･純

水装置建物 

亜硫酸ソーダ溶

解槽 
10% 0.35m3 ×＊1 × － － － － － 

エチレン 

グリコール 

２号炉 

廃棄物処理建物 

排ガス処理系グ

リコールタンク 
30% 0.8m3 ×＊2 × － － － － － 

３号炉 

タービン建物 

気体廃棄物処理

系グリコールタ

ンク 

30% 1.2m3 ×＊2 × － － － － － 

塩酸 

屋外（１号館管理

事務所西側） 

排水中和用塩酸

タンク 
35% 0.3m3 ○ － × × × × 対象 

屋外（純水装置建

物西側） 
塩酸貯槽 20% 3m3 ×＊2 × － － － － － 

五ほう酸 

ナトリウム 

１号炉 

原子炉建物 

液体ポイズン貯

蔵タンク 
14.6% 9.7m3 ×＊1 × － － － － － 

２号炉 

原子炉建物 

ほう酸水貯蔵タ

ンク 
14.6% 23.2m3 ×＊1 × － － － － － 

３号炉 

原子炉建物 

ほう酸水貯蔵タ

ンク 
14.6% 28.7m3 ×＊1 × － － － － － 

酸素 
屋外（１号炉北側

ヤード） 
液体酸素貯槽 － 19 m3 ○ － ○ － － － － 

次亜塩素酸 

ナトリウム 

屋外（１号取水

槽） 

１号機電解液受

槽 
0.08% 22m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（１号取水

槽） 

２号機電解液受

槽 
0.053% 9m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（海水電解装

置エリア） 
脱気槽 0.084% 9.3m3 ×＊2 × － － － － － 

水酸化 

カリウム 

屋外（３号機補助

ボイラー建物エ

リア） 

補助ボイラー補

機冷却水薬注装

置（タンク） 

5% 0.05m3 ×＊1 × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 1 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(2/7) 

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 
a b 1 2 3 4 

水酸化 

ナトリウム 

１号炉  

廃棄物処理建物 

１号機 薬品添加

タンク 
25% 1m3 ×＊1 × － － － － － 

３号炉  

廃棄物処理建物 

中和装置苛性ソ

ーダタンク 
25% 0.15m3 ×＊1 × － － － － － 

屋外（1号館管理

事務所西側） 

苛性ソーダ貯蔵

タンク 
25% 26m3 ×＊1 × － － － － － 

屋外（1号館管理

事務所西側） 

排水中和用苛性

ソーダタンク 
25% 0.1m3 ×＊1 × － － － － － 

所内ボイラー・純

水装置建物 

苛性ソーダ計量

槽 
25% 0.7m3 ×＊1 × － － － － － 

屋外（３号機補助

ボイラー建物エ

リア） 

補助ボイラー排

水ｐＨ調整用ア

ルカリ貯槽 

20% 0.12m3 ×＊1 × － － － － － 

屋外（３号機補助

ボイラー建物エ

リア） 

補助ボイラー補

機冷却水薬注装

置（タンク） 

5% 0.05m3 ×＊1 × － － － － － 

２号炉 

原子炉建物 
薬液タンク 25% 5m3 ×＊1 × － － － － － 

３号機補助ボイ

ラー建物 

補 助 ボ イ ラ ー

（Ａ）高圧薬注装

置薬注タンク 

0.14% 0.2m3 ×＊1 × － － － － － 

３号機補助ボイ

ラー建物 

補 助 ボ イ ラ ー

（Ｂ）高圧薬注装

置薬注タンク 

0.14% 0.2m3 ×＊1 × － － － － － 

ヒドラジン 

所内ボイラー・純

水装置建物（ 3

号） 

濃縮ヒドラジン

タンク 
10% 0.1m3 ○ － × × ○ － － 

所内ボイラー・純

水装置建物（ 3

号） 

ヒドラジンタン

ク 
5.3% 0.2m3 ×＊2 × － － － － － 

所内ボイラー・純

水装置建物（ 4

号） 

ヒドラジン・モル

ホリンタンク 
6.4% 0.2m3 ×＊2 × － － － － － 

３号機補助ボイ

ラー建物 

補助ボイラー低

圧薬注装置薬注

タンク 

21% 0.2m3 ○ － × × ○ － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 1 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(3/7) 

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 
a b 1 2 3 4 

ポリエチレン

イミン 

１号炉廃棄物処

理建物 

１号機 陽イオン

フロック混合タ

ンク 

30% 0.03m3 ×＊1 × － － － － － 

２号炉廃棄物処

理建物 

２号機 陽イオン

フロックタンク 
30% 0.04m3 ×＊1 × － － － － － 

モリブデン酸

ナトリウム 

サイトバンカ建

物 

サイトバンカ薬

注タンク内 
10% 0.1m3 ×＊1 × － － － － － 

モルホリン 

所内ボイラー・純

水装置建物（ 3

号） 

ヒドラジンタン

ク 
0.7% 0.2m3 ×＊2 × － － － － － 

所内ボイラー・純

水装置建物（ 4

号） 

ヒドラジン・モル

ホリンタンク 
0.8% 0.2m3 ×＊2 × － － － － － 

３号機補助ボイ

ラー建物 

補助ボイラー低

圧薬注装置薬注

タンク 

0.11% 0.2m3 ×＊2 × － － － － － 

硫酸 

１号水ろ過装置

建物 
１号硫酸貯槽 30% 0.3m3 ×＊2 × － － － － － 

１号炉 

廃棄物処理建物 

１号機 薬品添加

タンク 
10% 1m3 ×＊2 × － － － － － 

２号炉 

廃棄物処理建物 

２号機 硫酸添加

タンク 
10% 0.2m3 ×＊2 × － － － － － 

所内ボイラー・純

水装置建物 
硫酸計量槽 98% 0.12m3 ×＊2 × － － － － － 

所内ボイラー・純

水装置建物 
硫酸希釈槽 30% 0.9m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（1号館管理

事務所西側） 
硫酸貯蔵タンク 98% 6m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（１号炉排気

筒下） 
硫酸貯蔵タンク 98% 6m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（補助ボイラ

ー建物エリア） 

補助ボイラー排

水ｐＨ調整用酸

貯槽 

20% 0.2m3 ×＊2 × － － － － － 

硫酸第一鉄 
屋外（２号取水

槽） 

２号機鉄イオン

溶解タンク 
－ 17.33m3 ×＊1 × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 1 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(4/7) 

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 
a b 1 2 3 4 

リン酸二水素 

ナトリウム 

１号炉 

廃棄物処理建物 

廃棄物処理設備

インヒビタ添加

タンク 

6.25% 1.5m3 ×＊1 × － － － － － 

２号炉 

廃棄物処理建物 

ランドリ・ドレン

インヒビタ添加

タンク 

6.25% 0.15m3 ×＊1 × － － － － － 

２号炉 

廃棄物処理建物 

液体廃棄物処理

系インヒビタ添

加タンク 

2.36% 1.3m3 ×＊1 × － － － － － 

３号炉 

廃棄物処理建物 

インヒビタ添加

タンク 
98% 0.2m3 ×＊1 × － － － － － 

リン酸三 

ナトリウム 

３号機補助ボイ

ラー建物 

補 助 ボ イ ラ ー

（Ａ）高圧薬注装

置薬注タンク 

0.17% 0.2m3 ×＊1 × － － － － － 

３号機補助ボイ

ラー建物 

補 助 ボ イ ラ ー

（Ｂ）高圧薬注装

置薬注タンク 

0.17% 0.2m3 ×＊1 × － － － － － 

リン酸苛性 

混液 

所内ボイラー・純

水装置建物（ 3

号） 

リン酸苛性混液

タンク 
0.5% 0.2m3 ×＊1 × － － － － － 

所内ボイラー・純

水装置建物（ 4

号） 

リン酸苛性混液

タンク 
0.5% 0.2m3 ×＊1 × － － － － － 

軽油 

２号炉 

原子炉建物 

２号機Ａ－デイ

タンク 
－ 16m3 ×＊2 × － － － － － 

２号炉 

原子炉建物 

２号機Ｂ－デイ

タンク 
－ 16m3 ×＊2 × － － － － － 

２号炉 

原子炉建物 

２号機Ｈ－デイ

タンク 
－ 9 m3 ×＊2 × － － － － － 

２号炉 

原子炉建物 

２号機燃料ドレ

ン受缶 
－ 0.77m3 ×＊2 × － － － － － 

３号炉 

原子炉建物 

非常用ディーゼ

ル発電設備燃料

デイタンク（Ａ） 

－ 16m3 ×＊2 × － － － － － 

３号炉 

原子炉建物 

非常用ディーゼ

ル発電設備燃料

デイタンク（Ｂ） 

－ 16m3 ×＊2 × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 1 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(5/7) 

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 
a b 1 2 3 4 

軽油 

３号炉 

原子炉建物 

非常用ディーゼル

発電設備燃料デイ

タンク（Ｃ） 

－ 16m3 ×＊2 × － － － － － 

３号炉 

原子炉建物 

非常用ディーゼル

発電設備燃料油ド

レンタンク（Ａ） 

－ 0.184m3 ×＊2 × － － － － － 

３号炉 

原子炉建物 

非常用ディーゼル

発電設備燃料油ド

レンタンク（Ｂ） 

－ 0.184m3 ×＊2 × － － － － － 

３号炉 

原子炉建物 

非常用ディーゼル

発電設備燃料油ド

レンタンク（Ｃ） 

－ 0.184m3 ×＊2 × － － － － － 

ガスタービン発

電機建物 

２号－ガスタービ

ン発電機用サービ

スタンク 

－ 7.51m3 ×＊2 × － － － － － 

ガスタービン発

電機建物 

予備－ガスタービ

ン発電機用サービ

スタンク 

－ 7.51m3 ×＊2 × － － － － － 

ガスタービン発

電機建物 

３号－ガスタービ

ン発電機用サービ

スタンク 

－ 7.51m3 ×＊2 × － － － － － 

免震重要棟 Ａ－燃料小出槽 － 0.461m3 ×＊2 × － － － － － 

免震重要棟 Ｂ－燃料小出槽 － 0.461m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（免震重要棟 

燃料地下タンク

東側） 

Ａ－ガスタービン

燃料地下タンク 
－ 45m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（免震重要棟 

燃料地下タンク

南側） 

Ｂ－ガスタービン

燃料地下タンク 
－ 45m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（１号取水

槽） 

１号機ディーゼル

地下タンク（Ａ） 
－ 46m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（１号取水

槽） 

１号機ディーゼル

地下タンク（Ｂ） 
－ 46m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（２号取水

槽） 

２号機ディーゼル

地下タンク（Ａ） 
－ 170m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（２号取水

槽） 

２号機ディーゼル

地下タンク（Ｂ） 
－ 170m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（２号取水

槽） 

２号機ディーゼル

地下タンク（Ｈ） 
－ 170m3 ×＊2 × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 1 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(6/7) 

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 
a b 1 2 3 4 

軽油 

屋外（２号 CST

タンク南） 

２号 燃料貯蔵タ

ンク（B－1） 
－ 113m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（２号 CST

タンク南） 

２号 燃料貯蔵タ

ンク（B－2） 
－ 113m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（２号 CST

タンク南） 

２号 燃料貯蔵タ

ンク（B－3） 
－ 113m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（４４ｍ盤

GTGエリア） 

２号－ガスタービ

ン発電機用軽油タ

ンク 

－ 560m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（４４ｍ盤

GTGエリア） 

３号－ガスタービ

ン発電機用軽油タ

ンク 

－ 560m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（A－1） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（A－2） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（A－3） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（A－4） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（B－1） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（B－2） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（B－3） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（B－4） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（C－1） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 1 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(7/7) 

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 
a b 1 2 3 4 

軽油 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（C－2） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（C－3） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（C－4） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 

注記＊1：揮発性が乏しい液体 

   ＊2：固体又は固体を溶かした水溶液 
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表 2 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 ボンベ）(1/4) 

令和元年 12月末時点 

有毒化学

物質 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

炭酸ガス 

２号炉 

廃棄物処理建物 
ガスボンベ － 

55kg×69本 

0.65kg×40本 
○ － ○ － － － － 

固体廃棄物貯蔵所

Ｄ棟ボンベ庫 
ガスボンベ － 55kg×175本 ○ － ○ － － － － 

２号炉 

原子炉建物 
ガスボンベ － 0.65kg×66本 ○ － ○ － － － － 

２号炉第１ベント

フィルタ格納槽他

固定式消火設備用

ボンベ庫 

ガスボンベ － 0.65kg×3本 ○ － ○ － － － － 

２号炉 

タービン建物 
ガスボンベ － 0.65kg×14本 ○ － ○ － － － － 

２号炉 

排気筒モニター建

物 

ガスボンベ － 0.65kg×1本 ○ － ○ － － － － 

１号炉 

制御室建物 
ガスボンベ － 0.65kg×4本 ○ － ○ － － － － 

サイトバンカ建物 ガスボンベ － 0.65kg×7本 ○ － ○ － － － － 

空コンテナ保管倉

庫 
ガスボンベ － 0.65kg×1本 ○ － ○ － － － － 

固体廃棄物貯蔵所

Ｂ棟 
ガスボンベ － 0.65kg×2本 ○ － ○ － － － － 

固体廃棄物貯蔵所

Ｃ棟ボンベ庫 
ガスボンベ － 0.65kg×2本 ○ － ○ － － － － 

固体廃棄物貯蔵所

Ｄ棟ボンベ庫 
ガスボンベ － 0.65kg×1本 ○ － ○ － － － － 

１号炉 

原子炉建物 
ガスボンベ － 

45kg× 40本 

１kg × 2本 
○ － ○ － － － － 

１号炉 

タービン建物 
ガスボンベ － 

45kg ×46本 

１kg × 4本 
○ － ○ － － － － 

３号炉 

原子炉建物 
ガスボンベ ≧99.5% 

55kg× 73本 

0.65㎏× 8本 
○ － ○ － － － － 

３号炉 

タービン建物 
ガスボンベ ≧99.5% 

55kg× 51本 

0.65kg× 5本 
○ － ○ － － － － 

ガスタービン発電

機建物 
ガスボンベ － 0.65kg×14本 ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 2 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 ボンベ）(2/4) 

有毒化学

物質 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

炭酸ガス 

緊急時対策所 ガスボンベ － 0.65kg ×3本 ○ － ○ － － － － 

通信棟 ガスボンベ － 0.65kg× 2本 ○ － ○ － － － － 

ガスタービン発電

設備建物 
ガスボンベ ≧99.5% 0.65kg× 7本 ○ － ○ － － － － 

３号ガスボンベ庫 ガスボンベ ≧99.5% 30kg ×40本 ○ － ○ － － － － 

１号水素ボンベ庫 ガスボンベ － 30kg ×40本 ○ － ○ － － － － 

２号水素ボンベ庫 ガスボンベ － 30kg ×30本 ○ － ○ － － － － 

ハロン 

１３０１ 

２号炉 

原子炉建物 
ガスボンベ － 

75kg ×407本 

65kg ×49本 

50kg × 1本 

25kg × 4本 

20kg × 2本 

15kg × 7本 

○ － ○ － － － － 

２号炉 

タービン建物 
ガスボンベ － 

75kg ×50本 

50kg × 4本 

16kg × 5本 

15kg × 1本 

○ － ○ － － － － 

２号炉 

排気筒モニター建

物 

ガスボンベ － 50kg × 2本 ○ － ○ － － － － 

２号炉 

廃棄物処理建物 
ガスボンベ － 

75kg ×71本 

50kg × 4本 

65kg × 9本 

○ － ○ － － － － 

１号炉 

制御室建物 
ガスボンベ － 

75kg × 3本 

65kg × 9本 
○ － ○ － － － － 

２号第１ベントフ

ィルタ格納槽他固

定式消火設備用ボ

ンベ庫 

ガスボンベ － 
75kg × 8本 

15kg × 1本 
○ － ○ － － － － 

サイトバンカ建物 ガスボンベ － 

50kg ×85本 

15kg × 1本 

10kg × 1本 

○ － ○ － － － － 

空コンテナ保管倉

庫 
ガスボンベ － 75kg× 15本 ○ － ○ － － － － 

固体廃棄物貯蔵所

Ｂ棟 
ガスボンベ － 75kg× 39本 ○ － ○ － － － － 

固体廃棄物貯蔵所

Ｃ棟消火用ボンベ

庫 

ガスボンベ － 75kg× 32本 ○ － ○ － － － － 

ガスタービン発電

機建物 
ガスボンベ － 60kg ×51本 ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 2 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 ボンベ）(3/4) 

有毒化学

物質名 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

ハロン 

１３０１ 

緊急時対策所 ガスボンベ － 
75kg × 9本 

60kg × 1本 

25kg × 1本 

○ － ○ － － － － 

通信棟 ガスボンベ － 
75kg × 2本 

30kg × 1本 
○ － ○ － － － － 

プロパン 

サイトバンカ建物 ガスボンベ 100% 13.4L × 1本 ○ － ○ － － － － 

所内ボイラー・純水

装置建物補助ボイラ

ープロパンガスボン

ベ庫 

ガスボンベ 100% 50kg × 6本 ○ － ○ － － － － 

混合ガス

（ブタン

＋プロパ

ン） 

訓練センター１号館 ガスボンベ 

37% 

63% 
170g × 1本 ○ － ○ － － － － 

30% 

70% 
350g × 2本 ○ － ○ － － － － 

アセチレ

ン 

放射化学分析室 ガスボンベ 98% 7kg × 1本 ○ － ○ － － － － 

訓練センター１号館 ガスボンベ 98% 2kg × 1本 ○ － ○ － － － － 

混合ガス

（ヘリウ

ム＋イソ

ブタン） 

放射化学分析室 ガスボンベ 
99% 

1% 
10L × 1本 ○ － ○ － － － － 

放射能測定室 ガスボンベ 
99% 

1% 
10L × 1本 ○ － ○ － － － － 

混合ガス 

（メタン

＋アルゴ

ン） 

放射化学分析室 ガスボンベ 10% 10L × 4本 ○ － ○ － － － － 

３号炉 

放射化学分析室 
ガスボンベ 10% 10L × 1本 ○ － ○ － － － － 

酸素 

取水槽 ガスボンベ 99.5% 7m3 × 18本 ○ － ○ － － － － 

訓練センター１号館 ガスボンベ 100% 1.5Nm3× 1本 ○ － ○ － － － － 

２号炉 

廃棄物処理建物 
ガスボンベ 4.75% 10L × 1本 ○ － ○ － － － － 

所内ボイラー・純水

装置建物 
ガスボンベ 9.75% 10L × 2本 ○ － ○ － － － － 

３号機補助ボイラ建

物 
ガスボンベ 25% 3.4L ×  2本 ○ － ○ － － － － 

３号炉 

原子炉建物 
ガスボンベ 4% 47L × 2本 ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 2 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 ボンベ）(4/4) 

有毒化学

物質名 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

二酸化 

硫黄 

所内ボイラー・純水

装置建物 
ガスボンベ 0.0972% 10L × 2本 ○ － ○ － － － － 

３号機補助ボイラ建

物 
ガスボンベ 0.1% 3.4L ×  2本 ○ － ○ － － － － 

一酸化 

窒素 

所内ボイラー・純水

装置建物 
ガスボンベ 0.0194% 10L × 2本 ○ － ○ － － － － 

３号機補助ボイラ建

物 
ガスボンベ 0.05% 3.4L ×  2本 ○ － ○ － － － － 

六フッ化

硫黄 
７号倉庫 ガスボンベ － 50kg × 1本 ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 3 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 機器【冷媒】）(1/4) 

令和元年 12月末時点 

有毒化学

物質 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

HCFC-22 

１号炉 

廃棄物処理建物 

１号炉 

Ａ／Ｂ－希ガス

冷凍機 

100% 5kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

タービン建物 

１号炉 

タ ー ビ ン 建 物 

タービン建屋冷

凍機 

100% 198 kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

タービン建物 

１号炉 

中央制御室空調

換気系冷凍機 

100% 24 kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

廃棄物処理建物 

１号炉 

廃棄物処理建物 

放管室冷凍機 

100% 24 kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

廃棄物処理建物 

１号炉 

排ガス冷凍機 
100% 2.5 kg ○ － × × ○※ － － 

２号炉 

廃棄物処理建物 

２号炉 

固化系冷水ユニ

ット内部冷凍機 

100% 30kg ○ － × × ○※ － － 

１号原子炉建物 

２号炉 

排ガス除湿冷凍

機 １次側冷媒 

100% 2.5 kg ○ － × × ○※ － － 

所内ボイラー･

純水装置建物 

４号ＨＢ圧縮空

気除湿器（４号

ＨＢ室２ＦＬ） 

100% 0.2 kg ○ － × × ○※ － － 

サイトバンカ建

物 

サ イ ト バ ン カ 

空調換気設備冷

凍機 

100% 29kg ○ － × × ○※ － － 

サイトバンカ建

物 

サイトバンカ設

備Ａ－建物排気

モニタサンプリ

ングラック 

100% 0.36 kg ○ － × × ○※ － － 

サイトバンカ建

物 

サイトバンカ設

備Ｂ－建物排気

モニタサンプリ

ングラック 

100% 0.36 kg ○ － × × ○※ － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 3 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 機器【冷媒】）(2/4) 

有毒化学

物質 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

HFC-134a 

１号炉 

原子炉建物 

１号炉 

ドライウェル冷

凍機 

100% 39 kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

原子炉建物 

１号炉 

ターボ冷凍機 
100% 650 kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

排気筒モニター

建物 

１号炉 

Ａ－排気筒トリ

チウム捕集装置

（高圧側） 

100% 0.36 kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

排気筒モニター

建物 

１号炉 

Ｂ－排気筒トリ

チウム捕集装置

（高圧側） 

100% 0.36 kg ○ － × × ○※ － － 

２号炉 

排気筒モニター

建物 

２号炉 

Ａ－排気筒トリ

チウム捕集装置

（高圧側） 

100% 0.36 kg ○ － × × ○※ － － 

２号炉 

排気筒モニター

建物 

２号炉 

Ｂ－排気筒トリ

チウム捕集装置

（高圧側） 

100% 0.36 kg ○ － × × ○※ － － 

２号炉 

原子炉建物 

２号炉 

空調換気設備冷

却水系冷凍機 

100% 1400 kg  ○ － × × ○※ － － 

２号炉 

廃棄物処理建物 

２号炉 

Ａ／Ｂ－中央制

御室空調換気系

冷凍機 

100% 1600 kg ○ － × × ○＊ － － 

３号炉 

原子炉建物 

排気筒放射線モ

ニタトリチウム

捕集装置冷凍機 

100% 1.08 kg ○ － × × ○＊ － － 

３号炉 

原子炉建物 

換気空調補機非

常用冷却水系冷

凍機(Ａ) 

100% 550 kg ○ － × × ○＊ － － 

３号炉 

原子炉建物 

換気空調補機非

常用冷却水系冷

凍機(Ｂ) 

100% 550 kg ○ － × × ○＊ － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 3 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 機器【冷媒】）(3/4) 

有毒化学

物質 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

HFC-134a 

３号炉 

原子炉建物 

換気空調補機非

常用冷却水系冷

凍機(Ｃ) 

100% 550 kg ○ － × × ○＊ － － 

３号炉 

原子炉建物 

換気空調補機非

常用冷却水系冷

凍機(Ｄ) 

100% 550 kg ○ － × × ○＊ － － 

３号炉 

タービン建物 

換気空調補機常

用冷却水系冷凍

機(Ａ) 

100% 750 kg ○ － × × ○＊ － － 

３号炉 

タービン建物 

換気空調補機非

常用冷却水系冷

凍機(Ｂ) 

100% 750 kg ○ － × × ○＊ － － 

３号炉 

タービン建物 

換気空調補機非

常用冷却水系冷

凍機(Ｃ) 

100% 750 kg ○ － × × ○＊ － － 

サイトバンカ建

物 

サイトバンカ設

備Ａ－排気筒ト

リチウム捕集装

置（高圧側） 

100% 0.35 kg ○ － × × ○＊ － － 

サイトバンカ建

物 

サイトバンカ設

備Ｂ－排気筒ト

リチウム捕集装

置（高圧側） 

100% 0.35 kg ○ － × × ○＊ － － 

サイトバンカ建

物 

サイトバンカ設

備  焼却炉排ガ

スモニタサンプ

リングラック 

100% 0.36 kg ○ － × × ○＊ － － 

所内ボイラー･

純水装置建物 

３号ＨＢ排ガス

分析計ＦＡクー

ラー（３号ＨＢ

室） 

100% 0.4 kg ○ － × × ○＊ － － 

HFC-404A 

１号炉 

タービン建物 

１号炉 

Ａ－タービン建

物排気筒トリチ

ウム捕集装置 

100% 1.1 kg ○ － × × ○＊ － － 

１号炉 

タービン建物 

１号炉 

Ｂ－タービン建

物排気筒トリチ

ウム捕集装置 

100% 1.1 kg ○ － × × ○＊ － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 3 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 機器【冷媒】）(4/4) 

有毒化学

物質 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

HFC-407C 

３号炉 

サービス建物 

サービス建物冷

凍機(Ａ) 
100% 130 kg ○ － × × ○＊ － － 

３号炉 

サービス建物 

サービス建物冷

凍機(Ｂ) 
100% 130 kg ○ － × × ○＊ － － 

３号炉 

タービン建物 

気体廃棄物処理

系冷凍機（Ａ) 
100% 1 kg ○ － × × ○＊ － － 

３号炉 

タービン建物 

気体廃棄物処理

系冷凍機（Ｂ) 
100% 1 kg ○ － × × ○＊ － － 

所内ボイラー・

純水装置建物 

３号ＨＢ圧縮空

気除湿器（３号

ＨＢ室） 

100% 0.08 kg ○ － × × ○＊ － － 

１号炉 

排気筒モニター

建物 

１号炉 

排気筒モニタ室

（東側） 

100% 2.3 kg ○ － × × ○＊ － － 

１号炉 

排気筒モニター

建物 

１号炉 

排気筒モニタ室

（西側） 

100% 2.3 kg ○ － × × ○＊ － － 

所内ボイラー・

純水装置建物 

４号ＨＢ圧縮空

気除湿器（４号

ＨＢ室１ＦＬ） 

100%  0.33 kg ○ － × × ○＊ － － 

所内ボイラー・

純水装置建物 

４号ＨＢ現地盤

エアコン（４号

ＨＢ室１ＦＬ） 

100%  1.7 kg ○ － × × ○＊ － － 

１号炉 

タービン建物 

１号炉 

グランドシール

排ガスモニタサ

ンプリングラッ

ク 

100% 0.16 kg ○ － × × ○＊ － － 

屋外（１号炉原

子 炉 南 側 ヤ ー

ド） 

原子炉建物空気

冷却設備 
100% 165 kg ○ － ○ × × × － 

３号炉 

原子炉建物 

ＣＲＤ交換装置

冷凍式エアドラ

イヤ 

100% 0.45 kg ○ － × × ○＊ － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 

注記＊：冷媒（フロン類）は防護判断基準値（8,000～32,000ppm）が高く，漏えいした場合でも建屋内で希

釈された時点で防護判断基準値を下回り，大気中に多量に放出されるおそれがないため，調査対象

外 
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表 4 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 機器【遮断器】） 

令和元年 12月末時点

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

六フッ化硫黄 

２号開閉所 遮断器 100% 3832.2 kg ○ － × × × ○ － 

第２－６６ｋＶ 

開閉所 
遮断器 100% 130 kg ○ － × × × ○ － 

１号屋内開閉所 遮断器 100% 2422.2 kg ○ － × × ○＊ － － 

新２号倉庫 遮断器 100% 50 kg ○ － × × ○＊ － － 

５００ｋＶ開閉所 遮断器 100% 7005 kg ○ － × × × ○ － 

７号倉庫 遮断器 100% 106.8 kg ○ － × × ○＊ － － 

３号タービン建物 遮断器 100% 199 kg ○ － × × ○＊ － － 

２２０ｋＶ開閉所 遮断器 100% 350 kg ○ － × × × ○ － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか 

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 

注記＊：六フッ化硫黄は防護判断基準値（220,000ppm）が高く，漏えいした場合でも建屋内で希釈された

時点で防護判断基準値を下回り，大気中に多量に放出される 

190



 

 

96 

表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(1/12) 

令和元年 12月末時点 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

Ｎ－１－ナフチル

エチレンジアミン

二塩酸塩 

一般 

化学室 

固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

アミド硫酸 

アンモニウム 
固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

エタノール 液体 ガラス瓶 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

しゅう酸 

ナトリウム 
液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

しゅう酸二水和物 液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

すず 固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

スルファニル 

アミド 
固体 ガラス瓶 500g × 1本 － － － ○ － － － 

フェノール 

フタリン 
固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

フタル酸水素 

カリウム 
固体 アルミ袋 50g × 22袋 － － － ○ － － － 

ブロモクレゾール

グリーン 
液体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

ヘキサン 液体 ガラス瓶 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

メチルオレンジ 液体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

リン酸二水素 

カリウム 

（pH7標準粉末） 

固体 アルミ袋 50g × 24袋 － － － ○ － － － 

亜硝酸ナトリウム 液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化カリウム 液体 ポリ容器 250mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化すず(Ⅱ) 

二水和物 
固体 ガラス瓶 25g × 3本 － － － ○ － － － 

塩化水素 液体 ガラス瓶 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

過マンガン酸 

カリウム 
液体 ガラス瓶 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

過酸化水素 液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

四ホウ酸ナトリウ

ム十水和物 
固体 アルミ袋 50g × 30袋 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(2/12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

七モリブデン酸 

六アンモニウム 

四水和物 
一般 

化学室 

固体 ポリ容器 500g × 2本 － － － ○ － － － 

水酸化ナトリウム 液体 ポリ容器 500mL × 3本 － － － ○ － － － 

硫酸 液体 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

硫酸銅(Ⅱ) 

五水和物 
固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

Ｌ（＋）－ 

アスコルビン酸 

放射化学

分析室 

固体 ポリ容器 500g × 2本 － － － ○ － － － 

Ｎ－１－ナフチル

エチレンジアミン

二塩酸塩 

固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

アンモニア 液体 ポリ容器 500mL × 4本 － － － ○ － － － 

炭酸アンモニウム 固体 ポリ容器 500g × 2本 － － － ○ － － － 

エタノール 
液体 ガラス瓶 500mL × 4本 － － － ○ － － － 

液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

クロム酸カリウム

（六価クロム） 
固体 ガラス瓶 100g × 1本 － － － ○ － － － 

しゅう酸 

ナトリウム 
液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

しゅう酸二水和物 
固体 ガラス瓶 500g × 2本 － － － ○ － － － 

固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

スルファニル 

アミド 
固体 ガラス瓶 500g × 1本 － － － ○ － － － 

チオシアン 

酸水銀(Ⅱ) 
液体 ガラス瓶 50mL × 1本 － － － ○ － － － 

フェノール 

フタリン 
固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

フタル酸水素 

カリウム 
固体 アルミ袋 50g × 1袋 － － － ○ － － － 

ヘキサン 液体 ガラス瓶 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

メタンスルホン酸 液体 ガラス瓶 25mL × 1本 － － － ○ － － － 

メチルオレンジ 液体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

りん酸 液体 
プラスチ

ック容器 
250mL × 1本 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(3/12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

亜硝酸ナトリウム 

放射化学

分析室 

固体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化アンモニウム 固体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化カリウム 液体 ポリ容器 250mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化すず(Ⅱ) 

二水和物 
固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

塩化ナトリウム

（塩化物イオン 

標準液） 

液体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化ナトリウム

（ナトリウム 

標準液） 

液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化水素 液体 ガラス瓶 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

塩化鉄(Ⅲ) 

六水和物 
固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

過マンガン酸 

カリウム 
液体 ガラス瓶 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

過酸化水素 液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

四ホウ酸ナトリウ

ム十水和物 
固体 アルミ袋 50g × 1袋 － － － ○ － － － 

七モリブデン酸 

六アンモニウム 

四水和物 

固体 ポリ容器 500g × 2本 － － － ○ － － － 

硝酸 液体 ガラス瓶 500mL × 9本 － － － ○ － － － 

硝酸アンモニウム 固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸カリウム 

（硝酸イオン 

標準液） 

液体 
ガラス 

容器 
100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸カルシウム 

（カルシウム 

標準液） 

液体 
ガラス 

容器 
100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸 

ストロンチウム 
固体 ポリ容器 25g × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸ニッケル 

（ニッケル 

標準液） 

液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸バリウム 固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(4/12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

硝酸マグネシウム

六水和物 

（マグネシウム 

標準液１） 

放射化学

分析室 

液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸亜鉛 

（亜鉛標準液） 
液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸銀 固体 ガラス瓶 500g × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸鉄(Ⅲ) 

（鉄標準液） 
液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸銅(Ⅱ) 

（銅標準液） 
液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

酢酸アンモニウム 液体 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

水酸化カリウム 液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

水酸化ナトリウム 
液体 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

固体 ポリ容器 500g × 6本 － － － ○ － － － 

炭酸ナトリウム 液体 ポリ容器 250mL × 1本 － － － ○ － － － 

炭酸水素 

ナトリウム 
液体 ポリ容器 250mL × 1本 － － － ○ － － － 

二クロム酸 

カリウム 

（クロム標準液

１） 

液体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硫酸 液体 ガラス瓶 500mL × 5本 － － － ○ － － － 

硫酸アンモニウム

鉄(Ⅲ)・１２水 
固体 ガラス瓶 500g × 1本 － － － ○ － － － 

硫酸ナトリウム 液体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硫酸銅(Ⅱ) 

五水和物 
固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

１，２，４トリメ

チルベンゼン 

エトキシルアルキ

ルフェノール 

液体 ガラス瓶 1L × 1本 － － － ○ － － － 

ピロ硫酸カリウム 

（クロム試薬） 
固体 ガラス瓶 100g × 5本 － － － ○ － － － 

フェノール 

フタレイン溶液 
液体 ガラス瓶 100mL × 3本 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(5/12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

硫酸ナトリウム 

（陰イオン標準液

Ⅳ） 

放射化学

分析室 

液体 ガラス瓶 50mL × 1本 － － － ○ － － － 

ブロモクレゾール

グリーン 
液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化マグネシウム 

（陽イオン混合 

標準液Ⅱ） 

液体 ポリ容器 50mL × 1本 － － － ○ － － － 

リン酸二水素 

カリウム 

（pH7標準粉末) 

固体 アルミ袋 50g × 1袋 － － － ○ － － － 

Ｌ（＋）－ 

アスコルビン酸 

３号炉 

放射化学

分析室・

一般 

化学室 

固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

Ｎ－１－ナフチル

エチレンジアミン

二塩酸塩 

固体 ガラス瓶 25g × 2本 － － － ○ － － － 

アミド硫酸 

アンモニウム 
固体 ガラス瓶 25g × 2本 － － － ○ － － － 

アンモニア 液体 ポリ容器 500mL × 3本 － － － ○ － － － 

炭酸アンモニウム 固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

エタノール 液体 ガラス瓶 500mL × 6本 － － － ○ － － － 

クロム酸カリウム

(六価クロム) 
固体 ポリ容器 100g × 1本 － － － ○ － － － 

しゅう酸 

ナトリウム 
液体 ポリ容器 500mL × 10本 － － － ○ － － － 

しゅう酸二水和物 固体 ガラス瓶 500g × 2本 － － － ○ － － － 

すず 固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

スルファニル 

アミド 
固体 ガラス瓶 500g × 2本 － － － ○ － － － 

チオシアン酸 

水銀(Ⅱ) 
固体 ガラス瓶 50g × 2本 － － － ○ － － － 

フェノール 

フタリン 
固体 ガラス瓶 25g × 2本 － － － ○ － － － 

ブロモクレゾール

グリーン 
液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

ヘキサン 液体 ガラス瓶 500mL × 10本 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(6/12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

メタンスルホン酸 

３号炉 

放射化学

分析室・

一般 

化学室 

 

液体 ガラス瓶 25mL × 2本 － － － ○ － － － 

メチルオレンジ 液体 ガラス瓶 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

メチルレッド 液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

りん酸 液体 
プラスチ

ック容器 
250mL × 2個 － － － ○ － － － 

りん酸二水素 

カリウム 
液体 

ガラス 

容器 
100mL × 1本 － － － ○ － － － 

亜硝酸ナトリウム 

（亜硝酸イオン 

標準液） 

液体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

塩化アンモニウム 

（アンモニウムイ

オン標準液） 

液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

塩化カリウム 液体 ポリ容器 250mL × 2個 － － － ○ － － － 

塩化すず(Ⅱ) 

二水和物 
固体 ガラス瓶 25g × 2本 － － － ○ － － － 

塩化ナトリウム 

（塩化物イオン 

標準液） 

液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

塩化ナトリウム 

（ナトリウム 

標準液） 

液体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

塩化水素 液体 ガラス瓶 500mL × 5本 － － － ○ － － － 

チオ尿素 液体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

塩化鉄(Ⅲ) 

六水和物 
固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

過マンガン酸 

カリウム 
液体 ガラス瓶 500mL × 7本 － － － ○ － － － 

過酸化水素 液体 ポリ容器 500mL × 3本 － － － ○ － － － 

酸化ランタン 固体 ガラス瓶 25g × 2本 － － － ○ － － － 

四ホウ酸ナトリウ

ム十水和物 
固体 アルミ袋 50g × 10袋 － － － ○ － － － 

七モリブデン酸 

六アンモニウム 

四水和物 

固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸 液体 ガラス瓶 500mL × 15本 － － － ○ － － － 

硝酸アンモニウム 固体 ガラス瓶 500g × 2本 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(7/12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

硝酸カリウム 

３号炉 

放射化学

分析室・

一般 

化学室 

液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

硝酸カルシウム 液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

硝酸 

ストロンチウム 
固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸ニッケル 液体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

硝酸バリウム 固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸マグネシウム

六水和物 
液体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

硝酸亜鉛 液体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

硝酸銀 固体 ガラス瓶 500g × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸鉄(Ⅲ) 固体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

硝酸銅(Ⅱ) 液体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

酢酸アンモニウム 液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

水酸化ナトリウム 
液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

固体 ポリ容器 500g × 20本 － － － ○ － － － 

炭酸ナトリウム 溶液 ポリ容器 250mL × 2本 － － － ○ － － － 

炭酸水素 

ナトリウム 
溶液 ポリ容器 250mL × 2本 － － － ○ － － － 

二クロム酸 

カリウム 
溶液 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

硫酸 
溶液 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

溶液 ガラス瓶 500mL × 5本 － － － ○ － － － 

硫酸アンモニウム

鉄(Ⅲ)・１２水 
固体 ガラス瓶 500g × 4本 － － － ○ － － － 

硫酸ナトリウム 
液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

固体 ポリ容器 500g × 2本 － － － ○ － － － 

硫酸銅(Ⅱ) 

五水和物 
固体 ポリ容器 500g × 2本 － － － ○ － － － 

１，２，４－トリ

メチルベンゼン 

（インスタゲル） 

液体 ガラス瓶 500mL × 4本 － － － ○ － － － 

ピロ硫酸カリウム

（クロム試薬） 
固体 アルミ袋 100g × 2本 － － － ○ － － － 

フェノール 

フタレイン 
液体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(8/12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

フタル酸水素 

カリウム 

３号炉 

放射化学

分析室・

一般 

化学室 

固体 アルミ袋 50g × 10袋 － － － ○ － － － 

硫酸ナトリウム 

（陰イオン標準液

Ⅳ） 

液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

ペルオキソ二硫酸 

アンモニウム 

（TOC計用 

酸化剤） 

液体 
プラスチ

ック容器 
250mL × 2個 － － － ○ － － － 

リン酸二水素 

カリウム 

（pH7標準粉末) 

固体 アルミ袋 50g × 10袋 － － － ○ － － － 

塩化マグネシウム 

（陽イオン混合標

準液Ⅱ） 

液体 ガラス瓶 200mL × 2本 － － － ○ － － － 

メタけい酸 

ナトリウム 

（シリカ標準液） 

溶液 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

Ｌ（＋）－ 

アスコルビン酸 

環境 

実験室 

固体 ポリ容器 500g × 5本 － － － ○ － － － 

アンモニア 液体 ポリ容器 500mL × 3本 － － － ○ － － － 

硝酸コバルト(Ⅱ) 液体 ポリ容器 100mL × 12本 － － － ○ － － － 

シュウ酸二水和物 固体 ポリ容器 500g × 5本 － － － ○ － － － 

セシウム標準液 液体 ポリ容器 100mL × 7本 － － － ○ － － － 

チオアセトアミド 固体 ガラス瓶 25g × 8本 － － － ○ － － － 

マンガン 液体 ポリ容器 250mL × 6本 － － － ○ － － － 

リンモリブデン酸

アンモニウム 

n水和物 

固体 ガラス瓶 25g × 8本 － － － ○ － － － 

硝酸亜鉛 液体 ポリ容器 250mL × 4本 － － － ○ － － － 

塩酸 液体 ガラス瓶 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

過マンガン酸 

カリウム 
液体 ガラス瓶 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

過酸化水素 液体 ポリ容器 500mL × 3本 － － － ○ － － － 

酸化マンガン 液体 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

七モリブデン酸 

六アンモニウム 

四水和物 

固体 ポリ容器 500g × 2本 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(9/12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

硝酸 

環境 

実験室 

液体 ガラス瓶 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸リン 液体 ガラス瓶 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

水酸化ナトリウム 液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸鉄(Ⅲ) 液体 ポリ容器 250mL × 3本 － － － ○ － － － 

硫酸 液体 ガラス瓶 500mL × 5本 － － － ○ － － － 

ウルチマゴールド

ＬＬＴ 
液体 ガラス瓶 

2.5L × 2本 

1L × 1本 
－ － － ○ － － － 

塩素 

２号炉 

放水路モ

ニタ建物 

固体 袋 0.1g ×150袋 － － － ○ － － － 

フタル酸塩 

管理事務

所１号館 

液体 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

中性リン酸塩 液体 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

濃縮炭酸塩 液体 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

シンナー 液体 缶 4L × 2本 － － － ○ － － － 

高分子アクリル酸 

１号炉 

廃棄物 

処理建物 

液体 ポリ容器 1000mL × 1本 － － － ○ － － － 

硫酸第一鉄 

１号炉 

鉄イオン

注入装置

廻り 

固体 紙袋 25kg × 60袋 － － － ○ － － － 

シリカゲル 
１号炉 

排気筒下 
固体 金属容器 4.2kg × 1個 － － － ○ － － － 

シリカ・アルミナ

ゲル 
２号炉 

タービン

建物 

固体 金属容器 45kg × 1個 － － － ○ － － － 

シリカゲル 固体 金属容器 0.135g × 1個 － － － ○ － － － 

硫酸第一鉄 

２号炉 

鉄イオン

注入装置

廻り 

固体 紙袋 25kg × 60袋 － － － ○ － － － 

りん酸塩 

２号炉 

廃棄物 

処理建物 

固体 ポリ容器 12kg × 3個 － － － ○ － － － 

液体 ポリ容器 9kg × 3個 － － － ○ － － － 

非結晶性シリカ 液体 ポリ容器 16kg × 5個 － － － ○ － － － 

りん酸二水素 

ナトリウム 
固体 ポリ容器 10kg × 5個 － － － ○ － － － 

泡消火薬剤 液体 ポリ容器 20L × 3個 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(10/12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

ＫＣＬ粉末 

２号炉 

廃棄物 

処理建物 

固体 ポリ容器 500g × 5本 － － － ○ － － － 

ＰＨ標準粉末 

（ＰＨ４） 
固体 袋 5.1g × 30袋 － － － ○ － － － 

ＰＨ標準粉末 

（ＰＨ７） 
固体 袋 3.5g × 50袋 － － － ○ － － － 

ＰＨ標準粉末 

（ＰＨ９） 
固体 袋 2.0g × 50袋 － － － ○ － － － 

シリカゲル 

３号炉 

サービス

建物 

 

固体 金属缶 
10g ×800袋 

100g ×100袋 
－ － － ○ － － － 

ゼラスト防錆剤 固体 
ビニール

袋 
5g × 50個 － － － ○ － － － 

五ほう酸ナトリウ

ム十水和物 
固体 

クラフト

袋 
20kg × 25袋 － － － ○ － － － 

亜硝酸ナトリウム 液体 
ポリタン

ク 
12kg × 1個 － － － ○ － － － 

りん酸三 

ナトリウム 
液体 ポリ瓶 500g × 20本 － － － ○ － － － 

リン酸二水素 

ナトリウム 
３号炉 

廃棄物 

処理建物 

固体 紙袋 25kg × 2袋 － － － ○ － － － 

硫酸 液体 
プラスチ

ック容器 
20L × 1個 － － － ○ － － － 

苛性ソーダ 液体 
プラスチ

ック容器 
20L × 13個 － － － ○ － － － 

シリカ・アルミナ

ゲル ３号炉 

タービン

建物 

固体 金属容器 50kg × 2個 － － － ○ － － － 

シリカゲル 固体 金属容器 0.135kg × 2個 － － － ○ － － － 

泡消火薬剤 液体 
ポリエチ

レン容器 
20L ×  1個 － － － ○ － － － 

リン酸水素二 

ナトリウム 

３号炉 

放水路モ

ニタ室 

固体 アルミ袋 0.1g ×200袋 － － － ○ － － － 

アクリル系 

ポリマー 
２号水 

ろ過装置 

建物 

固体 紙袋 15kg × 2袋 － － － ○ － － － 

含水ケイ酸 

アルミニウム 
固体 紙袋 10kg × 11袋 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 

 

 

 

 

 

 

 

200



 

 

106 

表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(11/12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

モリブデン酸 

ナトリウム サイトバ

ンカ建物 

液体 ポリ容器 12kg × 4個 － － － ○ － － － 

フェロシリコン 固体 袋 1kg ×131袋 － － － ○ － － － 

ホウ砂 固体 袋 1kg ×131袋 － － － ○ － － － 

ヒドラジン 

一水和物 

所内ボイ

ラー・ 

純水装置 

建物 

液体 ポリ容器 12kg × 12本 － － － ○ － － － 

ポリ硫酸第二鉄 液体 ポリ容器 25kg × 5本 － － － ○ － － － 

アニオン性ポリア

クリルアミド 
固体 紙袋 10kg × 1袋 － － － ○ － － － 

ヒドラジン 液体 ポリ容器 10kg × 4本 － － － ○ － － － 

モルホリン 液体 ポリ容器 20kg × 4本 － － － ○ － － － 

塩化カリウム 

３号機補

助ボイラ

ー建物 

固体 ポリ容器 500g × 7個 － － － ○ － － － 

希塩酸 
液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

炭酸カルシウム 固体 段ボール 0.72kg × 20個 － － － ○ － － － 

ヒドラジン 

一水和物 
液体 

ポリタン

ク 
10kg × 6個 － － － ○ － － － 

モルホリン 液体 
ポリタン

ク 
20kg × 1個 － － － ○ － － － 

フタル酸水素 

カリウム 
固体 アルミ袋 5.1g × 30袋 － － － ○ － － － 

リン酸二水素 

カリウム 
固体 アルミ袋 3.5g × 40袋 － － － ○ － － － 

四ホウ酸ナトリウ

ム十水和物 
固体 アルミ袋 2.0g × 20袋 － － － ○ － － － 

硫酸アルミニウム 
２号倉庫 

固体 袋 1kg × 25袋 － － － ○ － － － 

硫酸第一鉄 固体 紙袋 25kg ×340袋 － － － ○ － － － 

リン酸塩 

９号倉庫 

固体 ポリ容器 12kg × 3個 － － － ○ － － － 

液体 ポリ容器 9kg × 3個 － － － ○ － － － 

非結晶シリカ 液体 ポリ容器 16kg × 10個 － － － ○ － － － 

リン酸二水素 

ナトリウム 
固体 ポリ容器 10kg × 5個 － － － ○ － － － 

泡消火薬剤 
消防資機

材倉庫 
液体 

ポリエチ

レン容器 
20L × 58個 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(12/12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

フェロシリコン 

空コンテ

ナ保管 

倉庫 

固体 

袋(２０袋

／段ボー

ル) 

1kg ×940個 － － － ○ － － － 

ホウ砂 固体 

袋(２０袋

／段ボー

ル) 

1kg ×940個 － － － ○ － － － 

亜硝酸ナトリウム 液体 
ポリタン

ク 
12kg × 2個 － － － ○ － － － 

ヒドラジン 
管理 

事務所 

３号館 

液体 
ポリタン

ク 
12kg × 2本 － － － ○ － － － 

りん酸三 

ナトリウム 
液体 ポリ瓶 500g × 20本 － － － ○ － － － 

水酸化ナトリウム 液体 ポリ瓶 500g × 20本 － － － ○ － － － 

グリセリン 

訓練 

センター

１号館 

液体 ガラス瓶 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

消毒用エタノール 液体 ガラス瓶 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

キングドライ 

ＫＭＣ－３３ 
固体 紙袋 30g × 20袋 － － － ○ － － － 

無水アルコール 液体 ポリ容器 25mL × 1本 － － － ○ － － － 

ＥＸ－ＤＲＹ 
固体 ポリ袋 147g ×21 ﾊﾟｯｸ － － － ○ － － － 

固体 紙袋 147g × 3 ﾊﾟｯｸ － － － ○ － － － 

二酸化ケイ素, 

塩化コバルト(Ⅱ) 

六水和物 

訓練 

センター 

２号館 

固体 紙袋 300g × 5個 － － － ○ － － － 

シリカゲル 固体 布袋 1kg × 1袋 － － － ○ － － － 

シリカゲル 

３号炉 

変圧器 

ヤード 

固体 
ガラス 

容器 

30kg × １個 － － － ○ － － － 

7.5kg × 1個 － － － ○ － － － 

11.5kg × 1個 － － － ○ － － － 

泡消火薬剤 
第４保管

エリア 
液体 

ポリエチ

レン容器 
1000L × 5個 － － － ○ － － － 

泡消火薬剤 
第１保管

エリア 
液体 

ポリエチ

レン容器 
1000L × 5個 － － － ○ － － － 

泡消火薬剤 
北口防護

建物南側 
液体 

ポリエチ

レン容器 
20L × 10個 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 6 島根原子力発電所の固定源整理表 

（敷地内 製品性状により影響がないことが明らかなもの） 

令和元年 12月末時点 

有毒化学物質 保管場所 容器 

内

容

量 

単

位 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

潤滑油 
各機器 機器 － － － － － － － － － 

危険物貯蔵庫 ドラム缶 － － － － － － － － － 

潤滑油（廃油） 危険物貯蔵庫 ドラム缶 － － － － － － － － － 

絶縁油 各変圧器 機器 － － － － － － － － － 

バッテリー 

希硫酸 

各機器 容器 

－ － － － － － － － － 

水酸化 

カリウム 
－ － － － － － － － － 

セメント 
ポルトラン

トセメント 
サイトバンカ建物 

フレキシ

ブルコン

テナ 

－ － － － － － － － － 

放射性 

固体廃棄物 

プラスチッ

ク固化体 

固体廃棄物貯蔵所 ドラム缶 

－ － － － － － － － － 

セメント 

固化体 
－ － － － － － － － － 

充填固化体 － － － － － － － － － 

酸素呼吸器 各配備場所 ボンベ － － － － － － － － － 

設備・機器類等に貯蔵されて

いる窒息性ガス（開放空間に

設置されているもの） 

各配備場所＊ 
ボンベ等

耐圧容器 
－ － － － － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 

注記＊：中央制御室および緊急時対策所内には配備されていない。 
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表 7 島根原子力発電所の固定源整理表 

（敷地内 生活用品として一般的に使用されるもの） 

令和元年 12月末時点 

有毒化学物質 保管場所 
容

器 

内

容

量 

単

位 

有毒ガ

ス判断 
調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

生活用品 

洗剤，エアコンの冷媒，

殺虫剤，自販機，調味料，

車，電池，消毒液，消火

器，飲料，溶雪剤，スプ

レー缶，作業用品 

事務所等 － － － － － － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 

 

 

表 8 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 地域防災計画） 

令和元年 12月末時点 

品 名 施設 規模 

有毒ガス

判断 
調査対象整理 調査

対象 
a b 1 2 3 4 

液化石油ガス オートガススタンド 30t ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 

 

 

表 9 島根原子力発電所の固定源整理表 

（敷地外 毒物および劇物取締法） 

令和元年 12月末時点 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

シアン化カリウム＋シアン化金カリウム － ×＊ × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 

注記＊：固体又は固体を溶かした水溶液 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(1/16) 

令和元年 12月末時点 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 350㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 2900㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 490㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(2/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 490㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(3/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 350㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 495㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(4/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 497㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(5/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 350㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 495㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(6/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 495㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 1000㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(7/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 498㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 498㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 320㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 350㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 498㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(8/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 350㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 487㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(9/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

アルコ－ル類 1991L ○ － × × 〇 － － 

第一石油類 

400L ○ － × × 〇 － － 

1000L ○ － × × 〇 － － 

800L ○ － × × 〇 － － 

20000L ○ － × × 〇 － － 

95L ○ － × × 〇 － － 

38000L ○ － × × 〇 － － 

40000L ○ － × × 〇 － － 

26000L ○ － × × 〇 － － 

28000L ○ － × × 〇 － － 

28000L ○ － × × 〇 － － 

50000L ○ － × × 〇 － － 

6650L ○ － × × 〇 － － 

600L ○ － × × 〇 － － 

90L ○ － × × 〇 － － 

9600L ○ － × × 〇 － － 

3820L ○ － × × 〇 － － 

95L ○ － × × 〇 － － 

15000L ○ － × × 〇 － － 

95L ○ － × × 〇 － － 

39200L ○ － × × 〇 － － 

58000L ○ － × × 〇 － － 

29100L ○ － × × 〇 － － 

3000L ○ － × × 〇 － － 

45000L ○ － × × 〇 － － 

28800L ○ － × × 〇 － － 

38800L ○ － × × 〇 － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 

 

 

 

 

 

213



 

 

119 

表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(10／16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

第一石油類 

29100L ○ － × × 〇 － － 

30000L ○ － × × 〇 － － 

47500L ○ － × × 〇 － － 

第二石油類 

2892L ×＊ × － － － － － 

2000L ×＊ × － － － － － 

1800L ×＊ × － － － － － 

6720L ×＊ × － － － － － 

5544L ×＊ × － － － － － 

2332.8L ×＊ × － － － － － 

1188L ×＊ × － － － － － 

2000L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

1750L ×＊ × － － － － － 

1176L ×＊ × － － － － － 

29800L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

9600L ×＊ × － － － － － 

19400L ×＊ × － － － － － 

15000L ×＊ × － － － － － 

5000L ×＊ × － － － － － 

4500L ×＊ × － － － － － 

30000L ×＊ × － － － － － 

8000L ×＊ × － － － － － 

3500L ×＊ × － － － － － 

2000L ×＊ × － － － － － 

200L ×＊ × － － － － － 

4900L ×＊ × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(11/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

第二石油類 

2500L ×＊ × － － － － － 

500L ×＊ × － － － － － 

800L ×＊ × － － － － － 

2500L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

30000L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

6000L ×＊ × － － － － － 

8000L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

28000L ×＊ × － － － － － 

2850L ×＊ × － － － － － 

9500L ×＊ × － － － － － 

5730L ×＊ × － － － － － 

9550L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

5000L ×＊ × － － － － － 

19200L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 

 

 

 

 

 

215



 

 

121 

表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(12/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

第二石油類 

9550L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

58000L ×＊ × － － － － － 

9700L ×＊ × － － － － － 

9700L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

15000L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

9600L ×＊ × － － － － － 

9600L ×＊ × － － － － － 

1900L ×＊ × － － － － － 

19400L ×＊ × － － － － － 

19400L ×＊ × － － － － － 

19400L ×＊ × － － － － － 

9700L ×＊ × － － － － － 

15000L ×＊ × － － － － － 

15000L ×＊ × － － － － － 

9500L ×＊ × － － － － － 

28500L ×＊ × － － － － － 

9500L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

30000L ×＊ × － － － － － 

25000L ×＊ × － － － － － 

5000L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

4000L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(13/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

第二石油類 

10000L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

24000L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

25000L ×＊ × － － － － － 

7000L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

2000L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

30000L ×＊ × － － － － － 

50000L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

5000L ×＊ × － － － － － 

9000L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

7000L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

1900L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

4000L ×＊ × － － － － － 

第三石油類 

4377.6L ×＊ × － － － － － 

2352L ×＊ × － － － － － 

15701L ×＊ × － － － － － 

11040L ×＊ × － － － － － 

11040L ×＊ × － － － － － 

5220L ×＊ × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(14/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

第三石油類 

15701L ×＊ × － － － － － 

2822.4L ×＊ × － － － － － 

2290L ×＊ × － － － － － 

2000L ×＊ × － － － － － 

2000L ×＊ × － － － － － 

2300L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

30000L ×＊ × － － － － － 

8000L ×＊ × － － － － － 

4000L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

5000L ×＊ × － － － － － 

50000L ×＊ × － － － － － 

5800L ×＊ × － － － － － 

5000L ×＊ × － － － － － 

7500L ×＊ × － － － － － 

8800L ×＊ × － － － － － 

4000L ×＊ × － － － － － 

4600L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

1000L ×＊ × － － － － － 

1960L ×＊ × － － － － － 

2000L ×＊ × － － － － － 

1000L ×＊ × － － － － － 

365L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

2500L ×＊ × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(15/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

第三石油類 

2000L ×＊ × － － － － － 

400L ×＊ × － － － － － 

400L ×＊ × － － － － － 

2000L ×＊ × － － － － － 

600L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

6000L ×＊ × － － － － － 

7000L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

6000L ×＊ × － － － － － 

60000L ×＊ × － － － － － 

40000L ×＊ × － － － － － 

30000L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

6000L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

23000L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

6000L ×＊ × － － － － － 

15000L ×＊ × － － － － － 

12000L ×＊ × － － － － － 

6000L ×＊ × － － － － － 

80000L ×＊ × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(16/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

第三石油類 

5000L ×＊ × － － － － － 

6000L ×＊ × － － － － － 

5000L ×＊ × － － － － － 

6000L ×＊ × － － － － － 

30000L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

15000L ×＊ × － － － － － 

7000L ×＊ × － － － － － 

第四石油類 

550L ×＊ × － － － － － 

2000L ×＊ × － － － － － 

1500L ×＊ × － － － － － 

900L ×＊ × － － － － － 

14900L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

600L ×＊ × － － － － － 

1800L ×＊ × － － － － － 

1800L ×＊ × － － － － － 

1800L ×＊ × － － － － － 

400L ×＊ × － － － － － 

1800L ×＊ × － － － － － 

1800L ×＊ × － － － － － 

1800L ×＊ × － － － － － 

1800L ×＊ × － － － － － 

1800L ×＊ × － － － － － 

1800L ×＊ × － － － － － 

1800L ×＊ × － － － － － 

3200L ×＊ × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 

注記＊：揮発性が乏しい液体 
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表 11 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 高圧ガス保安法）(1/2) 

令和元年 12月末時点 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

炭酸ガス 0.559 m3 ○ － ○ － － － － 

炭酸ガス 28.74 m3 ○ － ○ － － － － 

炭酸ガス 14.38 m3 ○ － ○ － － － － 

炭酸ガス 14.38 m3 ○ － ○ － － － － 

液化酸素(CE) 29.5 m3 ○ － ○ － － － － 

圧縮空気、酸素 201 m3 ○ － ○ － － － － 

液化酸素、酸素、窒素 1441.1 m3 ○ － ○ － － － － 

水素，二酸化炭素 1290 m3 ○ － ○ － － － － 

水素 窒素，炭酸ガス 

酸素 

1194.1 kg ○ － ○ － － － － 

2059.1 m3 ○ － ○ － － － － 

酸素，亜酸化窒素 949.4 m3 ○ － ○ － － － － 

R134a 1500 kg ○ － ○ － － － － 

R134a 50 kg ○ － ○ － － － － 

R134a 50 kg ○ － ○ － － － － 

R134a 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 1500 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 1500 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

アンモニア 1500 kg ○ － × × × × 対象 

フロン 50 kg ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 11 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 高圧ガス保安法）(2/2) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

フロン 50 kg ○ － ○ － － － － 

R407C 50 kg ○ － ○ － － － － 

R407C 50 kg ○ － ○ － － － － 

R407C 50 kg ○ － ○ － － － － 

CO2 23 kg ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 378122 m3 ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 36305 m3 ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 194747 m3 ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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別紙 2－5－2 

表 1 島根原子力発電所の可動源整理表 

令和元年 12月末時点 

輸送物 輸送先（代表例） 荷姿 輸送量 
有毒ガス判断 

調査対象

整理 
調査

対象 
a b 1 2 3 

塩酸 塩酸タンク 大型ポリタンク 900L ○ － × × × 対象 

水酸化ナトリウム 
苛性ソーダ 

貯蔵タンク 
タンクローリー 26m3 ×＊1 × － － － － 

硫酸 硫酸貯蔵タンク タンクローリー 6m3 ×＊2 × － － － － 

軽油 
ガスタービン 

燃料地下タンク 
タンクローリー 16kL ×＊2 × － － － － 

炭酸ガス 
２号炉 

廃棄物処理建物 
ガスボンベ 55kg ○ － ○ － － － 

ハロン１３０１ ２号炉原子炉建物 ガスボンベ 75kg ○ － ○ － － － 

六フッ化硫黄 ５００ｋＶ開閉所 ガスボンベ 50kg ○ － ○ － － － 

酸素 取水槽 ガスボンベ 7m3 ○ － ○ － － － 

アセチレン 放射化学分析室 ガスボンベ 7kg ○ － ○ － － － 

プロパンガス 

所内ボイラー・純水装

置建物補助ボイラープ

ロパンガスボンベ庫 

ガスボンベ 50kg ○ － ○ － － － 

混合ガス（ブタン

＋プロパン） 
訓練センター１号館 ガスボンベ 10L ○ － ○ － － － 

混合ガス（ヘリウ

ム＋イソブタン） 
放射化学分析室 ガスボンベ 10L ○ － ○ － － － 

混合ガス（メタン

＋アルゴン） 
放射化学分析室 ガスボンベ 10L ○ － ○ － － － 

二酸化硫黄 
所内ボイラー・ 

純水装置建物 
ガスボンベ 10L ○ － ○ － － － 

一酸化窒素 
所内ボイラー・ 

純水装置建物 
ガスボンベ 10L ○ － ○ － － － 

試薬類 

一般化学分析室，放射

化学分析室，環境実験

室 等 

ポリ容器 

ガラス瓶 等 
＊3 － － × ○ － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベなどで運送される 

2:輸送量が少量である 

3:開放空間での人体への影響がない 

注記＊1：固体又は固体を溶かした水溶液 

＊2：揮発性が乏しい液体 

＊3：詳細は「表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）」にて記載  
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表 2 島根原子力発電所の可動源整理表 

（製品性状により影響がないことが明らかなもの） 

令和元年 12月末時点 

輸送物 輸送先（代表例） 荷姿 輸送量 

有毒

ガス

判断 

調査対象

整理 
調査

対象 

a b 1 2 3 

潤滑油 
各機器 機器 － － － － － － － 

危険物貯蔵庫 ドラム缶 － － － － － － － 

潤滑油（廃油） 危険物貯蔵庫 ドラム缶 － － － － － － － 

絶縁油 各変圧器 機器 － － － － － － － 

バッテリー 
希硫酸 

各機器 容器 
－ － － － － － － 

水酸化カリウム － － － － － － － 

セメント 
ポルトラントセ

メント 
サイトバンカ建物 

フレキシ

ブルコン

テナ 

－ － － － － － － 

放射性固体

廃棄物 

プラスチック 

固化体 
固体廃棄物貯蔵所 ドラム缶 

－ － － － － － － 

セメント固化体 － － － － － － － 

充填固化体 － － － － － － － 

酸素呼吸器 各配備場所 
ガスボン

ベ 
－ － － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベなどで運送される 

2:輸送量が少量である 

3:開放空間での人体への影響がない 
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表 3 島根原子力発電所の可動源整理表（生活用品として一般的に使用されるもの） 

令和元年 12月末時点 

輸送物 輸送先（代表例） 荷姿 輸送量 

有毒

ガス

判断 

調査対象

整理 
調査

対象 

a b 1 2 3 

生活用品 

洗剤，エアコン

の冷媒，殺虫

剤，自動販売

機，調味料，車，

電池，消毒液，

消火器，飲料，

融雪剤，スプレ

ー缶，作業用品 

事務所等 － － － － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベなどで運送される 

2:輸送量が少量である 

3:開放空間での人体への影響がない 
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3. 他の有毒化学物質等との反応により発生する有毒ガスの考慮について 

流出した有毒化学物質と，その周囲にある有毒化学物質等との反応による有毒ガスの発生

について評価した。 

本評価では，島根原子力発電所構内の貯蔵施設に貯蔵されている化学物質及び敷地内で輸

送されている化学物質のうち，液状の有毒化学物質である塩酸，また，貯蔵量，貯蔵状態か

らみて，有毒ガス防護に係る影響評価上，大気中への多量の放出を考慮する必要がないとし

ている液状の化学物質について，貯蔵施設から流出した際に接触する他の化学物質との反応

により発生する有毒ガスについて評価した。 

気体状の化学物質については，一般で使用されている化学物質（プロパン等）のみであり，

貯蔵容器からの流出を想定しても，他の有毒化学物質等との反応により，有毒ガス防護に係

る影響評価上，大気中への多量の放出を考慮する必要のある有毒ガスを発生させるおそれは

ないことから評価対象外とする。 

貯蔵施設のうち，薬品タンクについては，タンク下部に防液堤が設置されており，流出時

においても，貯蔵量の全量を防液堤等内に貯留することができる設計となっていることから，

他の薬品との混触は考え難いため評価対象外とする。 

一部の薬品タンクについては，同一防液堤内に設置されており薬品タンクからの薬品の流

出を想定すると混触するものがあるが，薬品の組み合わせから，有毒ガスが発生するものは

ない。 

液状の化学物質及び有毒化学物質が流出した際に，貯蔵施設の配置より，混触が考えられ

る化学物質を想定し，反応による有毒ガスの発生について評価した結果を表3－1に示す。 

評価の結果，液状の化学物質及び有毒化学物質の流出時における他の物質との接触を考慮

しても，有毒ガス防護に係る影響評価上，大気中への多量の放出を考慮する必要のある有毒

ガスを発生させるような反応はないことを確認した。 
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表3－1 他の有毒化学物質等との反応により発生する有毒ガスについて 

化学物質 
混触の可能性のある化学物質

との反応 
備考 

硫酸 

（20%,98%） 

・水酸化ナトリウム 

 中和反応が生じるのみであ

り，有毒ガスは発生しない。 

・水酸化カリウム 

 中和反応が生じるのみであ

り，有毒ガスは発生しない。 

・陽イオン交換樹脂再生用 

・pH調整用 

塩酸 

（20%,35%） 

・水酸化ナトリウム 

中和反応が生じるのみであ

り，有毒ガスは発生しない。 

・陽イオン交換樹脂再生用 

・pH調整用 

水酸化ナトリウム 

（5%,20%,25%） 

 

・塩酸 

中和反応が生じるのみであ

り，有毒ガスは発生しない。 

・硫酸 

中和反応が生じるのみであ

り，有毒ガスは発生しない。 

・陰イオン交換樹脂再生用 

・pH調整用 

 

 

 

水酸化カリウム 

（5%） 

・硫酸 

中和反応が生じるのみであ

り，有毒ガスは発生しない。 

・pH調整用 

次亜塩素酸ナトリウム 

 

・硫酸第一鉄 

 沈殿反応が生じるのみであ

り，有毒ガスは発生しない。 

・海生生物付着抑制用 

硫酸第一鉄 ・次亜塩素酸ナトリウム 

 沈殿反応が生じるのみであ

り，有毒ガスは発生しない。 

・海生生物付着抑制用 

227



 

 

133 

4．受動的に機能を発揮する設備について 

 

「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」において，有毒ガスが発生した際に，受動的に機能

を発揮する設備については，スクリーニング評価上考慮してもよいとされる。 

島根原子力発電所２号炉では，薬品タンクに設けられている堰については，受動的に機能を

発揮する設備として，スクリーニング評価上考慮している。 

評価にあたっては，漏えいした薬品が堰内にとどまるものとして，開口部面積を設定し蒸発

率を算定している。 

 

 

（1）堰の容量 

毒物及び劇物取締法において，屋内外タンクには漏えいした毒物又は劇物を安全に収

容できる施設又は除害，回収等の施設を設け，貯蔵場所外へ流出等しないような措置を

講ずることが要求されている。 

流出時安全施設の保持容量は，表4－1に示すとおりであり，原則タンク容量の100％相

当とし，堰を共有するタンクについては，最大タンクの容量の100％以上の容量を有する

こととされる。 

 

表4－1 毒物及び劇物取締法における流出時安全施設の保持容量 

法令等 流出時安全施設の保持容量 

毒物及び劇物取締法

（毒物及び劇物の貯

蔵に関する構造・設備

等基準） 

原則としてタンク容量の100％とし，2ヶ以上のタンクが存在する場合

には，最大タンクの容量の100％相当以上とし，止むを得ず100％に満

たない場合は，除外回収等の施設の処理能力を考慮することができる。 

 

 

 

島根原子力発電所２号炉で特定した固定源において，流出時安全施設となる堰内の容量は，

表4－2に示すとおりであり，貯蔵量に対して十分な容量を有しており，全量漏えいした場合

でも堰内にとどまる。 

【ガイド記載】 

（解説-5）対象発生源特定のためのスクリーニング評価の際に考慮してもよい設備 

有毒ガスが発生した際に，受動的に機能を発揮する設備については，考慮してもよい

とする。例えば，防液堤は，防液堤が破損する可能性があったとしても，更地となるよ

うな壊れ方はせず，堰としての機能を発揮すると考えられる。また，防液堤内のフロー

トや電源，人的操作等を必要としない中和槽等の設備は，有毒ガスの抑制等の機能が恒

常的に見込めると考えられる。このことから，対象発生源特定のためのスクリーニング

評価（以下，単に「スクリーニング評価」においても，これらの設備は評価上考慮して

もよい。 
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表4－2 特定した固定源の堰容量等（評価結果） 

設備名称 
貯蔵量

（m3） 

堰容量

（m3） 
評価結果 

排水中和用 

塩酸タンク 
0.3 0.825 

薬品が堰内で漏えいしても，薬品タンク

が保有している薬品を全量貯留できる容

量を有する堰がある。 

 

 

（2）スクリーニング評価への反映 

「（1）堰の容量」を踏まえ，蒸発率の算定に使用する堰面積については，一律堰開口部

の全面積を評価条件として設定する。 

 

（3）堰等の状況について 

調査対象として特定した固定源の堰等の状況を図4－1，図4－2に示す。これら調査対

象固定源からの漏えいが発生しても，堰の中に留まることを確認した。 

なお，これら堰は，仮に損壊して堰から漏えいしたとしても，周囲の側溝等に落ちる

ため，化学物質が広範囲に広がることはない。 

 

  

229



 

 

135 

 

 
 

図4－1 調査対象とした敷地内固定源について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

  ：評価地点 

  ：重要操作地点 

  ：敷地内固定源 
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図4－2 堰周りの状況（排水中和用塩酸タンク）
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5. 有毒ガス影響評価に使用する気象条件について 

 

敷地において観測した2009年1月から12月までの1年間の気象データにより評価を行うに

当たり，この1年間の気象データが長期間の気象状態を代表しているかどうかの検討を行っ

た結果，代表性があると判断した。以下に検定方法及び検定結果を示す。 

 

(1) 検定方法 

a．検定に用いた観測記録 

気象データの代表性を確認するに当たり，地上付近を代表する標高28.5mの観測記録を用

いて検定を行った。 

b．データ統計期間 

統計年：2008年１月～2018年12月(10年間) 

検定年：2009年１月～2009年12月(1年間) 

c．検定方法 

風向別出現頻度（16項目），風速階級別出現頻度（11項目）について，F分布検定（有意

水準5％）を行い，棄却個数が3個以下の場合は，気象データに代表性があると判断する。 

 

(2) 検定結果 

表5－1に検定結果を示す。また，表5－2及び表5－3に棄却検定表を示す。 

観測項目27項目のうち，棄却された項目は無し（0個）であることから，検定年が十分

長期間の気象状態を代表していると判断する。 

 

表5－1  異常年検定結果 

観測項目 検定結果 

風向別出現頻度 棄却項目なし 

風速階級別出現頻度 棄却項目なし 
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表5－2 島根原子力発電所 風向F分布検定 

 

 

 

 

表5－3 島根原子力発電所 風速F分布検定 
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6. 原子炉施設周辺の建物影響による拡散の影響について 

 

有毒ガス評価における大気拡散については，旧原子力安全・保安院が制定した「原子力発

電所中央制御室の居住性にかかる被ばく評価手法について（内規）」（以下「被ばく評価手法

（内規）」という。）に準じて評価をしている。この内規は，LOCA時の排気筒や SGTR時の大

気放出弁という中央制御室から比較的近距離の放出点からの放射性物質の放出を想定した

場合での中央制御室の居住性を評価するための評価手法等を定めたものであり，評価の前提

となる評価点と放出点の位置関係など有毒ガスの大気拡散の評価においても相違ないため，

適用できる。 

 

6.1  原子炉施設周辺の建物影響による拡散 

放出点から比較的近距離の場所では，建物の風下側における風の巻き込みによる影響が

顕著となると考えられ，放出点と巻き込みを生じる建物及び評価点との位置関係によって

は，建物の影響を考慮して大気拡散の計算をする必要がある。 

中央制御室等の有毒ガス評価においては，放出点と巻き込みを生じる建物及び評価点と

の位置関係について，以下に示す条件すべてに該当した場合，放出点から放出された有毒

ガスは建物の風下側で巻き込みの影響を受け拡散し，評価点に到達するものとする。放出

点から評価点までの距離は，保守的な評価となるように水平距離を用いる。 

1) 放出点の高さが建物の高さの 2.5倍に満たない場合 

2) 放出点と評価点を結んだ直線と平行で放出点を風上とした風向 n について，放出点の

位置が風向 n と建物の投影形状に応じて定まる一定の範囲(図 6－1 の領域 An)の中に

ある場合 

3) 評価点が，巻き込みを生じる建物の風下側にある場合 

 

上記の三つの条件のうちの一つでも該当しない場合には，建物の影響はないものとして

大気拡散評価を行うものとする。 

建物の影響の有無の判断手順を図 6－2に示す。 

 

また，建物巻き込みを生じる建物として，放出源の近隣に存在するすべての建物が対象

となるが，巻き込みの影響が最も大きいと考えられる一つの建物を代表として選定する。 

 

評価点を中央制御室外気取入口とした場合を例に，各放出点において建物影響の有無，

建物巻き込みを考慮する代表建物の選定の考え方について示す。 
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図 6－1 建物影響を考慮する条件（水平断面での位置関係） 

（被ばく評価手法（内規）図 5.1） 

 

 

 

図 6－2 建物影響の有無の判断手順 

（被ばく評価手法（内規）図 5.2） 

 

・評価点：中央制御室換気系給気口－放出点：排水中和用塩酸タンク 

排水中和用塩酸タンク周辺には，１号機タービン建物，１号機原子炉建物等が位置し
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ている。巻き込みの影響が最も大きいと考えられる一つの建物として，放出源と評価点

の延長線上にあり，放出点近傍にある「１号機タービン建物」とした場合，図 6－3 の

とおり，図 6－1 に示す建物影響を考慮する条件に合致する。放出点の近隣すべての建

物が巻き込みを生じる建物の対象となるが，保守的に評価するために，代表建物として，

「１号機タービン建物」を選定する。 

 

図 6－3 評価点：中央制御室換気系給気口－放出点：排水中和用塩酸タンク 

での建物影響範囲 

 

評価点で考慮した代表建物を表 6－1に示す。 

 

表 6－1 建物影響を考慮する代表建物 

固定源 巻き込みを生じる代表建物 

排水中和用塩酸タンク １号機タービン建物 

 

6.2 建物巻き込みを考慮する場合の着目方位 

中央制御室の有毒ガス評価の計算では，代表建物の風下後流側での広範囲に及ぶ乱流混

合域が顕著であることから，有毒ガス濃度を計算する当該着目方位としては，放出源と評

価点とを結ぶラインが含まれる 1方位のみを対象とするのではなく，代表建物の後流側の

拡がりの影響が評価点に及ぶ可能性のある複数の方位を対象とする。 

評価対象とする方位は，放出された有毒ガスが建物の影響を受けて拡散すること，及び

建物の影響を受けて拡散された有毒ガスが評価点に届くことの両方に該当する方位とす

る。具体的には，全 16 方位について以下の三つの条件に該当する方位を選定し，すべて

の条件に該当する方位を評価対象とする。 

ⅰ）放出点が評価点の風上にあること 

ⅱ）放出点から放出された有毒ガスが，建物の風下側に巻き込まれるような範囲に，放出

点が存在すること。 

ⅲ）建物の風下側で巻き込まれた大気が評価点に到達すること。 
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建物の影響がある場合の評価対象方位選定手順を，図 6－4に示す。 

 

 

図 6－4 建物の影響がある場合の評価対象方位の選定手順 

（被ばく評価手法（内規）図 5.7） 

 

評価点を中央制御室換気系給気口とした場合を例に，放出点における評価対象方位選定

の考え方を示す。 

①評価点：中央制御室換気系給気口－放出点：排水中和用塩酸タンク 

ⅰ）放出点が評価点の風上にあること 

ⅱ）放出点から放出された有毒ガスが，建物の風下側に巻き込まれるような範囲に，放

出点が存在すること。 

ⅲ）建物の風下側で巻き込まれた大気が評価点に到達すること。 

 

ⅰ）～ⅲ）の重なる方位を選定すると，評価点が中央制御室換気系給気口，放出点が排

水中和用塩酸タンクの場合，図 6－5のとおり，8方位（S,SSW,SW,WSW,W,WNW,NW,NNW）が

対象となる。 

放出点が巻き込みを生じる代表建物 0.5L 内の範囲に存在しないことから，代表建物で

ある 1号機タービン建物＋0.5Lを含む方位を選択する。 

  ただし，ここでは，保守的に隣接する 1号炉原子炉建物＋0.5Lを含む方位を選択する。 

237



 

 

143 

 

注 1： 図中   は評価対象方位を示す。 

注 2：L＝25.5（m） 

図 6－5 評価対象方位の選定 

（放出源：排水中和用塩酸タンク，評価点：中央制御室換気系給気口） 

 

着目方位を表 6－2に示す。 

表 6－2 着目方位 

固定源 着目方位 

敷地内 排水中和用塩酸タンク 
S,SSW,SW,WSW, 

W,WNW,NW,NNW 

 

6.3 建物投影面積の設定について 

建物の影響がある場合の多くは複数の風向を対象に計算する必要があるので，風向の方

位ごとに垂直な投影面積を求める。ただし，図 6－6 のように保守的に対象となる複数の

方位の投影面積の中で最小面積を，すべての方位の計算の入力として共通に適用する。 
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図 6－6 代表面積及び建物投影面積の考え方 

（被ばく評価手法（内規） 解説図 5.11.12） 

 

(1) １号機タービン建物 

      建物影響がある場合の放射性物質の濃度計算に用いる投影面積は，保守的に複数の

投影面積の中で最小面積をすべての方位に適用する。 

      １号機タービン建物の投影面積は，図 6－7に示す北面及び東面のうち最小となる 

1.2×103（m2）を適用する。 

 

 

図 6－7 １号機タービン建物の投影面積 

 

 

    代表建物の着目方位の建物投影面積を表 6－3に示す。 
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表 6－3 代表建物の着目方位別の建物投影面積 

着目方位 
建物投影面積（m2） 

１号機タービン建物 

S 1200 

SSW 1200 

SW 1200 

WSW 1200 

W 1200 

WNW 1200 

NW 1200 

NNW 1200 

 

6.4 中央制御室以外の評価点について 

  評価点を中央制御室とした場合と同様に，緊急時対策所と重要操作地点についても代表

建物および着目方位を選定した。選定に必要なパラメータを表 6－4 に示す。管理事務所

1 号館の投影面積は，図 6－8 に示す北面及び東面のうち最小となる 8.5×102（m2）を適

用する。なお，着目方位は図 6－9に基づき選定している。 

 

表 6－4 建屋巻込み選定に必要なパラメータ 

評価点 代表建物 L（m）* 投影面積（m2） 

中央制御室 
１号機タービン建物 25.5 1200 

重要操作地点 

緊急時対策所 管理事務所 1号館 23.3 850 

注記＊：L=建物または建物群の風向に垂直な面での高さまたは幅の小さい方 

 

 

 

図 6－8 管理事務所 1号館の投影面積 
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注 1：図中   は評価対象方位を示す。 

注 2：L＝23.3（m） 

図 6－9 評価対象方位の選定（緊急時対策所） 
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7．可動源に対する防護措置の詳細について 

 

可動源に対しては、立会人の随行，通信連絡設備による連絡、中央制御室空調装置の隔離、

防護具の着用等により運転員を防護できる設計としており、詳細を示す。  

 

7.1 敷地内可動源に対する対策 

敷地内可動源からの有毒ガスの発生が及ぼす影響により，運転・指示要員の対処能力が著

しく損なわれることがないように，中央制御室及び緊急時対策所の運転・指示要員に対して，

以下の対策を実施する。 

なお，対策の実施にあたり，敷地内可動源として特定された薬品タンクローリー等は原則

平日通常勤務時間帯に発電所構内に入構すること，また，発電所において重大事故等が発生

した場合には，既に入構している可動源は敷地外に避難させ，新たな可動源は発電所構内に

入構させないこととする。 

 

(1) 有毒ガスの発生の検出 

敷地内可動源に対する有毒ガスの発生の検出のための実施体制を別紙 7－1のとおり

整備する。 

敷地内可動源である薬品タンクローリー等からの有毒化学物質の漏えいは，発電所敷

地内の移動経路の何れの場所でも発生しうるため，有毒ガスの発生の検出は，人の認知

によることとする。 

従って，特定した敷地内可動源が発電所構内に入構する場合は，発電所員（薬品受入

作業をする担当課員）が発電所入構から薬品タンク等への受入完了まで随行・立会する

ことで，速やかな有毒ガスの発生の検出を可能とする。 

 

(2) 通信連絡設備による伝達 

敷地内可動源からの有毒ガス防護に係る連絡体制及び手順を別紙 7－2 のとおり整備す

る。 

薬品タンクローリー等からの有毒化学物質の漏えいが発生し，有毒ガスの発生による異

常を検知した場合は，敷地内可動源に随行・立会している発電所員から速やかに中央制御

室の当直長に通信連絡設備等を用いて連絡する。 

当直長は，緊急時対策所に緊急時対策本部が設置されている場合は，通信連絡設備等を

用いて本部長に有毒ガスの発生による異常を検知したことを連絡する。 

 

(3) 防護措置 

1) 換気空調設備の隔離及び防護具等の配備 

中央制御室及び緊急時対策所の運転・指示要員に対して，敷地内可動源からの有毒ガ

ス防護に係る実施体制及び手順を，別紙 7－2 のとおり整備する。また，表 7－1 に示す

通り，全面マスクを配備する。 

当直長は，敷地内可動源から有毒ガスの発生による異常の連絡を受けた場合は，速や
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かに中央制御室の換気空調設備を隔離するとともに，運転員に全面マスクの着用を指示

する。また，緊急時対策所に緊急時対策本部が設置されている場合は，本部長に敷地内

可動源から有毒ガスの発生による異常の連絡をする。敷地内可動源から有毒ガスの発生

による異常の連絡を受けた本部長は，外気を取り込まないよう速やかに緊急時対策所の

換気空調設備を隔離するとともに，緊急時対策本部要員（指示要員）に全面マスクの着

用を指示する。 

中央制御室及び緊急時対策所の換気空調設備を隔離した場合は，酸素濃度計や二酸化

炭素濃度計を用いて酸素濃度及び二酸化炭素濃度を監視する。さらに，敷地内可動源か

らの有毒ガスの発生による異常が終息した場合は，速やかに外気取入れを再開する。 

 

表 7－1 全面マスクの配備（運転・指示要員） 

防護対象者 要員数 全面マスク数量 配備場所 

運転員 ９人 ９個 中央制御室 

緊急時対策本部要員 

（指示要員） 
49人 49個 緊急時対策所 

 

 

2) 敷地内の有毒化学物質の処理等の措置 

敷地内の有毒化学物質が漏えいし，有毒ガスの発生による異常が発生した場合の敷地

内可動源に対する有毒化学物質の処理等の措置に係る実施体制及び手順を別紙 7－3 の

とおり整備する。 

終息活動は，立会人等のもと，終息活動要員（発電所構内に勤務している要員（協力

会社社員含む））が実施する体制とする。 

また，表 7－2に示す通り，防護具を配備する。 

 

表 7－2 防護具の配備（終息活動要員用） 

防護対象者 要員数 防護具数量 配備場所 

終息活動要員 ３人 

・化学防護手袋        

・化学防護長靴 

・全面マスク 

・吸収缶（塩酸対応用） 

終息活動要員 

待機場所 

 

 

 

 

 

       
３セット 
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別紙7－1 

 

敷地内可動源に対する有毒ガスの発生の検出のための実施体制及び手順 

 

1. 実施体制 

 

 

 

 

 

 

2. 実施手順 

(1) 有毒化学物質を積載した薬品タンクローリー等（以下「可動源」という。）が発電所敷

地内へ入構する際，担当課は立会人等を入構箇所へ待機させる。 

(2) 立会人等は，合流後に可動源を敷地内に入構させる。 

(3) 立会人等は，受入（納入）箇所まで可動源に随行し，受入（納入）完了まで立会する。

立会人等は，薬品防護具を常備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. その他 

(1) 可動源の入構は，原則平日通常勤務時間帯とする。 

(2) 発電所で重大事故等が発生した場合は，既に入構している可動源は，立会人等随行の上

速やかに敷地外に退避させ，また，新たな可動源を敷地内に入構させないこととする。 

(3) 立会人等については，化学物質の管理を行う者であって重大事故等対策に必要な要員以

外の者が対応する。なお，化学物質の管理にあたっては，保安規定に基づく教育訓練を定

期的に行うことにより，立会人等は化学物質の取り扱いに関して十分な力量を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

立会人等 

担当課 

＜入構箇所＞ ＜発電所敷地内＞ 

受入箇所 

可動源 

タンク 

立会 

受入 可動源 立会人等 

敷地外 敷地内 移動・随行 

 

 

 

 

積 載 車 

 

 

 

 

 

積 載 車 

 

 

 

 

 

積 載 車 
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別紙7－2 

 

敷地内可動源からの有毒ガス防護に係る実施体制及び手順 

 

1. 実施体制 

 

 

 

 

 

 

2. 実施手順 

(1) 立会人等は，有毒ガスの発生による異常を検知した場合，通信連絡設備等により当直長

に連絡する。 

(2) 当直長は，運転員に中央制御室換気設備の隔離及び全面マスクの着用を指示する。 

(3) 当直長は，緊急時対策所に緊急時対策本部が設置されている場合は，通信連絡設備等に

より本部長に有毒ガスの発生による異常を検知したことを連絡する。 

(4) 本部長は，緊急時対策本部要員（指示要員）に有毒ガスの発生による異常を検知したこ

とを連絡し，緊急時対策所換気設備の隔離及び全面マスクの着用を指示する。 

(5) 運転員は，当直長の指示により，中央制御室換気設備を隔離するとともに，全面マスク

を着用する。 

(6) 緊急時対策本部要員（指示要員）は，本部長の指示により，緊急時対策所換気設備を隔

離するとともに，全面マスクを着用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○防護措置の指示 

○防護措置の実施 

○発見・認知 

本部長 

立会人等 

＜緊急時対策所＞ ＜発電所敷地内＞ ＜中央制御室＞ 

当直長 

運転員 本部指示要員 
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別紙7－3 

 

敷地内可動源に対する有毒化学物質の処理等の措置に係る実施体制及び手順 

 

1. 実施体制 

 

 

 

 

 

2. 実施手順 

(1) 敷地内可動源からの有毒ガスの発生による異常を検知したことの連絡を受けた当直長

は，担当課長に有毒ガスの発生を終息させるための活動を依頼する。 

(2) 担当課長は，終息活動要員に全面マスクの着用を指示するとともに，有毒ガスの発生を

終息させるために必要な措置を実施するよう指示する。 

(3) 終息活動要員は，担当課長の指示により，全面マスクを着用するとともに，有毒ガスの

発生を終息させるために速やかに希釈等の措置を実施する。 

(4) 担当課長は，終息活動に時間を要する場合，必要に応じ酸素呼吸器の着用を指示する。

終息活動員は，担当課長の指示により，酸素呼吸器を着用する。 

(5) 終息活動要員は，有毒ガスの発生が終息したことを確認後，担当課長に終息活動完了を

連絡する。 

(6) 担当課長は，有毒ガスの発生が終息したことを当直長に連絡する。 

(7) 当直長は，運転員に有毒ガスの発生が終息したことを連絡する。また，緊急時対策所に

緊急時対策本部が設置されている場合は，本部長へ有毒ガスの発生が終息したことを連絡

する。 

(8) 本部長は，緊急時対策本部要員（指示要員）に有毒ガスの発生が終息したことを連絡す

る。 

 

3. その他 

(1) 終息活動要員については，重大事故等対策に必要な要員以外の者が対応する。 

 

 

 

 

 
 

○終息活動の指示 

○終息活動の実施 

○連絡 

担当課長 

当直長 

終息活動要員 

 

積 載 車 

 

 

 

希釈等 
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